


｜不燃化都市建設の先駆け｜

銀座煉瓦街建設の立案者は、時の東京府知事 ・

由利公正であるとも、大蔵大輔・井上馨であるとも

いわれているが、直接の原因となったのは、明治

5年の大火であった。その経緯は、中央区史（昭

和33年発行）に詳しい。

明治 5年 2月26日午後 3時ごろ、和田倉門内の

旧会津藩邸から出火した火災は、折からの烈風に

あおられ、 当時東京の中心地であった京橋・銀座

帯41か町、 28万8,000坪を焼くほどの大火とな

った。その被害は、公的建築物53か所、寺院58か

所、焼失戸数4,879戸、死者8人、り災人口19,872

人であった。

この大火をきっかけとして、以前より首都経必

において、 “江戸の華”とまでいわれた火災への

対応を迫られていた明治新政府は、文明開化政策

の一環でもある銀座煉瓦街の建設に踏みきると と

を決定した。翌 3月2日、市内全部を不燃化する

方針のもとに、布告がださ れた。これは、類焼地

区の人々ばかりでなく 広く一般にも市街の煉瓦

建築を知らせ、 類焼地区の人々に対して木造本建

築を禁止し、この地一帯を煉瓦建築とする、 費用

がかさむ点は、後ほど別に対策を講ずるという も

のだった。

計画の作成および実施は大蔵省のイギリス人技

師ウオ ート ルスに任されることになり、相次いで

土地買収・街区整理・建築様式の布告がだされた。

それによると、道幅は大通り15間（約27.3m）、次

いで10問・ 8問・ 3間 人道と車道の区別をたて

ると定められ、建物は 3階建て（高さ 3丈・約 9

m）、2階建て、平屋、下平屋の4種が計画された。

しかし、これらの布告にはさまざまな不備があり、

ばく大な費用における財政的措置など多方面にお

ける大蔵省と東京府の対立と相まって、 当初から

実施方針は不安定であった。

工事は、道路となる部分の土地の買い上げから

開始されたが、強行な区画整理は地元住民の反対

運動に遭い、結局は15問.10間通りを除き不完全

なものとなった。煉瓦建築も、 最初予定した 3階

建てを変更して、連家2階建てとされたが、材料

の入手・置場の問題、初めての大工事で不慣れの

点、り災者の立退き問題など多くの障害により 、

工事は困難をきわめた。

しかし、ウオ ー トルスら関係者の努力によって

工事は着々と進み 翌 6年半ばには銀座通り一帯

が完成し、明治10年初めには京橋から新橋に至る

第一期工事が完了した。ところが、高額な入居費

や当時の西洋文明に対する偏見などのため居住希

望者が少なく、また、工事資金の行き詰まりもあっ

て、その後の煉瓦街建設は中止されることと なっ

てしまっ た。

東京市街地の不燃化都市計画はこのようにして

銀座のみにとどまり 他の地区は依然として木造

家屋の街として拡大していく こととなった。しか

し文明開化政策が進められるのにつれて、この銀

座煉瓦街は明治7年に設置された日本初のガス燈

などとともに、文明開化の象徴として世人の注目

をあつめるようになった。そして、銀座は時代の

先端をゆく庶民のあこがれの街として発展し、東

京の繁華の中心となっていったのである。
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ミスマネージメント事故

事故のたびに人間ミスが問われる。それを防ぐため人間工学の必

要が叫ばれる。人間個人の犯す誤りの確率をはじき、それを基に人

間と機械がよりよく補完しあえるように機械を再設計すれば、事故

は無くなると期待する。しかし逆説的なことに これは人的要素を

問うているようで、実は人間ミスの社会的要因を隠ぺいし、それを

機械的要素にすり替えてしまうことになりかねない。したがって、

人間工学的検討に加えて、それ以上に事故の社会的要因一一一経営的

要因の検討に重きを置き、これら両側面からの検討に基づく改善を

重ね、事故を無くしていかねばならない。

これは自明の理であるが、現実にはそのように対処されていると

は限らない。というのは、社会的経営的要因の解決は政治的な困難

を伴うのが常だからである。結局、そのため人間工学のみが幅をき

かす。機械の再設計は社会的要因ー一一経営的要因に影響を与えずに

すむことが多く、また、比較的容易に短期間で実現できる場合が多

いからである。他方、人間工学は、個人の行動は客観的な測定が可

能で、条件や環境を変えると容易に修正できるかと主張し、その主

張を支持し現実化するデータやノウハウが兵器あるいは航空宇宙技

術の開発で用意されているからでもある。こうしたすり替えの典型

が、スリーマイル島原発事故のあとのアメリカの対応であると指摘

されている。問題点が多いにもかかわらず、原子力規制委員会は「コ

ントロールルーム設計ガイドライン案」を出し、業界はそれに従う

ので精一杯の有り様という。

しかし、これでは事故を少なくすることはできない。アメリカの

原発事故多発の一つの有力な原因は、エンジニアとオペレータの職

分を細かく規定し、それぞれを失職から守るユニオン制度にあると

の批判が最近になって聞かれるようになってきた。たとえば、原子

炉の状態を知りたくてもエンジニアは直接自分で計測器を使うこと

ができず、いちいちオペレータに依頼しなければならない。逆にオ

ペレータは原子炉の制御の必要を感じても、その計算のためのコン

ビュータに手を触れることができない。細かな手続きを踏んで、互

いの出動を要請しているうちに手遅れになる。こうした条件下では、

能力よりも心理的優位が、実績よりもただの顔の古さが、そして、

ついには社会的要請や正義よりも組合の威嚇や居直りが力を振るい

何よりも優先しなければならない安全がどこかへ消し飛んでしまう。

こうなると、そうした現場環境をつくりだした経営の誤り一一一ミス

マネージメントが事故の原因であることは明白である。

最近の一連の国鉄のたるみ事故、そして日航機事故も、もっとこ

の観点からの検討が必要である。

一一一一口以
火防

赤木昭夫
NHK解説委員

本誌編集委員
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ずいひつ

TMI原子力発電所

事故とフランス
田中靖政

1979年 3月28日の早朝（現地時間）、アメ

リカのペンシルバニア州ハリスパーグ近郊の

6 

スリーマイル島（ThreeMile Island－略して

TMI）で、民間の発電用原子炉の事故として
メルト・ダウン

は最悪といわれる〈炉心溶融〉を起こすとい

う史上最悪の原子力事故が起こった。この

事故は、元来は原子炉の中に封じ込められて

いなければいけないはずの放射能が大気中に

放出され、その結果、事態を深刻に受けとっ

た州知事が、原子力発電所周辺の住民の一部

（幼児や妊婦など）に避難を要請したことか

ら、名実共に30余年にわたる原子力平和利用

の歴史を通じて最大の事故となってしまった。

この事故の評価は、現在でも、大きく二つ

に分かれている。まず楽観的評価の方からい

うと、事後の各種の調査では、事故当時、そ

の発電所で、働いていた従業員のうちで最も多

く放射能を浴びた者でも せいぜいレントゲ

ン写真を 2枚撮った程度の放射線しか受けて

いないということが明らかとなった。したが

って、部分的に〈炉心溶融〉というような緊

急事態の発生を招いた大事故でさえ、その程

度の放射線を受けただけで済んだということ

は、原子力発電の安全性を実証するものだ、

という意見がある。他方、悲観的評価におい

ては、いくら微量でも放射能（線）は生物に有

害であり、やはり原子力発電は危険なもので

あるから、やめるべきだ、という意見がある。

アメリカやヨーロッパ、そして日本における

TMI事故の受け取り方を眺めると、原子力の

推進派は楽観的立場、逆に反対派は悲観的立

場を採っている。評価が立場を決めているの

ではなく、どうやら立場の方が先行して評価

の中身を選ばせているようである。

いずれにせよ、この事故が起こったとき、

わたしはたまたまアメリカにいて、事故の状

Hiroo
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況や州や国の対策を首府のワシントンから眺

めていた。日本からも「調査団」がアメリカ

にやってきた。しかし 地理的に近いという

こともあったであろうが、文字通り間髪を入

れずに調査団を送ってきたのは、西ドイツと

フランスだった。そして、フランスの場合は、

数次にわたって調査団が訪れ、しかも、第 2

次調査団は主としてジャーナリストやテレビ

関係者からなっていた。日本の調査団の派遣

がもたついたのは 関係省庁間での人選の調

整に手間どったため と後から聞いたが、そ

れはともかく、特にフランスの迅速な反応に

は驚かされた。

後になって、アメリカ上院「エネルギー・

核拡散・連邦業務小委員会」の文書で、これ

ら各国の調査団による調査の内容やTMI事故

の評価に触れているのを発見したわたしは、

特に当時のフランスの動きに興味を抱いた。

周知のように、フランスは西ヨーロッパ諸

国の中で原子力の開発に最も精力を注いでい

る国である。事故直後、フランス首相はテレ

ビインタビューで、 TMI事故の影響は主とし

て心理的なものであり、原子力テクノロジー

の問題ではないことを明言し、続いて、自ら

フランスの濃縮工場を視察し、記者団に対し

て世界の原子力にとってフランスの濃縮ウラ

ンの果たす重要性を指摘している。他方、フ

ランス政府の第 l次調査団は早くも 4月1日

にアメリカに到着し、この分析と報告を受け

てフランス政府は、 4月24日、 TMI事故によ

る環境への影響は事実上ゼロでありフランス

の原子力開発計画にはまったく支障も変更も

ないことを明らかにした。この第 l次調査団

は、現場近くの住民や州や市の役人とのイン
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タビュー、新聞報道、原子力規制委員会（ N

RC）の発表、避難計画の詳細などを調査検討

し、れL’αccident de Three Mile Islαnd: Re 

αc tions lacαles11と題する報告書にまとめて

いる。この報告書が、結論で「地域住民の間で

不安が高まったのは、情報の欠如というより

は、むしろ矛盾し合う情報が発表されたため

である」と述べているのは、防災研究の見地

から特に興味深い。

第 2次調査団は、ジャーナリストやテレビ

関係者から成っていた。この調査団は、事故

をセンセーショナルなドラマにでっちあげた

アメリカの来庁聞やテレビに大すして、きわめて

批判的であった。これとは対しょ的に、地方

新聞とローカルラジオ局は具体的かっ客観的

情報の送り手として優れたパーフォーマン

スを見せたとして高く評価された。また、全

国的に大きな不安を生じせしめた最も重大な

責任は、現場のNRC支局とワシントンのNR 

C本部の間で、起こった発表の中身の食い違い

にあったと、この調査団の報告書、L’αccident 

nucleαire de TM！グは締めくくっている。

さて、日本も調査団を派遣したが、フラン

スの調査団が明らかにした、以上のような諸

点に関してはまったく関心がなかったようで

ある。この辺に原子力問題に対する日本とフ

ランスの根本的な姿勢の違いがあるように思

う。教訓というものは過ちを繰り返さないた

めのものであるが、それは〈社会〉ないし〈人

間〉に根ざすものでなければならない。日本

の調査団が原子炉などの〈カナモノ〉に主眼

を置いて調査したとき、フランスの調査団は、

人間の〈コミュニケーション〉に主眼を置い

て精力的に調査を進めていたのである。

7 
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ずいひつ

災害は上から降ってくる

森美樹
（弁護士）

hill 

8 

都心のマンションに住みついて 6年になる。

その前は郊外の一戸建てに住んでいた。そこ

で、よく「住み心地はどちらが？」と聞かれ

るが、とりあえず「一長一甥で、す」と答える

ことにしている。実際、その得失は一言で答

えられるようなものではない。

ただ、マンションには、一戸建てにない問

題というか、特有の悩みがある。たとえば、

上下の関係がそれだ。

伝統的な棟割り長屋は、細長い一棟がヨー

カンに包丁をいれていくように区切られた形

である。だから、もっぱら平面的な隣人との

付き合いに終始できる。

それに比べて、マンションは立体長屋とも

評されるように、左右の隣人だけでなく上下

の隣人（？）関係も無視できない。むしろ、上

下の隣人のお付き合いのほうがはるかに難し

いといっていい。

私は、今のマンションに入居後、間もなく

管理組合の理事に推薦されてしまった。職業

柄もあって、仕方なくお引き受けしたのだが

2年余りの任期中、実にさまざまな事件に遭

遇した。

10階に、さる劇作家が住んでいる。その留

守中、模様替えなどの工事があり、工事人の

不手際から、ファンコイル（冷暖房機）に水

漏れを起こしてしまった。

その水が、スラブ（コンクリート床）を通

して 9階のお宅に降り注いだからたまらない。

信じられないだろうが、マンションのスラブ

には防水工事がしてないので、液体をモ口に

通してしまう。 9階の壁紙もジュータンもめ

ちゃくちゃになってしまった。



その後始末を巡って、理事の私が仲に立っ

て調停役をやらされる破呂となった。伝統的

な長屋なら、大家さんか街の世話人の役目で

ある。 10階は有名作家、 9階はさる有名塾の

経営者であり、大学の先輩でもある。私の仲

裁役は、やや力不足の感じがあった。

被害は思ったより大きかった。ジュータン

はじめ高級調度ばかりである。金額に見積る

と、確か 100万円ちかくになったと思う。汚

水をかぶった精神的苦痛をはじめ、目に見え

ぬ損失もパカにならぬに違いない。

加害者には、自分の落ち度という意識が薄

い。それもムリからぬことで、直接的には請

負った工事人のミスが原因なのだ。

それやこれやで、被害者の心理と加害者の

気持ちとは微妙な食い違いを示す。そのへん

は交通事故の処理などで経験済みだから、仲

裁役としては「まあまあ」と双方なだめたり

すかしたりして調整を試みる。

ところで、有り難いことに、マンション全

体として保険に入っていた。損害査定の問題

で、保険会社の考え方と若干の食い違いが生

じたが、実害は保険金でなんとか賄えそうで

ある。話は案外スムーズに進み、それになん

といっても、お互い紳士なので、初め危ぐし

たほどもつれることもなく、急転直下、円満

解決となったのである。

この水漏れ事件で 改めて保険の効用を痛

感した。もし、保険に入っていなかったら、

これほど迅速で円滑な解決は望めなかったの

ではあるまいか。実際「訴えてやる」と被害

者が息巻く局面さえあったくらいだから…・。

偉大なのは仲裁役の人格でも力量でもなく
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もっぱら保険の力ということができょう。

さて、私の住居の上の住人は、かつては夫

婦と一人娘の三人家族で、なんの問題も芯か

ったが、あいにく引っ越してしまい、その後

入居した住人にやや問題があった。ご夫婦と

も若いお医者さんで紳士淑女なのだが、なに

せ坊やの元気が良すぎるのである。

私は、ひそかに「かみなり坊や」と名づけ

て、恐れおののいているのだが、時ともなし

に 「ドン、 ドン、 ドドド・・・・・・」 とすさまじい

音が、上から降ってくるのだ。

改めてマンションの設計図を見直してみた

が、かなり厚いコンクリートのスラブがあり、

さらに天井と床も張つであるはずなのだが、

その響きは、我が家のペンダント電灯が共鳴

を起こすほどである。どうすればああすさま

じい音が伝わるのか不思議だが、とにかくマ

ンションの上下は水だけでなく音にも弱いこ

とがわかった。

でも、慣れというのは怖いもので、しばら

くすると、この雷鳴もあまり気にならなくな

った。それに上の奥さんが常に気にしてくれ

ていて、エレベーターなどで会えば、「いつも

うるさくしてすみません」と恐縮されるので、

こっちもつい「受忍の限度内か…・」と納得し

てしまう。

でも、もしごう音とともにスラブも天井も

突き抜けて、かみなり坊やが落ちてきたら、

ウムをいわさずとっ捕まえてお尻におきゅうを

据えてやれ、とあらぬ妄想をたくましくして

いる昨今である。

こういう災害（！？）は、保険でなんとかな

らないものか。

9 
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ずいひつ

江戸時代の災害

と対策

10 

凶作・地震・洪水などの自然災害は、被災

地域住民の努力のほか、為政者の迅速かつ適

切な対応がなければ、克服することが難しい

のは昔も今も変わりはない。為政者が適切な

対応を怠ったり、民衆の苦しみを無視したと

きに、民衆は怒りを爆発させる。

江戸時代にも数多の自然災害が発生した。

そして多くの場合、支配者二領主層の対応が

非道であったとき 民衆はー撲・打ちこわし

などの強硬手段で抵抗した。こうした民衆の

抵抗は、幕府をはじめ領主層に大きな影響を

与えた。たとえば 浅間山の噴火や洪水・気

候不順などが一時に襲い、全国的に大凶作と

なったれ天明の飢鐘グでは、大阪・江戸をは

じめ各地の都市で米商・酒屋などに対し大規

模な打ちこわしが発生したが、この一連の事

件は、老中田沼意次の失脚を早める要因とな

った。

また、冷害・洪水・大風雨が続き損耗が激

しく全国的飢鐘を招来したホ天保の飢鍾グで

は、幕府もその救済策として現米の給与・救

小屋の設置・酒造制限・隠米の禁止などを実

施したが、いずれも不充分で、大塩平八郎の

乱をはじめ各地で一撲・打ちこわしが頻発し、

この民衆の力が幕藩体制の崩壊を促進したの

である。なお、大塩平八郎は蜂起を促す椴丈

のなかで、「上たる人」はおごりを極め、「太切

の政事二携候諸役人」は公然と賄賂を受け取

り、領主たちは従来過酷な年貢を課してきた

上に「民百姓共ヘ過分之用金申付」るため

「四海の困窮と相成」と、当時の汚腐した政

治を糾弾し、「人々之怨気天ニ通ジ……色々様

々の天災流行終二五穀飢鐘ニ相成候」と、飢

僅の原因は政治の乱れにあることを主張した。

Hiroo
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しかし、まれには災害に際し民衆の側に立っ

たきめの細かい行政が行われたこともあった。

元文 3年（ 1738）武蔵野新田一帯を大凶作が

襲った。その年の夏作・秋作が著しい不作で、

その上翌年の春作まで不出来という有り様で

あった。この武蔵野新田は、 8代将軍吉宗が

推進したれ享保の改革々の一環として年貢増

徴を目的に奨励され開発された、武蔵野台地

に点在する新田村落の総称で、その村数は合

計82か新田である。その多くは元文元年に名

奉行として有名な江戸町奉行大岡越前守忠相

の検地をうけ、一人立ちしたばかりのところ

に大凶作が襲ったため、打撃は一層大きく、

武蔵野新田は早くも壊滅の危機に頻した。す

なわち、若い元気な男女は江戸や近隣町村に

奉公や日雇い稼ぎに出、新田に残ったのは老

人・子供あるいは病人だけとなり、その日の

食料にも窮する有り様で、なかには餓死する

人馬が数多あったという。ちなみに当時の調

査によると、武蔵野新回総家数 1,320軒のう

ち、この大凶作により特に救助を要しない者

は 9軒のみで、ょうやく新田農民として取り

続きそうな者が26軒、これ以外はすべて「必

至と立ちかね候趣」であったという。

この窮状を救うために、その地域の代官上

坂安左衛門から登用されたのは、精農家の府

中領押立村名主川崎平右衛門であった。元文

4年 8月代官の手代格、武蔵野新田世話役吊

に抜擢された彼は、同新田の復興に向け蓮進

することになった。平右衛門の新田救済方法

は、従来のような一時的な再興資金の貸付け

などとは異なり、長期的な展望に立ち、必要

な資金を農民に支給したことに大きな特徴が

あった。そのための資金調達は、①平右衛門
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が幕府から無利息で借金（4,060両）し、それ

を他村の農民へ年 1割の利息で貸付けて利殖

し、その利息を利用する ②幕府から無償で

支出させる（計2,100両）の二方法でなされた。

ところで、平右衛門の新田再興政策は同地域

の実情を考慮、した、実にきめの細かいもので

あった。そのなかには、彼独特の誠にユニー

クな施策がある。

その一つはれ夫食普請（御救普請）グと呼ば

れるものである。これは呑水堀・田用水など

の修復その他の土木事業を興し、そこに新田

農民を参加させ、日当として麦・ひえなどを

支給し食料不足を補わせる施策である。日当

の支給は、その作業内容により仁・義・礼・智・

信の 5段階に分けられ、くわを持つ屈強な男

性は仁（麦 3升）、それに次ぐ男女は義（ 2升）、

ざるなどを持ち土運びゃ雑用をする女性は礼

( 1升 5合）、子守りをする娘は智（ 1升）、赤

ん坊でさえも信（ 5合）と、とにかく普請場に

来た者すべてに日当が支給された。

もう一つは、肥料（養料）の貸付けと貯穀で

ある。これは、新田農民が芝地 1反歩を開発

するごとに永 350文相当の肥料を貸付け、そ

の返済は大小麦・あわ・ひえなどの雑穀で納

めさせ、それを貯穀し飢鍾に備えるというも

ので、その間にも種々の細かい配慮、が施され

ている。

その後、武蔵野新田は宝暦期（1751～’63)

に至りようやく安定するようになり、平右衛

門は幕府の新田開発政策の失敗を未然に防い

だといえよう。

そして、これらのことを通じて、民衆の側

に立つ政治がいかに重要であるかを歴史は教

えているのである。

11 
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新たに動的解析を導入した
新耐震設計法の趣旨と内容

奉る56若手喜男 新耐震設計法の韓正が符われた。

これまでの鰯震想定の中iこ動的解新亭3去をとり入

れた事奇襲詰震設計法とは輩記3炉、その趣旨と内審を、

それぞれ梅村駿氏、議関俊寛氏に解説をしていた

だいた合

はじめに

1981年（昭和56年） 6月に、日本の建築基準法が

大幅に改定された。この大改定は1950年（昭和25

年）に、建築基準法が当時の市街地建築物法に代わ

り、全国的に施行されて以来のことである。この

改定で特に大きく変わったのが、耐震設計分野に

おける構造計算の部分である。この改定は1950年、

さらにさかのぼって1924年（大正13年）に初めて、

耐震設計の安全性を数値的に検定するための構造

計算法が、市街地建築物法中に規定されて以来の

大きな改正といえる。

ここでまず、耐震設計と耐震のための構造計算

との違いについて言っておこうと思う。

設計とは、人間がある目的をもって生産活動を

行うに当たって、まず頭に描く全体構想で、広い

範囲から詳細部分にまで及ぶものであり、この計

画が実際の行動に移されて、生産物がこの世の中

に出現する。

こういった設計行為は、人間が生活を営むよう

になって以来のことであり、昔は多分に経験的な

12 

ものであった。

近代化学の発展に伴って、経験による設計の中

に、しだいに科学が取り入れられるようになった。

耐震設計分野でも、地震災害の経験から各種の

耐震的構法が決められていた時代から、科学の一

種である構造力学に基づいた計算によって、耐震

安全性が確かめられながら部材の寸法が決められ

るようになった。このために、設計が経験主体か

ら、より合理的な方向に改善された。

ただ、忘れてはならないことは、構造計算はあ

くまでも設計の一部分であって、これが設計のす

べてではないということである。自然は複雑であ

って、人間の計算によって、すべてを見通すこと

など不可能なことである。

さて、耐震設計における構造計算の方針は、 1924

年建築物法中に、計算用の地震力の標準として、

建物重量の10%の水平力が静的に規定され、この

力による各部の応力が、材料許容応力を超えない

ということであった。

この方針は、 1950年の改定はあったものの、日

本において60年来採られてきたものであり、この

Hiroo
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計算のやり方で多くの耐

震設計がなされ、実際の

建物が建てられてきた。

地震名
鳥取 東南海

地震 地 震

年 度
1943 1944 

（昭18) （昭19)

このような耐震計算の

普及は、最近の大きな地

マグニチュード 7 .4 8.0 

死 者 1,083 

震による死者の数の減少によってもその効果がみ

られる。表は、その様子を示したものである。

このなかで、福井地震は火災を含み、伊豆地震は

がけ崩れ、宮城県沖は山腹造成地、ブロックべいの

崩壊を含み、建物倒壊による死者は意外に少ない。

いずれにしても、 1950年以後の死者は大変少な

くなっている。

2 なぜ而震計算の改定が心要で、あったか

998 

以上のように、大きな地震による死者は日本国

内では耐震規定の普及によって、きわめて少なく

なっている。一方建物の方は、崩壊および震後か

なりの修復を要する物まで含むと、 5%程度の被

害率となっている。これだけの建物被害で死者の

少ないのは、建物に粘りがあり、いきなり崩壊す

ることがないためである。

人命という点では、日本はかなり建物の耐震化

を達しているといえそうであるが、津波や大火災、

あるいは過密都市における二次災害等を考えると

油断はできない。

さらに、建物の被害は社会資本の蓄積を減らし、

個人の生活の安定を破壊し、社会不安を引き起こす。

したがって、常に変化していく社会施設の耐震

安定性を確保するためには、旧来の静的な計算法

だけでは不充分であって、この30年来開発されて

きた動的解析の手法を取り入れた計算法の導入が

必要であった。

3 動的解析とは

1950年以来、地震力に関する研究に大きな変化

がみられた。

まず、実際の大きな地震の波が、地表・地中・建

物の中などで観測される体制ができ、この波が整
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三河 南海 福井 十勝沖 新 潟 十勝i中 伊豆半 伊豆大 宮域県

地震 地震 地震 地震 地震 地震 島 i中 島近海 沖地震

1945 1946 1948 1952 1964 1968 1974 1978 1978 

（昭20) （昭21) （昭23) （昭27) （昭39) （昭43) （昭49) （昭53) （昭53)

7 .1 8.1 7 .3 8.1 7 .5 7. 9 6.9 7 .0 7 .4 

1,961 1,330 3,895 28 26 49 29 25 27 

理される一方、建物の基礎に入った地震波による

上部構造の揺れが、理論的に計算できるようにな

った。また、この計算結果と実測値とを比較する

ことによって、建物への入力波を想定すれば、理

論を使って上部構造がどのように揺れ、どこから

壊れていくか、また、建物内部にある各種設備・

家具などがどのようになるかも推定できるように

なってきた。この計算過程を、動的解析と呼んで

いる。

この方法が開発されたことによって、従来ある

程度以上の水平抵抗力を数量的に建物に与えてお

けばいいという耐震計算の方針に、さらにどの程

度の変形能力を与えておけばいいかを定量的に定

める手法を付け加えることができることになった。

たとえば、 1975年（昭和50年）の大分県西部地震

で、 4階建ての鉄筋コンクリート建物の 1階が完

全に崩壊した。

この建物は、 1階の水平抵抗力は自重の50%以

上のものであって、従来の設計抵抗力を 2倍以上

も上回るものであり、旧基準では充分に合格する

はずの建物である。この崩壊の事実は、動的解析

の手法によらなければ説明がつかない。将来の耐

震設計において、動的解析の導入がなければ、こ

のような事故は防げない。

4 新耐震設計法の基本

今回改正された新耐震設計法の基本は、すでに

日本全国に普及し、その実績も充分にある従来の

方法を基本にし、これを一次設計とし、これに上積

みする形で、動的解析によって得られた成果から

二次設計として各種の計算法を定め、前述の大分

西部地震のような例が起こらないようにしたもの

である。

標準とした地震の強さは、 1978年の宮城県沖地

13 
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震より一回り強いものを考え、重量構造物に入る

地震加速度はYBG程度を考える。このような地震

動に対し、低層木造から超高層建物まで同じよう

に大被害が起こらないことを目標としている。

この二次設計で定めである各数値は、幾分安全

側に決められていて、より研究が進めば、将来低

減しうる方針になっている。

このような技術系の規準は、いつも研究が完成

した結果出るものではなく、むしろ今後の研究・

調査に方向づけをするものである。動的解析は、

将来ともその研究・調査の基本となるべきもので、

現在まだはっきりしていない地盤と上部構造との

連成・相互作用など、さしあたり設計としてまと

めるべきテーマであろう。

その他、上部構造および基礎の保有耐力など、

懸案の問題も多い。

はじめに

昭和55年 7月14日に建築基準法施行令耐震関係

規定の改正が公布され、建築物の地震に対する安

全性の確認の方法に新しい考え方が導入された。

その後、関連する告示も公布され、 56年 6月 1

日から施行された。また、近々、プレストレスト

コンクリート造建築物、壁式鉄筋コンクリート造

建築物等に関する技術基準についても、新しい耐

震基準に合わせて改正、新設される子定である。

新しい耐震基準が公にされて、 2年を迎えるこの

時期に、その全体像を明らかにすることは有意義

なことであろう。

2 新耐震基準の基本的な考え方

1) 新しい耐震基準の目標と設計過程

よく知られているように、大正13年来の旧規定

の耐震設計体系は、地震力を震度という形で与え、

14 

5 耐震診断基準について

最後に、耐震診断の問題について一言触れておく。

新耐震設計法の具体的な準備を始めると同時に、

既設の建物がどの程度の耐震性能を持っているか

の評点づけをする作業が始まり、現在その基準が

できている。これも、動的解析を基本としたもの

である。

その方針は、実在建物の水平抵抗力と水平変形

能力とを掛け合わせた数値を評点とするもので、

この方法は、これから建てられる建物についても

適用できる。

さらに、地震により年間平均 2万人もの死者の

でている全世界を対象にし、組積造に対する耐震

診断も、将来考えなければならぬ問題と考える。

（うめむら はじめ／芝浦工業大学教授）

地震力により構造上主要な部分に生ずる応力度が、

材料の弾性範囲内のある値として定められる許容

応力度を超えないことを検定する形となっている。

ここで考えている地震力の大きさは震度 0.2で、

自重の20%の大きさである。地震力は、地盤があ

る加速度を持って動くにつれて建築物に作用する

慣性力と説明されるが、この震度 0.2ということ

は、 200ガル（cm/s 2）の加速度が作用するというこ

とである。これよりももっと大きな地震動はいく

らでもあると考えられるかもしれないが、地震に

対する建築物の安全性は、想定する地震力の強さ

だけによるのではなくて、構造体を構成する材料

の許容応力度とも関連している。この材料の許容

応力度の方にかなりの安全率が見込んであり、構

造計算で部材の応力度を許容応力度以下に押さえ

るごとにより、建築物全体として、想定する強さ

の地震力、すなわち、関東大地震程度のものに耐

えるようになっている。そして、この地震力の強

さ震度 0.2と材料の許容応力度との関係は、関東

Hiroo
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53年｜月伊豆大島近海

地震による被害

鉄筋コンクリート造

建築物壁のひび割れ

関口部（窓）と開口部の

聞の宮失筋コンクリート

造の壁に関口部の角を

結ぶ大きな斜めのひび

割れを生じている。ひ

び割れの幅は 2cmを超

える大きなものである。

大地震の経験に基づくものであった。

ところが、近年続発する地震により被害を受け

た建築物を調査してみると、施工不良という点も

掲げられるが、構造計画上の基本的な問題を含ん

でいる建築物もあることが指摘された。すなわち、

建築基準法令の規定はぎりぎりにパスしているが、

構造計画上問題があって、法令の制定当時見込ん

でいた外力に対する余力がまったくないような建

築物があり、このような建築物が被害を受けてい

るということである。一方、法令に適合し、耐震

要素がバランスよく配置され、細部に意をつくし

てあるような建築物は、無被害かまたはそれに近

い形で残っている。

このような事柄が背景となって、従来の耐震設

計法に対する自信と、また一面の反省とから新設

計法の設計理念、が生まれてきた。この新しい耐震

基準で目標として考えている点は、次の 2点である。

a ）比較的しばしば起こる中程度以下の地震動に

対しては、建築物の骨組みを弾性範囲にとどめ、

地震動の終了後も建築物の元の機能を発揮しう

るようにする。

b) 建築物の耐用年限中に 1度遭遇するかしない

かという程度の大地震動に対して、建築物に多

少のひび割れ等の破損を生じてもいいが、崩壊

などにより人命が損なわれることは防げるよう

にする。

以上、二つの目標に対する設計過程は次のもの
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である。

1) 上記 a）の目標（中程度の地震動）に対する設

計過程で、中程度の大きさの設計用地震力に対

し、建築物の骨組みの各断面に生ずる応力度を

計算し、それが材料の許容応力度以内であるこ

とを確かめる（従来の許容応力度法と同じ）。また、

この地震力によって、建築物の各階の床が水平

方向にどの程度変形するかを計算し、それが許

容値（許容層間変形角）以内であることを確か

める。さらに、建築物の各階に配置される柱・

梁・耐力壁・筋かい等、主に地震力を受ける部材

の偏在の程度を示すパラメーター（偏心率＝こ

れらの部材の平面的な偏在の程度を示す量、お

よび剛性率＝ごれらの部材の高さ方向の偏在の

程度を示す量）が所定の値を満たすことを確か

める。ただし、後 2者は建築物の規模と構造種

別によっては免除されるものもある。

2) 上記 b）の目標（大地震動）に対する設計過程

で、大地震動に相当する設計用地震力に対し、

建築物の骨組みの最大耐力とその時の塑性変形

能力から、建築物が崩壊しないことを確かめる。

あるいは、建築物の骨組みの最大耐力とその塑

性変形能力を調べる代わりに、柱や耐力壁の量

が充分あるかとか、それらが充分な粘りを持つ

ものであるかどうか等を確かめる方法である。

以上のように、新しい耐震基準では、想定する

地震力の大きさに 2段階のものをとり、また、そ

れに対する設計過程についても、従来の許容応力

度設計法に加えて、より詳しく建築物の地震に対

する挙動をチェックする方法が加えられたので、ある。

次に、これらのことについてもう少し詳しく説

明する。

2) 設計用地震力

地震時に建築物がどのような力を受け、どのよ

うに振動するかは、地震の大きさ、発生場所、建

築物の建つ地域、地盤の性状、建築物の構造上の

特性等に関係している。設計に当たって、それら

の特性の影響を考慮して骨組みの設計用地震力と

することが合理的である。新しい耐震基準では、

これらのことを考慮に入れ、次式で設計用地震力
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を与える。 Ciは

Ci=Z・Rt・Ai・Co 

i階の地震層せん断力係数で、これに i階より上

階の全重量を乗ずると、 i階の柱・耐力壁等に作

用する全水平力を与える。すなわち、設計用地震

図 l 有史以来の震央介布（宇佐）

1 

図2 地震地域係数Z

自由： A Z=l.O 

Eヨ： B Z=0.9 

仁ゴ： C Z=0.8 

Z=O. 7 in Okinawa 

130。
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力を与える係数である。

図 1は、有史以来の震央分布と地震の大きさ（マ

グニチュード）を円の大きさに対応させて示した

ものである。この資料を一つの参考とし、最近の

地震学の成果を盛り込んで作成された地震地域係

数 Zの分布図を図 2に示す。これは、日本各地で

建築物の耐用年限中に生ずる最大級の地震動の大

きさが異なるから、建築物の耐力もそれに合わせ

ておけば、全国おおむね同一水準の耐震性を有す

る建築物を作ることができるであろうというもの

である。 Zの値は東京を 1.0とした時の比で表し

である。

図 3は、地盤の性状と建築物の固有周期の関係

により建築物の地震応答値（建築物の揺れの最大

値の地盤の揺れの最大値に対する比）が変化する

ことを示している。固有周期の短い建築物（硬い

建築物）の場合には、硬い地盤上の方が柔らかい

地盤の上にあるよりも応答値は大きい。逆に、固

有周期の長い建築物（柔らかで変形しやすい建築

物）の場合には、柔らかい地盤上にある方が応答

値が大きい。このような関係を平滑化し設計に採

図3 地盤の性状と建築物の地震応答値

泊

3

2
地
震
応
答
値

j成衰定数 h =0.05 

第 3種地盤（軟弱地盤）

第2種地盤(1、2以外の地盤）

。
2 3 T(sec) 

建築物の固有周期

図4 振動特性係数Rt

4.0 

Hiroo
長方形



用したのが振動特性係数Rtである（図 4参照）。

図 5は、伊豆大島近海地震時の高層建築物の高

さ方向の最大加速度値の分布を示すものである。

このように、地震動が建築物に加わると、一般に

上階ほど大きく揺れる。この性質が、建築物の高

さ方向の地震層せん断力係数の分布係数Aiに採用

されている（図 6参照）。

Co は標準せん断力係数で、設計用地震力の大き

さを与えるものである。 a）の目標に対しては0.2、

b）の目標に大すしては 1.0のイ直を用いる。さて、来庁

しい耐震基準では、大地震動として関東大地震級

の地震動を一つの目標としている。関東大地震に

よる地動の加速度がどれぐらいであったかは、当

時まだ観測用機器が開発されておらず不明である

が、その後強震計が開発され、強大地震の地震波

記録も多々集録され、地震時の建築物等の被害等

を参考にして大略 300ガルから 400ガル程度と推

定されている。そしてこの値は、世界的にも観測

図5 地震時の建築

物の揺れ

伊豆大島近海地震時

の新宿超高層ビルの

最大加速度応答←ー←

上の階に行くほど加

速度が大きくなって

いることが分かる
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図6 建築物の高さ方向の地震層せん断力係数の介布係数A1
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ここで、 ai：最上部から i階まで
の重量の和を地上部の全重量で除
した値。

T：固有周期（秒）

’82予防時報130

された最大級のものに属するものである。建築物

の基礎に入力する地震の強さと建築物に作用する

慣性力、すなわち、建築物の応答加速度との間に

は次のような関係のあることが確かめられている。

入力地震波の最大加速度と建築物の応答加速度と

は、建築物の動的な構造特性を示す要因の一つで

ある一次固有周期により結びつけられていて、建

築基準法令が予期しているような建築物の範囲で

は、建築物が弾性挙動をすれば、建築物の応答加

速度は入力地震波の最大加速度の 2.5倍から 3倍

の値となる。この値は、建築物の一次固有周期が

長くなるにつれ小さくなって行く性質のものであ

る。この議論によれば、大略 300ガルから 400ガ

ル程度の地震動に対し、建築物が弾性挙動をする

とすれば、その建築物の応答加速度は、おおむね

1 Gとなる。これは、自重と同じ大きさの水平力

が作用するという意味である。この lGがCo=l.O 

の値に対応する。もちろん、このような大きな水

平力に対し、建築物が無傷であるように設計する

ことは経済的に不可能なことであろう。そこで、

建築物の骨組みの塑性変形能力という特性を利用

して、大地震に耐えることを考える。その手法が

設計過程の 2）に示したもので、保有水平耐力の確

認と呼んでいるものである。

建築物の地震応答という考えに立つと、 Co=0.2

の値は、応答値 200ガルとして、逆に地動の最大

加速度は70ガルから80ガル程度となる。これは、

気象庁震度階で表すと中震から強震程度の地震動

に当たる。ちなみに、地動 300ガルから 400ガル

という値は激震から烈震に相当するものである。

3) 中程度の地震動に対する設計過程

新しい耐震基準に規定される設計過程を図 7に

示す。この図では、従来の設計手法を一次設計と

し、層間変形角・つり合い・粘り・保有水平耐力

等の設計手法は、地震力のみに対するチェックと

してーまとめにして、二次設計と位置づけている。

2 1）に示した地震力の大きさに応じた設計過程

として分類し直すと、中程度の大きさの地震動に

対するものは、許容応力度計算、層間変形角の計

算およびつり合い（偏心率および剛性率）の計算

17 
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であり、大地震動に対するものは、粘り等の計算

および保有水平耐力の計算である。

さて、中程度の地震動に対する設計過程の第 1

は許容応力度計算である。これは、従来の設計法

と同じである。比較的起こりやすい地震に対して

は、骨組みは弾性範囲内で耐えて、被震後も正常

に使用しうるようにするものである。木造の建築

図 7 設計のフロー

い欠｜
は引
け什

一ー

I I 
行設｜
l計｜

エ ン ド

表 l 木造建築物等

木造建築物

3階建て以下の組積造、または補強コンクリ トブロック

造の建築物

3階建て以下の鉄骨造の建築物で以下の条件を満たすもの

①高さ 13m以下で、かつ軒の高さ 9m以下

②柱のスパンが 6m以下

③延べ面積 500M以内

④Co孟0.3として許容応力度設計をすること

⑤筋かいの端部および接合部が、筋かい降伏軸力に対し破

断しないこと

高さ 20m以下の鉄筋コンクリート造、または鉄骨鉄筋コン

クリート造の建築物で次の条件を満たすもの

各階の柱の断面積（Ac）と耐力壁の断面積（Aw）の和が

次式を満たすこと

2 25Aw＋ヱ 7Ac ミZ・W・Al…鉄筋コンクリート造

2 25Aw+210Ac主主Z・W・Ai…鉄骨鉄筋コンクリート造

1から 4に掲げる建築物の併用の場合

各号の規定を満たす他、次の条件も満たすこと

①地上部分が 3階以下

②高さ 13m以下で、かつ軒の高さ 9m以下

③延べ面積 500M以内

その他

工業化住宅性能認定規定によるもの等建設大臣の認めるも

の

18 

物の外、表 1にかかげる建築物については、この

チェックのみで充分耐震性が確保されるとして、

その他の計算は免除される。これらの建築物は、

幾多の震害経験、耐震実験等により、震度 0.2相

等の外力と許容応力度のぺアーで設計しておけば、

保有水平耐力等の検討をしなくても、想定地震力

（関東大地震級の地震動）に対し、耐震上安全で

あるとの確認が得られているものである。

第 2は、層間変形角の計算である。この規定は、

外装材・内装材等の非構造部材が、構造骨組みの

変形に追従しえなくなって破損することを防ぎ、

また、骨組みの過大な変形により、上下方向の振

動等骨組み自体に有害な影響が出ることも防ごう

とするものである。

第 3は、剛性率および偏心率の計算で、建築物

の柱・耐力壁等骨組みの配置のつり合いに関する

ものである。図 8に示すように振動性状の一様で

ない建築物では、特に耐力の低い階に地震時のひ

び割れ等の損傷が集中しやすい。地震時の建築物

の揺れは地震エネルギーの吸収という現象で説明

されるが、建築物の側からみると、この地震エネ

ルギーは各階で均等に吸収した方が、ある特定の

階でのみ吸収するよりは都合がいい。言い換える

と、地震に耐えやすい 剛性率をある許容値以上

国 8 剛性率の特に

小さい階を有

する建築物の

振動性状

図 9 偏心によるねじ

り振動
変形大

Hiroo
長方形



にして均等化することが、地震エネルギーの各階

への分散吸収につながるのである。

建築物の各階で、柱・耐力壁等の配置が悪く偏

在していると、作用する水平力に加えてねじり振

動が生ずる。これは、水平力が作用するのは建築

物の重心であるのに、建築物の水平力に対する抵

抗力は柱・耐力壁等の中心（剛心）であって、この

柱・耐力壁等が偏在していると剛心が重心からず

れるために、その分ねじる力が加わるのである。

ねじり力は、水平力の他に柱・耐力壁等に加わる

から、その階の耐力を低下させ、結果的には地震

時の損傷を集中させることとなる。偏心率による

チェックは、ねじれ振動を押さえ建築物の振動性

状を適正化するためのものである（図 9参照）。

4) 大地震動に対する設計過程

大地震動に対する設計外力は、前にも述べたよ

うに弾性応答で 1.0G相当の大きなものである。

この大きな水平力に対する設計の考え方は、次の

ようなものである。

建築物に水平力が作用すると、建築物は変形す

る（図10参照）。水平力が小さいうちは変形も小さ

く、作用している水平力が取り除かれれば、建築

物はほぼ元の状態に戻る。このような範囲の変形

を弾性変形という。作用する水平力がさらに大き

くなると変形は次第に増大し、ある大きさに達し

たところで建築物の王要構造部材に弾性域を超え

る変形が生じ、その範囲は順次他の部分に拡大し

て行く。そして、建築物全体の変形でみると、も

はや水平力を取り去っても元の状態に戻らなくな

る。このように建築物に永久変形を生じるような

範囲の変形を塑性変形という。建築物の変形状態

が塑性変形の状態に入ると、その剛性は弾性変形

時に比べて急激に低下するが、構造計画がきちん

となされている建築物については、これが直ちに

建築物の崩壊に続くわけではなくて、水平外力に

対する抵抗力である耐力は除々に上昇する。この

弾性変形を超えた領域で、の外力と変形の関係は、

大筋としては、建築物の構造・材料等により決ま

る建築物固有のものである（ただし、詳しくみれ

ば作用外力の作用の過程等により多少は影響を受
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けるが）。建築物のこのような性質をじん性といっ

ている。このじん性の良さで、地震力に対しても

抵抗することができるのである。このことに着目

して、関東大地震級の地震に対しても、建築物の

じん性の良さで耐え、崩壊を免れようというので

ある。設計用地震力の項で紹介した地震動と建築

物の応答を地震エネルギーの吸収としてとらえる

という考え方によれば、同一レベルの強さの地震

力に対して、建築物で吸収される地震エネルギー

の量はおおむね同量であるということが知られて

いる。図11で、耐力は高いが塑性変形量の小さい

建築物Aと、耐力は低いが塑性変形量の大きい建

築 物Bとで、地震エネルギーの吸収容量を示す斜

線部分の大きさが同じであれば、ともに同じ耐震

上の安全性を持つことになる。

保有水平耐力の計算では、まず骨組みの塑性変

形量の多少を計算し、次に建築物の最大水平耐力

として定義される保有水平耐力を求め、両者の積

が弾性応答 1Gに相当する値より大きければよし

とする。図11の例で説明すると、建築物Bで、塑

性変形量Duと保有水平耐力 Quを求め、両者の積

から得られる地震エネルギー吸収量を示す斜線部

図10 建築物の水平力と変形の関係

水
平
カ

変形

図｜｜ 保有水平耐力と塑性変形量

建築物B建築物A
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分の大きさが、建築物A （これは弾性応答 1Gと

するとした仮想の基準となるもの）の斜線部分の

大きさより大きいことを確かめるのである。

塑性変形量の多少は、骨組みを構成する柱・梁・

耐力壁等の各個材の塑性変形能力の大小、鉄骨造

鉄筋コンクリート造等の骨組みの構造種別、柱梁

構造、壁式構造等の構造形式等により異なる。たと

えば、同一の構造形式および構造種別の場合には、

塑性変形能力に富む部材で構成される骨組みの塑

性変形量は大きい。

規定では、塑性変形量の多少は構造特性係数Ds 

で与えられる。 Ds値は、必要保有水平耐力（弾性

応答 1Gに相当する所要の保有水平耐力）を塑性

変形量の多少に応じて低減する値で、塑性変形量

が多いほどDs値はノトさな値となる。 Ds値は、各構

造種別ごとに定められていて、鉄骨造の場合には

0.25以上の値、鉄筋コンクリート造の場合には0.3

以上の値である。

保有水平耐力は、骨組みを構成する柱・梁・耐

力壁・筋かい等の部材の耐力から、仮想仕事の原

理を用いた方法、節点ふり分け法等により求めら

れるが、それらの内容の紹介は専門書にゆずるこ

ととする。

粘り等の計算は、複雑で難しい保有水平耐力の

表 2 鉄骨造建築物

1. 筋かい部分の水平力分担率（β）に応じ、 筋かいを有する

階の応力を次の割合で割増して許容応力度設計する

β三五5/7 のとき 1 +0.7β 

β＞5/7 のとき 1.5 

2目 筋かいの端部および接合部が、筋かい降伏軸力に対し破断

しないこと

3. 柱・梁仕口部は、柱または梁が必要に応じた塑性変形を生

ずるまで破断しないこと

4. 曲げを受ける柱および梁材の断面の板要素の幅厚比は所要

｛直をj筒たすこと

5. 梁の横補剛について等

表3 鉄筋コンクリート造建築物

1. 各階の耐力壁および柱の断面積が次式を満足すること

2: 25Aw十三 7Ac主主0.75Z・W・A1

2. 各階の耐力壁および柱の断面積が次式を満足すること

ヱ18Aw + 2: 18Ac主主 Z・W・A1

3. 柱および梁にせん断破壊が生じないことを確かめること
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計算をするかわりに、略算的に最大耐力を求めた

り充分な粘りを付与することで、計算の手間を少

なくしようとするものである。略算的な手法であ

るので、保有水平耐力の計算の場合よりも安全側

の結果が得られるように意図されている。

鉄骨造建築物の場合は、表 2に掲げる計算が規

定されている。表中 lの筋かいを含む階の応力の

割増しは、筋かい構造の骨組みの荷重変形関係は

柱梁構造のものに比べて、降伏以後荷重が増大す

ることがなく、地震エネルギー吸収能力も劣るの

で、多少耐力を高めてやっておいて、柱梁構造の

ものと同程度の耐震性が得られるようにという考

えに基づくものである。また、 2の筋かい端部の

接合部の破断に対する検討、 3の柱梁仕口部の全

強接合等の設計条件、 4の柱および梁材の断面板

要素の幅厚比の検討等は、部材が充分な塑性変形

をしうるようにするための条件である。これら 2

以後の条件は、保有水平耐力計算の際に、 Ds値と

して0.25をとることのできる建築物に課せられる

条件と同じもので、最も厳しい条件のものである。

鉄筋コンクリート造建築物の場合は、表 3に示

す 3条件のうちいずれか一つを満足すればいい。

1は、耐力壁の多い比較的耐力の高い建築物を対

象に考えたもので、式の左辺は建築物の最大耐力

を耐力壁と柱の断面積の関数で略算的に表し、式

の右辺は建築物に必要な耐力（弾性応答で0.75 G 

の水平耐力）を示すものである。 0.75は、耐力壁

等にせん断補強をして粘りを持たせることと、つ

りあいのいい建築物であるということから低減し

てもいい耐力の低減率の目安を示したものである。

3は、耐力壁の少ない純ラーメン構造の建築物を

主として対象としたもので、柱や梁がもろい破壊

であるせん断破壊を生ぜず、粘りのある曲げ破壊

を生ずるようにしてある。 2は、 1と 3の中間を

いくものである。

な 古 * 
新しい耐震基準の考え方について主として説明

した。諸兄の新規定御理解の一助となれば幸いで

ある。

（ふくだ としぶみ／建設省建築研究所）
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火災の概況と避難の経緯

9月25日（金）昼休みも終わりの 1時、その少し

前であった。 1階にある防災センター北隣の A物

産の S氏が事務室で仕事中、ふと東側の窓そばに

ある空調の吹出口からビニールの焦げるようなに

おいがして、心なしか薄い煙が流れ出ているよう

に思われた。常日頃こんなにおいが流れてくるこ

となどなかったので、なんとなく異様に思い、確

かめるために席を立ち廊下に出てみた。すると、

廊下天井に一面に薄い煙が漂っているのが目に映

った。明らかになにがしか異常と思い、すぐ防災

センターにその旨を知らせた。 T書店からも店内

に煙が出ているとの報知が、少し遅れて入ってき

た。防災センターに勤務していた Yは、直ちにそ

の旨を B3の控室にいたセンタ一保安課長に知ら

せ、センター要員は手分けして地下室、ことに空

調機の点検と屋上の空気とり入れ口を調べに走っ

た。その結果、地下室と 1階部分に煙が漂ってい

ることがわかり、ことに 1階の階手交わきのガラリ

と天井の空調吹出口からの煙の吹き出しが強かっ

た。そこで、まず空調機の停止を行い、それにあ

わせてセンター要員が協力してガラリを外し、セ

ンターから持ってきた消火器をダクト内に放射し、

続いて 1階北側の屋内消火栓を聞き、ホースを延

長しダクト内に注水を行った。その結果、煙が治

まったように思われたので、ダクト内のゴミの清

掃を行い、館内に向けては、 1階換気口でボヤが

起きたが大事なく消火した旨を全館に放送したの

であった。

しかしこの後、 1階ガラリの消火を終えた A設

備会社の Yが地下 3階の持ち場に戻ったところ、

すでにそこは煙が充満に近い状態になっており、

急いで 1階ガラリイ寸近の同f奈にその旨を知らせ、

3階に突入し、空調機の点検口を開けてみた。す

ると空調機内部の奥の下側にバレーボール大の火

の塊を発見した。すぐ消火器を持ってきて放射し

たが効果がなかったので、屋内消火栓のホースを

延長して放水消火に努めた。他方、防災センター
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では13時20分ごろ自火報が作動し、地下 3階空調

機室の火災表示を確認した。そこで、全体の状況

を判断したT課長は119番に火災の発生を通報し、

また、全館向けの放送を通じて、 13時22分ごろ、

ボヤの発生と消火に努めていること、万一に備え

て全館で避難準備態勢をとるように指示をした。

この後、消防隊の到着の後、指示に従って全館

の避難を指令した。放送は次のごとくであった。

「地下 3階において火災が発生しました。日比谷

公園に避難してください」o また、その後重ねて

全館避難の放送を行った。その内容は「火災が発

生しました。全館避難してください。なお、エレ

ベーターは使用しないでください。避難者は日比

谷公園側に避難してください。なお、防火管理者

は避難状況を防災センターへお知らせください」。

すでに午後の就業時間でもあったので、館内に

は、各テナントに勤務している 3,600人を合わせ

ておよそ 4,500ないし5,000に達する人々がいたも

のと推定される。これらの人一一ーそのある者は実

際に煙の漂っていたのを見、他のある者は 1階階

段わきでの消火活動を見た。しかし、 2階から上

のテナントたちの大部分はほとんどなんらの異常

をも感じてはいなかった。しかし、センターから

の避難放送に従って、人々は続々と避難を開始し

た。火災そのものがダクト内部だけのボヤであり、

煙も地下と 1階だけにとどまり、避難の指示も適

時かっ的確になされたために、避難は混乱なく行

われた。しかし、なにぷんにも地下 4階・地上 9

階、在館者が外来者を含めて4,500人～5,000人、

しかも地下 1階と l階部分は数多くの商店が店を

連ねる、いわゆる地下街形式であり、地下鉄との

連絡口もある。まさに典型的な都市の巨大ビルで

の大規模避難であった。

東京都火災予防審議会の人命安全部会では、早

速この事例に取り組み、在館者のおよそ 3分の l

に当たる従業員に協力を求めて、異常の覚知、火

災の確認、避難の状況についてできるだけ詳しい

アンケート調査を試みた。この火災予防審議会の

調査レポートでの分析を元にして、巨大ビルでの

避難についての問題点やそこからの教訓、また、
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貴重な示唆をくみ上げてみたいと思う。

2 異常と火災の覚知

すでに午後の就業時間に入っていたこともあっ

て、在館のテナントの従業員の88.5%はそれぞれ

の事務室内におり、 84%は仕事に取り組んでいた。

そんな時のダクト火災であり 地下と 1階での煙

であり、 1階での消火作業であった。

さて、どのくらいの人がなにがしかの異常を感

じたのであろうか。 「あなたが火災であることを

はっきり知る前に、なにか異常なことがありまし

たか」と尋ねてみた。その結果は、図 1のごとく

である。

他方、比較のために、火災の覚知についての設

問の結果を並記してみた。これは「火災であるこ

とをはっきり安日ったのはなにによるものでしたか」

という問いへの答えである（図 2）。

なにがしかの異常ということになると、 57.8%

もの人が「なにかおかしい」とか「いつもと違う」

とか、 「おや、なんだろう」と感じているのであ

る。それでいて、はっきり「火災」だと認知したの

は大部分が非常放送によってなのである。異常覚

知の「煙」14.9%と、火災覚知における「煙」13.7%

とはほぼ見合うものといっていいが、ただ「変な

においがした」という 16.0%は、そのままは火災

覚知につながっていない。近い火災の例としては

図 l 異常の覚知

周囲の人が騒
いでいた

異様なにおい
カずしfこ

てい

なにも感じな
力、っ 7こ

その他

図 2 火災の覚知

人から開いて

煙を見て

非常放送を聞
いて

その官也

16.0 

14. 9 

26. 9( 9o) 

22.1( %) 

39. 5 

60 .6 



ホテル・ニュージャパンで 人々の騒ぐ音やパタ

ンパタンという音で目を覚ましていながら「けん

か」と思ってそのままにした人の話があった。ま

た、ラスベガスのMG Mグランドホテル火災の折

にも、日本人旅行者夫妻の話として、明け方に外

の廊下で騒がしい物音や人声がするので目を覚ま

したが、早立ちの人々だと思って聞き過ごしたと

いう記録もある。人間の火災覚知は、実際に火災

を見るとか、熱煙に接するとか、猛煙に襲われる

といったことでもなければ なかなかダイレクト

に火災と認知するまでに至らない。一方において

「よもやこの日この時に、この建物で火災に遭う」

などとは思いもかけないし 過去の経験を持ち合

わせているわけでもない。

そこで、第 1テーゼ「異常の覚知はすぐには火

災判断につながらない」がでてくる。

そして、こうした状況は、所在していた階によ

ってはっきりと裏付けられる（表 1）。

まず、地下室のグループでは、においや煙を合

わせると65%もが認知して、どうも異常だという

ことになっているが、それでいて「火災」と判断

したものは「煙を見て」という 29%にしかすぎず、

あと約70%弱の人は人から聞いたり放送によって

「火事」だと認知しているのである。東京駅の地

下街でダクト火災があり、同じように地下商店街

に煙が流れ、ある食堂のボーイの言によると、そ

の濃さはのどを刺激するほどのものであったとい

う状況になっても「火災、避難」という指示や放

送がないと、人々はそのまま食事を続けていたと

いう証言があった。

さらに、 2～ 4階のグループでは、 34.6%もの

人が「人の騒ぎ」を異様に感じている。これは、

1階で排気口のガラリを外しての消火栓での放水

活動があったり、相当の煙が流れていた事実から

表 l 異常・火災の階別介析

異常の覚知（階別） 火災の覚知（階別）

人の騒ぎ におい 煙 感じない 人から 煙 放 送

地下室 26.0% 37.0 28.0 6.0 36.5 29.0 31. 5 

1 階 22.8 28. 7 32.3 14.7 24.3 37 .5 35.3 

2 4階 34.6 11.8 8.0 44 .6 24 .6 5 .5 66 .4 

5-9階 24.0 4.1 7.4 60. 7 12. 7 !2 .9 79.9 
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して当然考えられることであるが、この騒ぎはほ

とんど「火災」認知にはつながっていない。人々

の大部分は、非常放送あるいは人から伝え聞いて

「火災」だと知ったのである。

巨大ビルにおける火災認知がいかに的確な放送

によることが大きいかが、これらの資料からわか

る。そこで第 2のテーゼがでてくる。それは「放

送が的確になされるかどうかが避難を決定的に左

右する」ということである。

3 火災覚知後の行動

火災であることを知って、人々はそれぞれなに

をしたであろうか。最初に ビル全体としての人

人の行動を採り上げてみよう（図 3）。

この結果もまたすこぶる興味深い。すなわち、

火災の確認は60.6%もが「非常放送」によってい

ることはすでに述べた。この非常放送は、第 1回

目の「 1階の排気口のボヤは消火しました」を別

にすれば、第 2回目が「地下空調室火災発生、避

難準備」、第 3回目が「地下 3階で火災発生、日比

谷公園へ避難してください」となっているので、

どの放送から聞いたか、また、火災の確認を第 2

回目の放送でしたのか第 3回目でしたのか、によ

って行動の仕方、ことに「直ちに避難するか」「し

ばらく様子をみるか」が変わってくるであろう。

このあたりを分析してみるために、階ごとの反応

を調べてみる（図 4）。

煙ゃにおいで異常を覚知し、また、火災を直接

に煙で知った者が多い地下グループが、すぐ避難

した者が最も多いのはわかる。しかし、同じく煙

ゃにおいで覚知した者が多かった 1階で「様子を

みた者」が最も多く、逆に避難した者が少ないの

はなぜであろう。これは恐らく、 1階が平面移動

によってすぐ外に脱出できるという安心感がそう

させたのではあるまいか。

しかし、階別の分析をとおして、階ごとに多少

の差はあれ「様子をみた」という者がおよそ半数

ないしやや過半数いたというのはどう考えたらいい

であろうか。火災一一一そして煙がその干呈度だった
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様子をみて、なかなか避難にふみ切らない」とい

う第 3のテーゼをここに読み取ることができょう
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からということなのか、火災の覚知が第 2回目

すなわち「避難準備」指示から始まったからそれ

に忠実であったというべきであろうか。 （なお、異常の覚知を柱にして、火災時の反応を

「煙が漂ってい調べてみても差は見い出せない。そこで、次になにで火災を確認したかで分けて

みる（図 5）。 fこ」→避難24.7%、様子をみた50.6%。「何も感じ

なかった」→避難24.6%、様子をみた53.1%）。

次に、火災時の反応、の動機を尋ねてみた。「火災

この結果からみるかぎり「人から聞いた」「放送」

「煙を見て」という三つの確認の仕方は、火災に

対する行動になんらの違いをもたらしていないの を知ってとった行動の動機はなんですか」に対す

る答えは次のごとくであった。である。驚くべきことは、煙を直接認知してそれ

自主的31.1%、上司・防火管理者等の指示22.8によって火災を確認している者ですら、すぐ避難

%、周囲の人の動きを見て32.2%、煙を見たのでなとはいかずに差し当たり様子をみるのである。

これを階別にみると

なお、 「自主的」という者は、地下室から上層

に向かつて順次27.5%、28.7%、36.3%、30.0%

その他7.0%となる。

図 6のごとくである。

6.9%、るほど確かに、今回の火災はダクト火災であり、

しかもボヤでとどまっている。しかし、それは結

果であって、一般の人たちにとって、自分の当面

している煙がゅうゅうと様子をみていい程度のも

のなのか、状況激変に至るものなのかをその場で

判断できるのであろうか。

火災の確認方法と避難
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となる。

大変おもしろいのは「煙を見て」というダイレ

クトなものや、 「f旨示」という、これまたある意

味でダイレクトなものが上階にいくほど減って、

その逆に「人の動き」といったあやふやなものが

上階にいくほどストレートに増加しているという

ことである。はっきりした しかも共通のコンセ

ンサスの核になるようなものが存在しないとき、

所在している「多くの人々」の行動が人々の基準

となることが、この結果から読み取れるのではな

かろうか。

そこで、第 4のテーゼは「直接的で具体的なサ

インがない場合、人は周囲の人々の動きを基準に

する」となる。

4 避難

1 ) 誘導

まず避難に際して誘導者がいたか否かをみると

「いた」という者が34.4%、「いない」者が57.5%

であった。すでに火災を知った後の行動について

その動機を聞いてみると、上司・防火管理者の指

示によるという者が23.0%いたわけであるから、

避難に際しでも、これらの上司・防火管理者等の

指示があったとみてよかろう。また、別の設問で、火

災の起こった際の役割分担ありと答えた者が15.0%

（ない者が79.2%）あり、その中で避難誘導班だ

という者が35.5%あったことからみても、避難に

際しての「誘導があった」という者34.4%は、大

体それらに見合う数字といえよう。しかし、昼の

最も都合のいい時間 ボヤ程度にとまった火災で

あってみれば、むしろ絶好の火災避難訓練とみて

もいいわけであり、それだけに約60%もの人々が

まったく誘導なしに避難しているというのは、や

や寂しいのではあるまいか。

2) 避難路の変更

実際、最初に選んだ避難階段を変更した者が9.6

%、その理由は72.1%がその階段に煙があったか

らと答えていることからみて、事態がもう少し険

悪であったなら、「誘導なし」がおよそ60%に達す
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表 2 煙の状況（見たもの76.8%の内訳）

非常に濃い煙 9.7% 

j農い 煙 21.8 

白 し】 煙 52. 2 

薄い煙が若干 14. 7 

そ の 他 1. 6 

るようなことではいかがであろうか。

3) 煙の状況

また、避難している聞に煙を見たかという聞い

に対しては76.8%がり＼イ」と答えていて、しか

もその煙の状況は表 2のごとくである。

この数字を、異常の覚知のときの煙14.9%、火

災確認の煙13.7%と比較してみると、自分のいる

所では平穏無事であっても、さて避難するという

道筋は煙でふさがれているという際立った違いが

はっきりと表れている。我々は、現在の状態で判

断や行動をなし、体感されない、しかもばく然と

した状況に対して子測に基づいて行動することは

難しい。それだけに適切な誘導なしには場合によ

れば「ワナ」にはまりこんでしまう。重ねて言う

ように、階段を変更した 9.6%、あるいは濃い煙

を避難中に見た24.2% (76 .8%×31. 5%）の人は、

「誘導なし」 60%の直接の結果であり、火災状況

がもう少し厳しかったなら、これらの人々は、い

わば「ワナ」におちこんだかもしれなかったので

ある。

第 5のテーゼは「人々は現在の状態で判断をし

行動する。したがって、適切な誘導がなければあ

えて危険にとび込む可能性がある」となる。

4) 避難階段

避難したルートは、サンプルの中に 1階にいた

者が13.7%あったので、この人たちは「その他」

と答えているが、それ以外の大部分74.4%は屋内

階段を使用している。また 屋外階段 3.1%と避

難しなかった0.4%を除くと、 9.3%はエレベータ

ーであった。かねてから火災の時はエレベーター

を使わぬようにということは徹底しているはずで

あるが、やはりボタンを押してエレベーターが動

いているかぎり使われる。

第 6のテーゼは「エレベーターは動いているか

ぎり使う者がでてくる」となる。
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次に避難に使われた階段は図 7のごとくである

（屋内階段を選んだ74.4%の内訳）。

最初にひどく煙を吹き出しており、警備員たち

がガラリを外し、消火器で放射したり屋内消火栓

からホースを延長して放水したのがC階段わきの

排気口であり、したがって、 C階段は本来最も危

険な階段であったはずである。そして、アンケー

トで煙に遭遇した場所をチェックしてみると、廊

下が 633人、階段が 257人、その他が30人であっ

て、廊下では当然のことに 1階がほとんど全部の

623人、階段では A階段が89人、これに次いでC階

段56人、 D階段45人、 B階段36人、以下 Fl8人、

E 8人、 G5人、 H6人となっている。的確な誘

導という見地からいえばA、B、C、Dの四つの階段

で煙を見ている 226人は少なくても誘導ミスとい

うことになろう。ちなみに A、B、C、Dを利用し

た者は 423人であって、このうち 226人が煙に遭

遇しているので、その率は53.4%にも達する。他

面、それ以外の階段を使用した者は合計 352人、

うち煙に遭遇している者は31人、比率にして実に

8.8%にすぎないのである（表 3）。

5) 避難路選択理由

それでは、その階段を選んだ理由はなんであろ

うか。その結果は図 8のごとくである。

表 3 階段と煙に遭遇した比率

その階段を使用したもの 煙に遭遇した率

A 21.5% 

B 5. 7 81.8 % 
53.4 

c 16. 9 42. 7 

D 10.5 55.6 

E 11.2 

F 14. 7 15.8 0ノ／0 
8.8 

G 16.0 4.0 

H 3. 5 。

図7 避難した階段と
避難者の比率
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およそ70%が、すぐ近くであるか、いつも使っ

ているか、の理由でその階段を選んでいることが

わかる。煙を見たわけでも火を見たわけでもなく、

もっぱら非常放送によって火災を知り、それゆえ

に避難をしている人々は、どのルートを選ぶかに

ついては、指示のないかぎり最寄りの階段を選ぶ

ことになるのは当然であろう。

第 7のテーゼは「指示ないかぎり、人々は近い

階段を選ぶ」である。

階段を選んだ理由を階別に調べてみよう（表 4）。

この結果は非常に示唆にとんでいる。なぜなら

最も煙が充満したのは地下室グループであり、 2～

4階や 5～ 9階では、異常覚知の時も（8.0%と7.4

%）、火災確認の理由（5.5%と2.9%）にでも、煙

を挙げた者はほとんどいないのである。それなの

に、避難階段を選ぶ理由として挙げられたものは

大体同じであって、たとえば、「：煙がないから」を

選んだ者の率にも差が認められないのである。煙

がないことを確かめることもよくしないのか、廊

下天井に煙がはうためにどの階段が安全かを判断

できかねるのか、どの階段を選ぶかを厳しく決め

るように迫るだけの状況がなかったか、いろいろ

理由は考えられるであろうが、いずれにせよ、煙

の相当立ちこめた地下グループでも、最寄りの階

段とよく使っている階段を合わせて75.4%にも達

しているというのは考えさせられるところである。

第 8のテーゼは「煙のある階でも安全な煙のな

い階段を選ぶことは難しい」となる。

図8 階段を選んだ理由

一番近し、

いつも使って
いる

皆がいったか
ら

上司等の指示

60.0(%) 

煙がない 11.5 

表4 選んだ理由の階別

近 いl使っている！皆が行く｜煙がない

地下室 I68.0 % I 7 .4 5.1 I 13. 7 

2-4階 I54 . 5 I 8 . 3 I 9 . 8 I 10 . 9 

5 9階 I60 . 3 I 6 . 4 I 10 . 6 I 10 . 3 

注） l階は階段を使っていないので省いた



6) 不安

避難している時の不安を聞いてみると、大変不

安が 3.5%、少し不安が49.4%、普段と変わらぬ

が44.6%であった。これを火災と知った時の不安

と比べてみると、こちらの方は、大変不安6.6%、

少し不安36.1%、大したことないと思った57.3%

となる。全般的にみて、当初火災を知った時の不

安に比べて不安をもっ者が多くなっているといっ

ていい。これは初めに煙を見た者が14.9%と少な

いのに、避難中に煙を見た者が76.8%であること

をそのまま反映しているといっていい。ただしお

もしろいのは、大変不安というものは当初の6.6%

から3.5%となって減少していることである。「火

災」を放送や人づてに聞いた段階では、場合によ

っては強い不安を感ずる人があるだろう。それが

実態としての煙に接してみて、かえって「この程

度か」と落ち着くところに落ち着いたということ

であろうか。

第 9のテーゼは「当初は不安は少なくても避難

している間に不安は増加してくる」である。

5 放送について

非常放送が火災の認知に大きな役割を果たした

こと、それも 2階以上の在館者にとっては決定的

といってもいい働きをもったことについては、す

でに述べた。そこで、もう少し放送について分析

してみよう。最初のボヤ消火の放送からいうと全

部で 4回の放送がなされているが、 4固とも聞い

た者は 7.4%、反対にまったく聞かなかったとい

う者が10.9%もあった。

聞いた人に、それははっきり聞こえたかと問う

てみると、はっきり聞こえた者60.7%であったが、

大きすぎて聞きとりにくいという者 8.7%、反対

に小さくて聞きとりにくい者 6.6%、そして周囲

の音がうるさくて聞きとりにくいという者が19.4

%もあった。階別にみると 地下グループでこの

「周囲がうるさい」というものが25.5%、 1階で

22.0%と多く、 2階以上では12.5%、14.9%とな

っている。煙が立ちこめ、火元に近く危険であり、
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それだけ指示放送が最も必要な所で一番聞きとり

にくいというのは皮肉なことであるが、恐らく事

実であろう。改めて放送と情報の提供の仕方につ

いて考えさせられるところである。

第10のテーゼ「最も放送が必要とされる混乱し

た階が最も放送を聞きにくい」ということである。

次に、放送内容については、非常に適切が15.9

%、この程度の内容で充分が45.3%、これに対し

て、わかりにくかったが34.1%、かえって混乱し

たという者が 4.6%であった（いずれも聞いた者

を 100%とする）。

第三に、聞いた人たちにその内容をできるだけ

正確に思い出してもらって自由に記述してもらっ

た。それを分析してみると、第 3回目の放送（地下
① ②③  

3階において火災が発生しました。日比谷公園へ

避轟してください）について聞いた 156人につい

てみると、まず四つの要因全部を書いた者は12人、

①②④を覚えていた者37人、①と②だけの者14人、

③と④または④だけの者43人となる。火災の発生

場所を聞き漏らした者は59人、避難先を聞き漏ら

した者が90人、火災の場所も火災発生も聞かなか

った者が43人ということになる。それでいて、 156

人中 117人と75%の人は「はっきり聞こえた」と

言い、内容についても同じく 116人が非常に適切

またはこの程度で充分としているのである。

第11のテーゼ「単純な放送でも、それを完全に

聞くということは非常に難しい」。したがって、よ

り簡潔で、しかも繰り返すことが必要であろう。

（あべ きたお／東京外国語大学教授）

附調査対象と日時

56年10月12日に在館者 3,603人中 1,479人にアンケート

用紙配布、回収 1,3170 不備等を整理してコンビュータに

入力したデータは 1,042であった。年齢は20代までが40.6

%、 30代26.5%、40代19.2%、50代9.8%、60代以上 4.0

%。このビルでの勤務年数は 6か月未満 7.4%、1年未満

10.1%、l～ 3年未満26.0%、3～ 5年11.9%、5年以上

44.6%と比較的長い人が多い。建物の熟知度は、どの階に

なにがあるかなどの一般的建物状況を犬体知っている者35.0

%、知っている 7.9%、知らない25.3%、ほとんど知らな

い30.5%であった。なお、 Iビルは複合用途、耐火地上9

階地下4階、建物面積 6,445 m＇、延面積 77,73lm＇。テナン

ト数 110、うち 1階とBlの商店数45。B1で地下鉄と連

絡している。
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はじめに

都市の発展につれて土地の効率的利用のため高

層耐火建築物が急速に増加している。ちなみに、

全国の耐火建築物の着工床面積をみると、昭和40

年には3,326万m＇で、あったのが、昭和 55年には6,773

万m＇と 2倍強になっている。これら耐火建築物は、

一般に気密性が高い利点がある反面、換気率が低

いので、室内空気の浄化や温度調節が困難となる

ために空調設備は必需品となっている。

我が国における空調・排気ダクトの普及は、ほ

とんどが昭和30年以降であり 比較的歴史が浅い

ため、ダクト火災の性状の解明や消防活動要領の

確立が遅れ、防火対策上問題となっている。その

理由は、ダクトの布設構造が複雑で、かつ建物の

隠ぺい部分等に存在する場合が多いためと考えら

れる。

図！

ダクト火災の推移

30 

nu 

n
J
M
 

火
災
件
数

_.,,., 
”，I業用ダクト＼

人 ＼
／ ＼空調ダクト

』＿＿＿＿/ ¥lr-__ .... 
10 

。
52年 53年 54年 55年 56年

28 

ト火袋
と安全対策

高橋太

このため東京消防庁では プロジェクトチーム

を編成して、管内で発生したダクト火災の実態を

調査し、じんあいの分布状況およびその燃焼性、

ダクトの清掃管理 ダクト火災における避難者の

アンケート調査およびその分析、自衛消防活動要

領等を検討して報告したで

この報告書を基にダクト火災について考えてみ

fこし） 0

※（ダクト火災調査報告書 昭和57年 3月東京消防庁）

2 ダクト火災の実態

東京におけるダクト火災は毎年約50件発生して

いる。これを空調ダクト、ちゅう房ダクト、工業

用ダクトに分類して図 1に示す。ちゅう房ダクト

の件数が増加しているのが日につく。これを用途

別にみると、工業用ダクト火災は工場・作業場に

多く、ちゅう房ダクト火災は飲食店の調理場のガ

スレンジ等の不仕末による場合が圧倒的に多い。

空調ダクトの火災はダクト周辺の工事中にアセチ

レン溶接器の火花が飛散したためのものが多くみ

らオlる。

3 ダクト内じんあいの

集塊分布状況と組成分析

ダクト火災は、ダクト内にたい積した可燃性じ

んあいの燃焼性に左右されることが予想される。



ダクト内じんあいの集塊分布に関する統計的デ

ータは非常に乏しい。以下に一例として複合ビル

（耐火地上10階地下 4階）における空調ダクト内

のじんあいの分布を示す（表 1）。

この表より可燃性じんあいは種々あるが、炭素

質粉じん（カーボン）の多いのが目につく（写真 1

参照）。これは自動車の排気ガスと車両タイヤの摩

耗くずによるものと思われ、近年増加の傾向にある。

炭素粉はいったん火が着くと消火しにくく、今

後その対策を要求されると思われる。それにはカ

ーボンの発生源を抑えればいいのであるが、それ

らはあまりにも膨大であり現実的でないであろう。

したがって、フィルターによる効果的な除去法の

開発が求められる。この場合顕微鏡写真等の結

果より、 10ミクロンぐらいまでの粒子を除去でき、

不燃化されたフィルターが望まれる。

カーボンのほかでは、吸込口内に集塊していた

紙ぼこり・繊維質物質が目につく。

次に、表 1以外のビルも含めたじんあい成分の

顕微鏡による分析結果を示し、簡単な燃焼性も示

す（表 2）。

この表より、綿くず・レーヨン・カーボン等が

多く、少量成分では人毛が目につく。燃焼性の比

較では、人毛の存在量と燃焼性が比例するのが注

目される。人毛が含まれると予想外に焼えやすい

ようである。

写真｜
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以上の結果を基に じんあい成分のより詳細な

同定をするため、赤外線分光分析（ I R）・発光分

光分析・走査型電子顕微鏡写真を撮影し検討した

表 l 複合ビルにおけるダクト内じんあい介布

日本ウイントン鮒資料より

粉じん採取箇所 結 果 お よ び 観 察

直径500ミクロンまでの炭素質粉じんの重度たい積

外気取入口 直径100ミクロンまでの結晶状粉じんの軽度たい積

（フィルター前） 直径250ミクロンまでのさび状粉じんの中度たい積

酸化鉄の極少たい積

直径100ミクロンまでの炭素質粉じんの軽度たい積

直径8Jミクロンまでの結晶状粉じんの軽度たい積

外気取入グリル 直径80ミクロンまでのプラスチック（おそらくペンキと思

われる）の極少たい積

酸化欽の極少たい積

直径250ミクロンまでの炭素質粉じんの重度たい積

7階吸込口
直径80ミクロンまでの結晶塩の僅少たい積

紙ぼこりの中度たい積
グ ') }[, 

繊維質物質の中度たい積

直径100ミクロンまでのさび状粉じんの中度たい積

直径150ミクロンまでの炭素質粉じんの中皮たい積

直径180ミクロンまでの結品状粉じんの軽度たい積
7陪 A H U 

直径500ミクロンまでのさび状粉じんの重度たい積
ファンセクション

酸化鉄の中度たい積

繊維物質（おそらくファイパーグラス）の中度たい積

直径70ミクロンまでの炭素質粉の中度たい積

直径50ミクロンまでの結晶状粉じんの軽度たい積
7階食堂吹出口

直径50ミクロンまでのさび状粉じんの極少たい積

繊維質物質の極少たい積

直径100ミクロンまでの炭素質粉じんの中度たい積

7階 AH U 

フィルター後

直径80ミクロンまでの結晶状粉じんの軽度／中度たい積

直径200ミクロンまでのさび状粉じんの極少たい積

直径80ミクロンまでのプラスチック（おそらくペンキ）の

極少たい積）

直径80ミクロンまでの炭素質粉じんの中度たい積

直径100ミクロンまでの結品状粉じんの軽度／中度たい積
7 I；昔吹出口

直径180ミクロンまでのさび状粉じんの極少たい積

繊維質物質の極少たい積

直径150ミクロンまでの炭素質粉じんの重度たい積

7 階給気 直径80ミクロンまでの結晶状粉じんの軽度／中度たい積

ダクトユニット後 直径50ミクロンまでのさび状粉じんの軽度／中度たい積

繊維質物質（おそらくファイパーグラス）の軽度たい積

直径100ミクロンまでの炭素質粉じんの重度たい積

地下4階AHU 直径150ミクロンまでの結晶状粉じんの重度たい積

外気ダンパー 直径80ミクロンまで、の酸化鉄の極少たい積

繊維質物質の極少たい積

直径120ミクロンまでの炭素質粉じんの軽度／中度たい積

直径250ミクロンまでの結晶状粉じんの中度／重度たい積
地下 l 階

直径200ミクロンまでのさび状粉じんの極少たい積
吹出口周辺

繊維質物質の極少たい積

直径50ミクロンまでの酸化鉄の極少たい積
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表 2 ダク卜設置位置に対するじんあい成分と燃焼性

試料 対象物用途 じんあい内容（顕微鏡目視）
燃焼性

No. （採取階用途） 多含量成分 少含量成分

複合ビル（公衆浴場内 砂（微細）、綿、レーヨン、カー やや燃えに
1 人毛若干

衣類乾燥機室） ボン、一般合成繊維くず くい

複 l口>,. ビ JI,, 人毛多い 表面炎の広
2 同 上

（事務所） 木片、紙くず がり速い

複 iロ>,. ビ lレ 人毛多い
3 同 上 向上

（事務所） 木片、糸、紙くず

？菱 1仁入, ビ JI,, 人毛若干 やや燃えに
4 同 上

（飲食店、店舗、銀行） 糸、紙くず くい

複 正口九 ビ lレ 人毛多い 表面炎の広
5 同 上

（貸ホール） 木片若干 カfりi室し】

－顕微鏡の倍率は89倍

・燃焼性は、じんあい（ 2～ 3 g）を燃焼皿に取り、マッチの炎で点火して観察した

表 3 赤外介光介析によるじんあい組成介析

試料No. 用途区分（ダクト） 繊維状成分 粉末状成分

複合ビル 炭酸塩、ケイ酸化合物、セルロー
1 セルロースが主成分

地下 l階、中央通路 スの混合物

セルロ スと少量の
2 複合ビル 7階吸込口内 同 上

ポリアミド系物質疑

3 複合ビル地下 2階廊下 セルロースが主成分 同 上

4 複合ビル 8階廊下 同 上 同 上

5 地下街通路吸込口内 同 上 同 上

6 百貨店池下 3階売場 同 上 同 上

7 百貨店 7階売場 同 上 粉末状物質の付着は微量である。

複合ビル
セルロース、ケイ酸化合物、少量

8 同 上 の炭酸塩の混合物、なお少量のポ
32階レストラン吸込口内

リアミド系物質を含む。

セルロースと少量の セルロース、ポリアミド系物質、
9 複合ビル25階事務所

ポリアミド系物質液 炭酸塩、ケイ酸化合物

複合ビル セルロース、炭酸塩、ケイ酸化合
10 セルロースが主成分

22階会議室、吸込口 物

※羊毛またはナイロンと考えられる

図2 試料No.2のIRスペク卜ル

1.0-LVー画ーーー

90 
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備考

顕微鏡

写真

（表 3、図 2、写真 2）。

図 2の IRスペクトル

より、繊維状成分は大部

分セルロース系であるこ

とがわかる。これは衣類

に起因するものであろう。

ま た 、 ポ リ ア ミ ド 混 合 物

は、走査型電子顕微鏡写

真（写真 2）から判断する

と、羊毛に起因するもの

と，思われる。表 3の 粉 末

状成分は、発光分光分析

の 結 果 よ り ケ イ 素 ・ ア ル

ミ ニ ウ ム ・ カ ル シ ウ ム ・

鉄などが主な元素である。

したがって、成分として

は 砂 ・ ガ ラ ス 類 と 考 え ら

れる。

以上の観測結果より、

燃 焼 性 に 影 響 を 与 え る 成

分 は 、 綿 ご み （ セ ル ロ ー

ス等）と思われる。

4 ダクト内じんあい

の燃焼性

前節のじんあいの燃焼

性を定量的に考察するた

め、発火温度・発熱量・

燃焼速度・煙濃度を測定

した。発火温度・発熱量

の測定結果を表4に示す。

比較のため脱脂綿（セル

ロース）も同様に測定した。

発熱量の平均値は3,952

cal/gで、脱脂綿の発熱

量（3,916cal/g）にきわ

めて近い値となった。し

かし、試料によるバラツ

キはかなり大きい。この

発熱量の平均値は紙およ

び木材（レッドオーク）等



と同程度で、ウール繊維（5,600 cal/g）・アクリル

繊維（5,900cal/g）等に比較するとかなり小さい。

発火温度は、定温法と昇温法とで 100。C程度異

なっているが、これは測定時の試料の形状などに

よる違いによるものと思われる。

燃焼速度と減光係数の測定は、ダクトモデルを

作製し、風速を1.8～ 2.0m/secに調整して行った。

点火はたばこを使用した。その結果を表 5に示す。

両方の値とも試料聞にかなりの差異が存在するが、

これは試料間の密度の違いによる影響と思われる。

また、試料の厚みを変え、 Smm以下にすると放

写真 2 （× 1000) 

図 3 空調ダクト設備の保守管理（清掃）状況

1週間
1 か 月

3か月

6 か月
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熱が蓄熱を上回り、燃焼が止まった。この限界厚

みはダクトの構造・材質・風速などにより多少変

化するであろうが、一つの目安になるだろう。

表 4 じんあいの発熱量と発火温度

試料 No. 比重
発熱量 発火温度

(cal/g) 定温法（℃） 昇温法（℃）

1 1. 24 4,071 395 266～ 280 

2 1.48 4,652 425 265～ 280 

3 1. 58 3, 785 395 255～ 270 

4 1.12 3, 709 425 280～ 285 

5 1.60 3 ,807 385 250～ 260 

6 1. 61 3 ,621 435 270 

7 1.29 2,620 435 265～ 285 

8 1. 55 4, 762 415 230～ 250 

9 1.11 4,003 395 265～ 275 

10 1. 58 4,201 395 250～ 260 

脱脂綿 1.42 3, 916 440 345 

表 5 じんあいの燃焼速度と滅光係数

平均燃焼速度
最大；成試料の 燃焼時

試料No.
単当（g位たIm重mり） 量 （単当cm位たIm長りin) さ

光係数
重量（g) 間（min) Cs(max) 

6. 75 9. 5 0. 71 1.05 0.83 

2 6.25 21.0 0.30 0.47 0.94 

3 10.0 14.3 0. 70 o. 70 0. 72 

4 6.0 17 .0 0.35 0.59 0.46 

5 10.0 11. 5 0.87 0.87 0.66 

6 9.5 12.8 0. 74 o. 78 0.54 

7 10.0 8.0 1. 25 1. 25 1. 90 

8 10.0 10.3 0.97 o. 97 1.19 

脱脂綿 10.0 7 .8 1.28 1. 28 1.17 

日！？ 用 途 （延規階面数積模） ／ 

~ .( 1 
劇場

~5；~8 
2 飲食店

~5；~8 
3 百貨店

37' 541 

4 ホテル
l!.( 3 

103 '664 

5 病
6/2 

院
26 ,422 

事務所 29/ 4 
6 

（超高層） 50 '616 

14/3 
I 複 合 イ

19~；~5 
複 合 イ8 

：；；~l 
複 合 イ9 
（超高層） 1~3;:1 
地下街10 

;3；~9 
11 飲食店

ム 10,126 」

L一一
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このことからも、ダクト内の清掃は延焼防止上必

要条件であることが明白である。

5 ダクトの清掃管理状況

前節の結果より、ダクト火災を防止するには、

ダクトの清掃が大切であることが改めて明らかに

なったが、実際のビルにおけるダクトの清掃実態

を調査した結果を下記する。

図4 ちゅう房ダクト設備の保守管理（清掃）状況

:::J~~~－ 設
n 

空調ダクトの結果を図 3に示す。空調機本体と

フィルターの清掃は比較的良く行われていること

がわかったが、還気ダクトはほとんど行われてい

ない。これは構造上清掃しにくくなっていること

がその大きな理由である。

それゆえ、適当な位置に点検口を付け、清掃が

容易な構造にすべきである。また、清掃の実施を

半数以上業者に委託している実情から、関係業者

への指導の徹底を期すべきである。

用 途 （品規模） 

康リ
4 1 

場
15, 018 

6 か月→-fllllllnl11111111111 H』 nn II In I I 2 ｜飲食店トー9 （~ 
15, 998 

ちゅう房ダクトの結果

を図 4に示す。天がいと

グリスフィルターの清掃

は比較的良く行われてい

る。しかし、防火ダンパ

ーの清掃は、未実施対象

物も含め 3か月より短い

間隔で実施しているのは

皆無であった。また、清

掃方法は拭き取り・薬品

洗浄およびへラによる油

脂類の除去等である。こ

れとても構造的に清掃作

業の困難な場合は業者委

託に頼っているのが実情

なので、清掃の容易な箇

所に点検口を設けるなど、

図5 Sピルのダ

クト配管図
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設計時から配慮しておく

べきである。

6 ダクト火災における自衛消防活動

自衛消防活動を行うには、前もってダクトの全

体像を把握しておく必要がある。それにはダクト

設備図などにより、系統ごとにその布設状況、防

火ダンパーおよび点検口などの位置を確認してお

くことが大切である。そのためには、防火センター

などに色別のダクト系統図ならびにダクト設備し

ゅん工図面を備えておくことが望まれる。

出火後は、延焼部位の正確な把握に努めなけれ

ばならない。延焼部位が判明したら、その前後の

ダンパーを閉鎖し、ただちに空調機の運転を停止

し、煙・炎の拡散を最小限に食い止めなければな



らない。

消火活動は、点検口から粉末消火器および屋内

消火栓設備などを活用して行う。屋内消火栓によ

る注水は努めて噴霧注水とし、ノズ、ル先端をダク

ト内に入れて行う。その際、注水は必要最小限度と

し、排水口などにおける水損を防止するよう配慮、

する。消火器による場合は ダクトの点検口など

から火点方向へ 2～ 3本を一斉に放射する。

避難誘導の要点は、いかに煙の害を少なくする

かである。特に高層ビルの場合は、避難路に煙が

入り込まないよう全力を尽くすことが大切である。

それには、在館者に対して適切な避難方法・避難

路の情報を与えなければならない。このため、火

災時の非常放送の巧拙が、結果に重要な影響を与

える。事実、 Iビルのダクト火災における避難

(4,500人が避難した）時の挙動をみても明らかで

ある。

7 事例研究

Iビルの事例は他報文に譲り（P. 21）、最近発生

したダクト火災を紹介する。

これは東京の Sビル（地上 9階地下 2階、延面

積 8,952 m＇）の地下 2階の空調機から出火し、 9

階の吹出口より火の粉が出て真下の椅子を焼損し

た火災である。この火災は、地下 2階の機械室の

空調機を部分改修するため、溶断器を使用中に、

その火の粉がダクトの内張りの断熱材に燃え移り

火災になったものと考えられる。

初期消火は、同所にいた作業員 6人が協力し、

粉末消火器 7本および地下 1・2階、地上 1階の屋

内消火栓 3か所からホースを延長して、初期消火

を行い鎮圧している。

避難した人は 8階12人、 7階 I人、 6階 3人、

4階 1人、地下 1階 3人の計20人であり、非常放

送を聞いてスムーズに避難している。

このピルのダクト配管図（図 5参照）によると、

火災を起こした空調機は 4階以上の空調に使用さ

れているものであり、出火後しばらく運転を継続

したため煙が各階の給気口から漏れ出た。火の粉

は 9階の給気口より噴出し、真下の椅子を焼損し

た（写真 3）。
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写真 3

これらのことから考えても、前記したように、

ダクト火災が発生したら即刻空調運転を停止する

ことが肝要である。また、適切な非常放送を行い、

存館者の動揺を抑えて安全に避難できるようにし、

さらに、普段より積極的に消火訓練を心掛けるこ

とが大切である。

8 まとめ

前節までの結果を基にダクト火災の対策を以下

に記す。

出火防止には、空調ダクト吸込口付近での火気

を制限することが必要である。ダクト内のじんあ

い量を減らすため、フィルタ一能力を上げ、 10ミ

クロン以上のカーボンやその他のじんあいを除去

するようにし、併せてろ材の不燃化を促進せねば

ならない。

不幸にして火災になった場合は、まず換気ダク

トファンを停止する。次に燃焼範囲を確認し、そ

の部分の前後を遮断し火炎を閉じ込める。

消火は、一つの点検口だけを開放し、そこから

噴霧注水して行う。

避難する場合は、ダクトに沿って垂直方向に建

物全体の防火区画を検討し、万一に備えてダクト

から遠い方の階段を指定し誘導することが大切で

ある。

（たかはし とおる／東京消防庁調査課資料係長）
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国園圏

予備費まで使って
自動車交通に対応

司会今から20年前というと昭和37年ですが、そ

の少し前の昭和334年ごろからモータリゼーショ

ンが本格化して、このあたりから交通戦争などと

いう言葉もでてきたと思うんです。ダンプトラッ

クが問題視され、神風タクシー、カミナリ族など

という言葉も生まれました。戦後、我が国の自動

車は業務用を中心に伸びてきたのですが、このあ

たりからオーナードライパーの時代が本格化して、

昭和37年には星野芳郎先生の「マイカー」という

本も出版されました。それから高度成長時代を経

てくるま社会は大きな変化を遂げて今日に至った

わけですが、まず この20年を振り返ってそれぞ

れのお立場からのお話をいただきたいと，思います。

今竹思い出してみますと、そのころ私は警察庁

で会計課長をやっていた。交通問題が大変大きな

問題になって、昭和37年ごろ、東京と大阪の交通

渋滞を解消するために電算機システム、今の広域

34 

出席者

犬丸令門 （社）日本自動車連盟専務理事

今竹義一 （財）全日本交通安全協会副会長

桜井淑雄 （社）日本自動車工業会常務理事

塙 善多（社）日本損害保険協会副会長

生内玲子（司会）評論家／本誌編集委員

交通管制システムの最初の形ですが、そういうも

のを予備費で導入したことを思い出します。

予備費というのは、よっぽどの災害とか不測の

事態でないと組めないんですが、それを予備費で

やった。つまりそのぐらい、昭和35年から 6年、

7年という時代は、この統計にもあるように、非

常に大きく交通事故が増えてきた時代で、警察庁

に交通局ができたのもその当時だと思いますが、

大変な時代であったと思います。

この座談会は「くるま社会20年」ということで

すが、ヨーロッパでは、 2、3年前に「くるま社会

25年」といっております。多くの人は、ヨーロッ

パは戦前から「くるま社会」の国だと・・

司会 先進国だと思っていましたけれども・・・

今 竹 アメリカは、確かにそういう意味では先進

国。しかし、ヨーロッパの多くの国は、「くるま社

会」というものを、大衆が運転する大量の自動車

交通と、こういうふうに位置づけていて、そうい

う時代はたかだか25年ぐらいであるといっている

わけです。私は、それから 5年ぐらい遅れて日本

が追っかけておるんではないかと思います。です
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から、「くるま社会20年」という企画は、非常によ

く物事を見ておる。実は、感心しておる次第でご

ざいます。

交通警察官を 1万人増員したというのが、司会

あのころでしたね。

あれもそのときでした。思い出しました。

2か年計画で、交通警察官の緊急増員がありまし

今竹

たね。

今竹義一氏

大正7年7月31日生。東京大学政治学科卒。警

察庁通信総務課長、防衛庁人事局人事第一課長

を経て、昭36年警察庁長官官房会計課長、 38年

警視庁総務部長、 40年警察庁保安局長、 43年関

東管区警察局長、 46年全日本交通安全協会専務

理事、 54年同協会副会長兼任。

発展期から転換期を経た
自動車産業

的な規格、 50、125、250というような規格が決めら

れました。そういう法制的な面からの発展への準

備を進められたのであります。また、日本の自動

車メーカーは1950年代に入って技術導入が活発に

桜井 自動車の戦後の発展段階をみますと、 1960

年（昭和35年）までは、自動車産業発展の準備段階

というふうに位置づけています0 1949年 GHQによ

る乗用車の生産制限（年間 300台）が解除され、乗

用車の生産が開始された1951年に道路運送車両法

行われ、’50年代の後半には逐次国産化に成功した

ことが特筆されます。

1960年代は、自動車産業の発展期で第 2段階。

が制定されて、小型自動車の枠が750c.c.からし000 

c.cに、さらに1954年ロ1,000c.cからし500c.c、それ

から’60年代の初めに2,OOOc.cと、だんだん大きく

また、 2輪車については、国際

乗用車の生産が、日本経

用車の本格的な工場も設

立されて急激に生産が伸

び、 1967年（昭和42年）

にはアメリカに次いで世界

第 2位の生産国になったん

トラックにイtゎ

ト

ラックと乗用車と共用の

生産設備だったのが、乗

済の高度成長の波にのり

る中心車種になった。

急増し、

なってきました。
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です。乗用車の普及率は

も0年代の初めには204人

に 1台だったのが、’60年

代の末には12人に 1台に

5,000 

20 

なりました。

第 3段階が1970年代。

私共は、転換期を迎えた

35 

交通事故発生件数・死者・負傷数の推移

10 

昭和35年 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
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自動車産業と位置づけています。’70年代に入ると

第 1次オイルショックが発生し、それで内需の伸

び率が非常に悪くなった。’60年代は 2けたの成長

を遂げたのですが、’70年代の平均伸び率は2.5%

なんです。しかし、普及率は’70年代末には5.1人

に 1台になりました。

内需の低成長が第 1の転換とすると、第 2の転

換は内需志向から輸出志向になったことです。輸

出は、’70年代の初めに 100万台だったのが、’70

年代の末には 500万台になりました。平均伸び率

が15%ということで、世界ーの輸出国になりまし

た。このように、’70年代の輸出の急増は’80年代

の貿易摩擦を誘発したといわれています。

第 3の転換は、社会との関係です。自動車産業

は、国民経済の視点で高い評価を受けておったん

ですが、自動車が急増した結果、’70年代に入って

社会との関係で幾多の問題が提起された。

その第 1は、自動車の安全性の問題、第 2は公

害の問題、第 3はエネルギーの問題などです。

第 1の問題は、交通事故の増加で、自動車は走

る凶器という批判を受けたわけですが、我々は自

動車の安全機能の強化を進めると同時に、政府の

道路並びに安全施設の整備とか、交通指導とか、

これらの相乗効果によって、交通事故の死者は’70

年代末にはほぼ半減できたということです。

公害問題につきましては、排ガスのほうは、ア

メリカのマスキー法に準じた規制を技術的にクリ

アして、社会的にこたえた。騒音についても、国

際水準に達するような技術的対応をしたというこ

とが、’70年代に大変評価されました。かくして、

我が国の自動車産業は’80年代に入り国際化時代を

迎え、世界一の生産国となり、また国民経済の視

点において、一割産業として注目されるに至った

のであります。

保険制度にも変化を
及ぼした「くるま社会」

塙保険の面からみても、モータリゼーションが

36 

急速に進んだということが如実にうかがわれます。

昭和35年度の任意の自動車保険は、保険料収入

が135億円だったんですが、 55年度は 1兆1,040億

円というように、来句82f音になっています。それか

ら、白賠責保険は昭和35年度に73億円だったのが

6,436億円、約88f音になっています。

したがって、損保全体の売り上げの中での自動

車関係のウエートが この20年間に急速に増大し

ました。昭和35年度には全体の売り上げが1,042億

円だったんですが、その中で自動車関係は20%の

ウエートを占めていました。それが20年後には全

体が 3兆6,000億円で、自動車関係がその中で48%

を超える。要するに、全体の売り上げの半分が自

動車関係になってきたというふうに、非常に急速

にモータリゼーションが進んだことが、保険会社

の業績にはっきり出ています。

保険の分野では、この20年間に制度面でも考え

方が非常に変わってきたということがあるんです

ね。たとえば、昭和40年に、それまで災しか保険

金を払わなかったのを、災お払いしますというこ

とに変わりました。

47年になりますと、酔っ払い運転で事故を起こ

した場合でも、対人対物賠償については保険金を

払いましようということになった。酔っ払い運転

というのは法律違反ですから本来なら保険金を払

えないんですが、被害者を救済するという意味か

らは対人賠償を有責にすることが必要だろう、と

いうふうに変えたんですね。

49年以降は、さらに対人賠償について示談サー

ビスを保険会社がやることになりました。なるべ

く早く適正な保険金をお払いして被害者を助ける

というのが主旨ですが、これなんかも、保険の考

え方が情勢の変化に対応して非常に変わったこと

がよくわかると思います。

それから、交通安全のために、事故を減らすた

めに、警察庁その他地方公共団体にいろいろな寄

付を行ってきましたが、その内容も年々厚くなっ

ております。このように、保険料の面の変化もさ

りながら、制度の面あるいはその他の面で非常に

充実してきたといえると思います。



これから要求される
ソフトの問題

犬丸今、 NH Kの大河ドラマで「峠の群像」と

いうのをやっていますが、それは、今の時代が元

禄時代のその時期に相当する峠の頂上であって、

高度成長から安定成長、場合によったらもう少し

落ちて行く可能性があるんだよと、そういう時代

感覚をとらえたものだと思うんです。「くるま社会」

の発展の過程も同じで、この20年間で山のふもと

から頂上まで駆け上がってきたという感じがする

んです。

そして、いろんな意味において、必要なシステ

ムはこの20年間でおおむね出来上がったと思うん

ですが、ここで峠に立って後ろを振り返ってみな

ければいけないんだという時期にきているような

気がします。たとえば道路にしても、まだまだ不

充分ですが、非常なスピードで改善されてきたと

いえます。昭和35年には高速道路は 1キロもなか

ったのですが、現在 3,000キロに達していますし

その他の道路もそれに比例してよくなってきてい

る。さらに道路改善は進めていかなければいけな

いんだけれども、もう、やみくもに長さを伸ばせ

ばいいんだという時代ではなくなってきている。

っくり方、投資効率なども考えながらやっていか

なければいけない。

安全対策も成果を挙げて、事故減少も一応行き

着くところへきたという感じで、事故防止対策も

一つの変換点にきているという気がします。

自動車の安全問題にしても、欠陥車問題が出て、

リコールといった制度もできましたが、世界に冠

たる我が国の品質管理ということもありまして、

今では一般のドライパーにはほぼ関係がないとい

うところまできておる。

車の性能にしても、乗り心地などは別にして、

安全もしくは公害、耐久性、品質など世界レベル

を抜く段階にきている。また保険制度をはじめと

して、税制や車庫規制も制度的に一応定着してき

たし、また、手前ミソになりますが、 JA Fによ
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犬丸令門氏

大正14年6月2日生。東京大学機械工学科卒。

昭23年運輸省入省、 39年東京都陸連事務所長、

42年鉄道監督局保安課長、 43年自動車局整備課

長、 45年高松陸運局長、 51年自動車局整備部長、

53年日本自動車連盟常勤顧問、 54年理事、常務

理事を経て55年専務理事。

る路上故障の救援ネットワークもできてきたとい

うことで、自動車に関する限り、いろいろな問題

が20年間にすべて出つくし、それに一応の対策が

打たれて現在に至っておると。

で、今後の問題としては、ハードの問題よりは

ソフトの面において、いろんなことが提起されて

くると思います。 ドライパーのモラルの問題や、

交通教育の問題がそうですし、そういうことのー

っとして、車検制度について、もしくは運転免許

制度について、臨調等中心にして議論されている

わけですが、そんなこともソフトの一つの反省の

表れではないかと考えております。

「くるま社会」
の意味するもの

司会 「くるま社会」という言葉がいつごろから言

われだしたのかははっきりしませんが、これはど

ういう言葉、何を意味するのか。車があるから「く

るま社会」というだけでは済まされないような気

がするんですが。

桜井 やっぱり都市交通においても、また地方交

通においても、車なしには生活ができないという

ような感じですね。これは 現実もそうなんです

37 
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が、そういうニーズなり、そういう感触が非常に

強く、皆さんが社会的に受け止めたということだ

ろうという感じがするんですがね。

司会 車必要論からできた言葉・・・・・・。

今竹今は一部の人だけが車を運転できるという

時代ではなく、みんなが車を運転する時代、大衆

の時代なんです。ですから、運転免許行政でも、

車検行政でも、全部大衆に関係する行政なんです。

そういう時代を表す言葉でしょうね。もちろんそ

のほかにも大量生産の自動車工業という面もあり

ましょうし、車がなければ生活できないというこ

ともありましょうカ九

桜井 3世帯に 2台でしょう、今。

犬丸私は、車が急増したことによって、事故だ

とか、安全問題、公害問題、あるいは保険の問題

とかいろんな問題が起きてきた。企業の問題もあ

る。そういったものが 非常に変化が早く、社会

に対して社会構造を変えるほど大きな影響力を及

ぼしつつ伸びていく そういう過程を「くるま社

会」というんだと思います。これが普及してしま

って、一家に 1台ないし 2台持つのが当たり前と

いう時代になれば、そのときは、いかに車が増え

ていても「くるま社会」という言葉はなくなるだ

ろうというような気がします。

司会 うちに靴があっても靴社会といわないよう

に・・・・・・。車がまだちゃんとうまくなじみ切ってい

ない、あつれきがあるという。

犬丸私はそう思っています。ですから、 2人か

3人に 1台という時イtになって、いろんなシステ

ムが固まって、自動車のことをそう大きくワーワ一

言わない時代になってきたら、「くるま社会」とい

う言葉はなくなると思いますね。

司会騒ぎの真っ最中だということですね。

塙 私もやはり、「くるま社会」という言葉は、何

らかの抵抗なり意識を感じながら言われてきた

と思う。車がげたになれば、この言葉は使われ方

が減ってくるのではないでしょうか。

今竹 しかし、そういう意味では、いろいろな問

題がいまだんだんと解決されかかっていますね。

しかし、ぼくは「くるま社会」とか、交通社会

38 

という言葉は絶対になくならないと思う。という

のは、衣食住のほかに、もう一つ大事な個人生活

の分野は移動です。これからますます、移動の自

由を楽しむことになる。

司会確かに電話で会議ができるようになるとい

っても、こうしてお集まりいただいて、同じケー

キを食べることで話がはずむということもありま

すから、やっぱり移動ということが必要条件にな

るわけですね、永久に。

ドライノト教育が
今後の課題

桜井 ところでお伺いしたいのは、現在の交通事

故、世界的にみても日本が一番少ないんじゃない

ですか。事故はゼロが望ましいんですが、現実の

目標はどの辺に置くんでしょうかね。

今竹政府は、死者 8,000ということを、第 3次

交通安全基本計画の目標に置いているわけです。

せっかくの機会ですから申しますと、第 1次石油

ショックのときには世界中の先進諸国の交通事故

がガタンと減ったんです。石油ショックが48年か

ら50年ですね。しかし、その直後から増え始めた。

ところが、日本だけは増えなかった。増えないど

ころか、どちらかというと依然として減る傾向に

あった。これによって、日本の“安全”の地位が

非常に高くなった。

ですが、最近はご承知のように行き詰まりがあ

る。と同時に最近気がついたことは、ヨーロッパ

の国々は、 1970年の初めごろからいろいろなこと

について非常に研究が進んで、改良を加えてきて

います。

たとえば、スウェーデンでは SCAFTガイドラ

インというのをつくって、都市と道路の整備計画

について、基本的考えを打ち出して、改良に努め

ています。それから オランダではボンネルフと

いう住宅地域の改良をやっています。

子供の教育にしても、右を見て左を見てという

ような決まり文句を棒暗記させるのではなく、も

っと交通の実情に合った実際的教育をしています。



さらに、路上のパートナーとか、お互いに助け合

うとかの社会的教育も。

運転教育についても 教習所内の基礎教育のほ

かに、実際の道路で充分教えるという対策をいろ

いろやっています。日本ももう一遍そういう研究

と改善をしなければいけない気運になってきてい

ると忠、います。

司会 ドライバー教育の時代であり、一般の人す

べてが、交通についてもっと知らなければいけない。

今竹 日本の自動車は世界で一番いい自動車です

から、交通安全の問題でどこが悪いかというと、

教育の問題と道路の問題以外考えられない。今た

だちに我々が気がつくのは。

犬丸近ごろ、 50c.cクラスのミニバイクが非常に

伸びていますでしょう。私が思うには、自動車も

バイクも同じ道路を利用するわけですから、同じ

だけの法令の知識なり、自動車がどう動くかとい

うことの認識なりがなかったら、運転できないと

思うんです。こんなところにも、事故が起こる大き

な原因があるんじゃないかという気がするんです。

桜井 ミニバイクの問題については、昭和35年ご

ろに、これじゃいかん、やっぱり実技をある程度

学んでもらわなければいかんということで、今竹

さんの方の全日本交通安全協会の中に 2輪車安全

運転推進委員会をつくり、我々業界としてはメー

カーと販売店で、 2輪車安全運転普及協議会をつ

くって、ボランティア活動の指導員による実技講

習をする。これを12、3年前から手がけているんで

す。今、指導員何名でしたかね。

今 竹全国で指導員が 約1万。特別指導員が2,000

人ぐらい。ほかに準指導員が 1万3,000人。

桜井 それで、大体年間に80万から 100万人ぐら

いに講習しているわけです。警察もそういう指導

を全国的にやっていますので、今の犬丸さんのご

懸念の件には、そういうもので担保しているわけ

です。

司会強制ではないけれども、なるべく受けると

いう形で、とりあえず担保していると。

桜井ええ。

今竹 原付は免許を取る際に、ほとんどの人が受
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桜井溜雄氏

大正4年 3月31日生。中央大学法学科卒。昭17

年日本内燃機株式会社監査統制係長、 20年日本

小型自動車統制組合主事、 21年日本小型自動車

組合事務局長、 27年日本小型自動車工業会専務

理事、 42年（社）日本自動車工業会理事・事務局

長、47年同工業会常務理事・事務局長

けてくれます。

原付は犬丸さんの言ったように、非常に増えて

います。したがって事故も増えていますが、台数

に比べれば2輪車で一番多いのはもっと大きいも

のです。これは特に若い人が乗る。

これは教習所でも、教えるのが難しいんです。

路上練習ができないでしょう。

司会先生が隣に乗れないですからね。

今竹教習所でいくら教えても、場内は道路じゃ

ないですからね。子供が飛び出すこともないし、

4輪と鉢合わせすることもないし。ここいらが2

輪車の教育の泣きどころですね。

ですから、 2輪についてはどうするかというと、

結局どこの国でも 小さい原付から始めていって

だんだん大きいものにする。しかも、小さいもの

で一定の経験を積まないと あとの免許を取らせ

ないというやり方しかない。あとは、初心者にス

ピード制限するとか、夜間運転させないとか。

犬丸 250c.c以上のオートパイに乗りたいという人

は、移動手段というよりも、スポーツ性を目標に

する場合があるわけですね。

今竹若者の問題については世界中の交通安全

関係者が頭を痛めているんですが、なかなかいい

手段が見つからない。教習所でいくら教育しでも、

若い者はその教育を守ろうとしない。先生はああ
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言うけれども、こうやってみようと、自分流に確

かめてみるわけです。

シートベルト着用率ア、ソプ
に保険も協力を

司会先ほど今竹先生が、自動車は非常によくな

ったとおっしゃられたんですが、安全な車を作っ

ても、人間が、たとえばセフティ・モニターを見

ないとか、シートベルトを締めないとかというこ

とがあってはどうしようもないと思うんですが、

JAFさんは毎年シートベルトの調査をやっておら

れますね。

犬丸 いつも締めているのは17%ぐらいですね。

司会高速、一般、男女平均してですか。

犬丸 そうですね、 17%。ただ、あの調査でおも

しろいのは、“シートベルトを締めていたために被

害が少なかった例”を知っている人が11.2%あり

ました。また、“シートベルトを締めていればもっ

と被害を軽減できたんじゃないかという例”を知

っている人が12%。

合わせると23%ぐらいの人が、シートベルトの

効用を認めているということです。だから、着用

率も23%まですぐ上がってもよさそうなんですけ

れどもね。

司会わかっちゃいるけど、締めない。

犬丸 そういうことですね。

塙 3割の人が自発的に締めるようになったら、

法律的に強制すべきだと思いますね。西ドイツと

かオーストラリアなどではやっていますね。 3割

ぐらいになればできると思うんですが、 1割ぐら

いでは、強制しても法律が空文になっちゃう。

早く法律で強制できるところまで、もっていき

たいですね。

司会 シートベルトを締めていて事故にあった場

合と、締めていなかった場合で、保険金の支払い

方を変える、締めていない場合はペナルティをつ

けるということはできないんですか。

塙西ドイツはそれをやったんです。搭乗者傷害
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保険の保険金は、シートベルトをつけていれば、

5割増しで払いますというんです。

もう一つのいき方は、つけてなかったら保険金

を減らすという方法もあるでしょうが、それはや

らなかったですね。

西ドイツではそういう方法で何年間かやって、

それから法律で強制しましたね。

司会 日本では実施できないんですか。

塙私は充分可能だと思いますね。しかし、それ

は全体のPRの中でやらないと無理ですね。保険

会社だけでやっても効果が小さいですから、 JAF 

とか、警察とか、安全協会とか、いろんなPRの

中でやらなければならない。

司会 ところで、シートベルトを締めていて損を

したというような声をよく聞くんですが、たとえ

ば、車両同士衝突すると、どちらかが第 1当事者

になるわけですけれども 片方はベルトを締めて

いないで死亡してしまった、片方はベルトを締め

ていて全然けがしなかったということになると、

過失割合がヒフティ ヒフティでも無事だった方

が加害者ということになることが多いといわれる

のですが・・・－－。

だからといって別に、締めないで一緒に死んで

やれとも思わないけれども（笑）。何か被害者保護

的なにおいが強すぎると思うんです。

今竹 それは国民的感情でしょうね。

よくありますよ。大きいダンプの方は非常にい

い運転をしておって、小さい車が飛び込んできて

小さい車がやられること、日常茶飯事ですからね。

被害者救済第一の
保険の考え方

司会被害者保護を非常に手厚くみるということ

は、確かにいいことであり、その問題は聖域であ

って、こういう席でもなかなか取り上げられない

し、また保険の面でも、さっきお話がありました

ような格好で、被害者救済という方向が強いよう

ですが、外国に比べてどうですか。



塙 そうですね。自動車の対人賠償保険、あるい

は自賠責保険が被害者救済を第一義に考えるのは、

私は本当だと思っていますけれども。

保険会社の基本的な考え方は、“ 1に被害者、 2

に契約者、 3、4がなくて、 5に保険会社”という

んです。先ほどお話した酔っ払い運転の場合の人

身事故について、対人賠償責任保険でもお支払い

しましようというのは、そのいいf列です。

これは、保険の制度からいうと、非常に珍しい

例なんですよ。法令違反の場合でも有責にすると

いうのは、原則的にないわけです。酔っ払い運転

だからといって、被害者には責めはないわけです

から、被害者のために払おうということです。

また、昭和49年の春から、対人賠償については

示談交渉を保険会社が代わってやるようになった

んですが、これなんかも、 lつのねらいは被害者

にできるだけ早く保険金をお支払いしようという

ことです。そのために、全国に 8,000人を越える

専門家を配置しています。

桜井弁護士ですか。

塙 いや、保険会社の社員です。非常に面倒なケ

ースは弁護士さんがやりますけれども。これは、

何年か経過しまして大分定着しました。アメリカ

あたりでは、昭和12、3年ごろから保険会社が示談

交渉をやっているんです。日本では相当遅れまし

たけれども。

今竹ほとんど 100%ですか、今。

塙現在はほとんど。相手方が保険会社とは話を

しないという例がたまにはありますが、ほとんど

保険会社が代わって示談交渉をしています。

これを始めるときに問題だったのは、被害者い

じめになるんじゃないかということでした。保険

会社の査定マン、あるいは弁護士はベテランで、

一方の被害者は初めてのことだし、気も動転して

いますから。

それでも示談サービスの制度を導入するときに

いろいろな措置を講じたんですが、一つは、保険

会社の出した金額に満足がいかなかったら、第三

者の苦情処理機関でご相談ください、ということ

で「交通事故紛争処理センター」を設けました。
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ここには、保険会社はお金は出しますが、運営に

は一切タッチしません。今、加藤一郎先生が委員

長になっていて、全国の高等裁判所のある所に、

全部支部があります。無料で事故相談に応じてく

れるんです。

そこで出した答えには、保険会社は従います。

しかし、被害者の方は、気に入らなければけとば

しても結構です。裁判にいく前の段階で、そうい

うあっせんをする場所を、被害者救済の一つの受

け皿として考えたわけです。

また、保険会社によって支払いの基準が違うよ

うではうまくありませんから この項目について

は幾ら、この項目については幾らと、統一的な支

払基準をつくる措置も講じました。その基準は、

賃金センサス、裁判例を参考に毎年チェックし、

どの保険会社も同じ基準を使うようにしています。

外国との比較についていうと、日本の場合は、

白賠責保険と任意の自動車保険と二重構造になっ

ているんですが、アメリカあたりは 1本です。

自賠責は、死亡・後遺障害で 2,000万円、けが

の場合で 120万円という限度です。その上乗せは

任意の自動車保険になるわけですが、自賠責はあ

まり過失関係を問わないで払う仕組みになってい

ます。原則的には賠償問題は過失責任主義に立た

なければいけないわけですが、自賠責では限度を
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抑えて過失関係をあまり考慮しない。

アメリカでは、数年前からノーフォルトという

システムをつくって各州で実施しているんですが、

これは、ある限度まで過失を問わずに払うという

ものです。アメリカでは、なんでも裁判に持ち込

まオ1ちゃって、どうしようもなくなってノーフォ

ルトを考えたんですが、そうしてみると、日本の

自賠責と任意保険という二重構造も非常によくで

きているシステムといえると，思います。

事故を起こせば
加害者も第2の被害者

司会今、人の命は幾らですか、一番高いのは。

塙 高いのは、 1億円を越した例が幾つか裁判で

出ました。

桜井 日本でも。

塙 ええ、 1億3,000万円ぐらいの例が出てきまし

たね。死亡事故よりも、植物人間とか、一生介護

をしなければならない状態の方が高いですね。

5,000万円ぐらいの賠償は、対人事故の場合は普

通だと思わなければならない。ですから、対人賠

償保険は I億円ぐらいはおつけになっておいた方

がいしユと思いますよ。

司会 ところで、その任意保険の普及率はどのぐ

らいなんですか。

塙保険会社関係で58%、共済関係で約15%です

から 7割強です。東京あたりは95%ぐらいいって

いますけれども、地方にいくと、まだ低いんです

ね。ですから、 3割ぐらいの方が、まだ自賠責だ

けで走っておられるということですから、この方

々にやっぱりつけていただきたいですね。

加害者といいますけれども お金がなかったら

事故を起こせば、加害者じゃなくて第 2の被害者

ですからね。加害者の事故後の生活の実態調査を

したことがあるんですが、その後の生活の苦しさ

は被害者と同じですね。

そういう意味で、普及率を 100%までもってい

かなければいけない。諸外国は、アメリカでも、
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ヨーロッパ各国でもそうですけれども、 85%から

95%ぐらいの普及率なんです。ですから、少なく

とも 9割以上の人がつけていなければ具合いが悪

いですね。

桜井 そういうことなら、我々もやっていますし、

損保業界もやっておられるけれども、保険料の所

得控除の働きかけを、もっと積極的にやらなけれ

ばいけませんね。生命保険料も火災保険料もやっ

ているんだから、白賠責も合わせてやってもらう

とか、白賠責はだれでもかけるのだからというな

ら、上乗せの任意保険の分だけでも所得控除の対

象にしてもらうということを。

塙 やりたいもんですね。全く同意見です。

犬丸 我々JAFも引き続き頑張りましょう。

道路整備こもっと
ユーザーの声を

司会先ほど今竹先生のお話にあった道路の問題

についてはいかがでしょう。時間も迫ってまいり

ましたが、ご意見を一言ずつでも。

桜井 道路に関して言えば、今の財政当局が言っ

ている、道路財源の一般財源化、あるいは他に転

用ということ、これは我々絶対反対でおすね。

ということは、道路がまだ諸外国に比べて非常

に遅れていること。とにかく、国道ですらも大型

車の擦れ違いができないとか 歩車道の区別をつ

けているのが少ないとか、安全面からみて道路の

改修はまだまだ相当残されているということで、

我々は今、政府、自民党の理解を深めるようなこ

とをやっているわけですが、これは犬丸さんの方

も同じだと思うんですが。

犬丸 私共もそういう姿勢でして、日本の道路は

まだまだ遅れているから、道路整備はもっと進め

ていってもらわなければならないと考えています。

ところが、たとえば今年の予算面でみると、重

量税を 1,400億円ぐらい余しちゃって、これを他

へ転用する。こういう形をとっていながら、年度

初めに高速道路通行料を17.8%値上げする。これ



では何のために重量税を回したのかわからないわ

けです。だから、道路予算の使い方、それから道

路関係を中心にした自動車税制の問題も、今後充

分関心をもってみていかなければならない。

それから、道路もこれからは歩道の整備である

とか、道路構造のいろいろな配慮であるとか。そ

れから、高速道路をつくるにしても、その効率と

いうような問題を考えていってもらわなければな

らない。

桜井質の問題ですね。

今竹僕は、特に遅れているのは都市内の街路だ

と思う。これをやらなくては、交通弱者の安全と

いうことはありえない。

環境の問題、騒音だって震動だって、いわんや

防災も地震対策も、結局はどうやって都市計画を

して、燃えないようにするか、避難できるように

するかという問題ですからね。

桜井 犬丸さん、道路財源について、増税までし

てやってくれとはいわない（笑）。

犬丸 道路をよくするから、幾らでも金を出せと

いうのはちょっとね。おのずから限度があるんで

あって。そうじゃなくても、今、世界で 1番高い

自動車の税金を負担しているわけでしょう。その

税金のほかに、高速道路は全部有料でしょう。こ

れは諸外国に比べたら、定全に上乗せなんです。

税金といってないけれども、諸外国と並べてみた

ら、間違いなく税金なんですね。道路をつくるた

めなんですから。これ以上の負担力は、ユーザー

もないでしょうね。

司会重量税をほかに回せということで、責めあ

げられているわけですけれども、攻撃は最大の防

御で、道路整備にもっと一般財源を投入しろと要

求すべきですね。

桜井今度の道路白書の、道路審議会の答申です

か、あれには、とにかく道路というものはガス、

水道、電気のような公共施設があるし、防災の問

題もあるから、当然一般財源からも投入すべきだ

ということをいっていますね。

犬丸 重量税が昭和46年にできたときの国会の審

議では、全部道路をつくるためだといっているん
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です。ところが、できたらすぐ、 2割はよそへ持

っていけということですから、その時点ですでに

曲がっちゃっていますから。

司会 そこでだまされていた。

犬丸 できた翌年に、もうだまされちゃっている。

日本人というのは、払った税金がどう使われるか

ということには、非常に無関心なんですね。

司会 タックスペヤーとしての意識がない。

桜井 これは大いに犬丸さんのところで頑張って

もらわないと。直接のタックスペヤーだから。

犬丸 来年あたり、また危ないですからね。頑張

ります。

桜井 この間、ある先生からの話ですが、今まで

のように、自動車産業は 1割産業で、日本の経済

に大変重要な役割を持っているから、これに打撃

を与えるようなのは困るという論法ではだめだと

いうんです。国会の先生方、よくわかっているん

だと、もっと別の理論の組み立て方をして、攻勢

に出ないとだめですよという サゼッションがあ

ったんです。

まさにだから、ユーザーの代表機関であるJAF

さんに大いにやってもらいたいですな。

司会 ちょうど時間もまいりました。今日はどう

もありがとうございました。

にの座談会後に、桜井淑雄氏は日本自動車工業会顧問になら

れました。）
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はじめに

原動機付自転車は、価格が低廉なうえ運転操作

が比較的容易なことから、近距離交通用の手段と

して広範な利用者を抱えている。

なかでも、最近はノークラッチタイプの原動機

付自転車が「ミニバイク」 「ファミリーバイク」

の愛称で、主婦を中心とした女性層に爆発的な人

気を博し、日常の買い物、用足しの足として利用

表 l 年齢別、男女別、原付免許保有者の前年比較

：；ぷ 昭和 55 年 昭 和 56 年

男 女 言十 男 女 計

16-19 585, 101 248,832 833 ,933 613 ,676 308, 701 922,377 

20-24 96 ,891 189,503 286 ,394 103 ,943 214,072 318 ,015 

25-29 47, 124 245,051 292,175 44,956 233,971 278,927 

30-34 58,340 392,631 450,971 60,526 421, 983 482,509 

35～39 71, 514 398,282 469, 796 64, 985 400,607 465 ,592 

40-44 104 ,514 357 ,358 461,872 99 ,645 405,901 505,546 

45-49 154,697 258,425 413, 122 147 ,097 295,870 442,967 

50～54 188,835 159' 229 348,064 183,499 181,823 365 ,322 

55-59 179,446 66,089 245 ,535 187' 623 83,833 271,456 

60-64 159, 111 16,879 175,990 159 ,653 22,590 182,243 

65～69 131, 799 3 ,451 135, 250 136,639 4, 760 141, 399 

70以上 98 ,115 568 98,683 109 ,466 780 110, 246 

合計 1,875 ,487 2 ,336 ,298 4,211,785 1, 911, 708 2,574,891 4 ,486 ,599 
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され、その普及には著しいものがある。

しかし、原動機付自転車が普及するに伴って、

それによる交通事故も年々増加の傾向にある。

原動機付自転車が交通の中に占める役割は、そ

の利用の実態からして今後も変わらず、特に「ミ

ニバイク」については、その手軽さから利用者が

ますます増加するものと思われる。

このようなことから、「ミニバイク」利用者に対

する交通事故防止策を充実強化していくことが、

今後の重要な課題となっ

増減率（%）

男 女 計

4. 9 24.1 10.6 

7.3 13.0 11.0 

企 4.6 企 4.5 企 4.5

3. 7 7 .5 7 .0 

.. 9.1 0.6 企 0.9

企 4.7 13.6 9.5 

企 4.9 14.5 7.2 

企 2.8 14.2 5.0 

4.6 26.8 10.6 

0.3 33.8 3.6 

3. 7 37. 9 4.5 

11.6 37.3 11. 7 

1. 9 10. 2 6.5 

てきている。

以上のような背景を踏

まえながら、原動機付自

転車による交通事故の実

態と、その事故防止対策

の実施状況等について述

べてみたい。

2 原動機付自転車

事故の実態

二輪車による交通事故

は、自動二輪車（50c.cを



こえるもの）にあっては昭和52年を、原動機付自

転車にあっては昭和51年を境に漸増傾向を示して

きた。特に、最近はミニバイクの普及により女性

の原付免許保有者が急増し、それに伴い女性の運

転する原動機付自転車による交通事故も目立って

多くなっている。

1) 原付免許保有者の状況とその推移

原付免許保有者は、昭和56年末現在で約 450万

人で、これを男女別でみると男性約 190万人、女

性約 260万人で、その比率は 4対 6となっている。

男女の比率を年齢別でみると、 20歳代から40歳代

までは、女性は男性を圧倒的に上回っており、そ

表 2 性別、年齢別原付免許保有者数

60万」 m男

50万

40万

30万

20万

震免右者 10万
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一寸古 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 7歳0 

1歳19 2歳14 2歳19 3歳i4 3歳19 4歳14 4歳19 5歳＼4 5歳i9 6歳l4 6歳i9 上以

の比率は約 8対 2となっ

ている。
表 3 男女別、原付免許保有者数の推移

この女性上位の傾向は

ミニバイクブームととも

にま台まっており、昭手口51

年末では男女の比率は 6

対 4で男性が女性を上回

っていたが、ミニバイク

ブームが本格的になりだ

した昭和53年からは男女

の比率が逆転し、その差は

年々大きくなっている。

このf頃向は、ミニバイ

クの女性への浸透ぷりか

らして今後も続くものと

思われる。

200 

190 

180 

170 

160 

150 

140 

130 

120 

女

言十

1, 734, 733 
(100) 

1,296,406 
(100) 

3.031.139 
(100) 

2) 原動機付自転車の

事故
（ ）は 51年を100とした指数

昭和56年中の原動機付自転車による交通事故は

発生件数 30,490イ牛

対前年比 2,135件（7.5%）増

死者数 867人

対前年比 15人（1.8%）増

負傷者数 87,765人

対前年比 8,751人(11.1%）増

で、これを死亡事故、負傷事故別でみると、表4

のとおり死亡事故発生件数を除いていずれも増加

しているが、事故率のバロメーターともいうべき

／／  

／／口女

， ．． 

/ .0戸－－一－~

住ーーー－6 ム ム

53年 54年 55年 56年

1 ， ~iM41 1.m8;32 1 ， ~~67~40 l,mst81 1,m0~os 

1・m6P1 2.m5~09 2.~~M65 2,mo59s 2.m9~91 

3,HM3s 3 ， ~m~41 4, ~i~3~o5 4,m9~s5 4,m8~99 

表4 原動機付自転車による交通事故発生状況

長宅
死亡事故 負傷事故

発生件数
件数 死者数 件数 負傷者数

昭和55年中 28,355件 572件 852人 27 '783件 79,014人

昭和56年中 30,490 561 867 29, 929 87 '765 

増 ｜数 +2,135 11 ＋ 15 +2, 146 +8, 751 

i成｜率 + 7.5 % 1.9 % + 1.7 % + 7.7 % 十 11.1% 

車両保有台数当たりの事故発生件数・死者数は、

表 5のとおり逐年減少の傾向にあることがわかる。

原動機付自転車による事故の内容を分析してみ

ると、年代別では19歳以下、 40歳代、 20歳代、 30
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歳代の順に事故の発生が高くなっている。性別で

は、 30歳代、 40歳代の女性に事故が多発している。

以下、原動機付自転車による事故の特徴を簡記

する。

・免許取得後 1年未満 1年以上2年未満の者

に事故の発生率が高く、原動機付自転車の事故

の約40%は、これらの者によるものである。

・原動機付自転車の事故の約50%は、交差点お

よびその付近で発生している。

・原動機付自転車の事故の約60%は、買い物、レ

ジャー等の私用目的で運転している時に発生し

ている。

原動機付自転車の関係した事故のうち、死亡事

故の93.6%、負傷事故の86.3%は、原動機付自転

車を運転していた者が死亡、または負傷している。

このことからもわかるように、原動機付自転車の

事故の大部分は、運転者が被害者となる事故とい

える。

3 原動機付自転車の交通事故防止対策

原動機付自転車に対する事故防止策の現状を述

べる前に、原付免許の歴史と変遷にふれてみたい。

1) 原付免許の歴史とその変遷

戦後の混乱がようやく治まり、本格的なモータ

表 5 原動機付自転車による交通事故発生件数および死者数の年度別推移

リゼーションの幕開けを迎えつつあった昭和23年、

道路交通取締法・道路交通取締令が施行された。

これにより、旧自動車令では小型免許に包含され

ていた二輪車類は、原動機の大きさに応じて第 3

種小型免許（自動二輪車・側車付自動二輪車・ス

クーターの類）、第4種小型免許（自動二輪車・ス

クーターの類）に概念区分された。翌24年免許の

種類が細分化され、二輪車類は、自動二輪・側車

付自動二輪・軽二輪の各免許に分けられた。

昭和27年、いよいよ原動機付自転車の概念が運

転免許制度上に登場してくる。

従来、自動車に包含されていた原動機付自転車

は、「小排気量の原動機を用いるものを一般自動車

と同じ法規制下におくことは実情に即しない」と

いう理由から、この年に道路交通取締令の一部改

正が行われた。すなわち、 90c.c ( 2サイクル車は

60c.c）までの原動機を用いる「二輪の自転車に原

動機を装置したもの及び軌条：架線によらないで

運転する諸車」は自動車から分離され、原動機付

自転車となり、その運転資格も簡易化されて運転

許可制となった。年齢の枠も満14歳以上と緩和さ

オltこ。

この運転許可は、試験を行わない申請による許

可で、簡単な書類審査のみで与えられた。

昭和29年、いわゆる原付2分割が行われ、原動

機付自転車の運転許可は、

原動機の大きさにより第

1種許可（50c.c以下）・第

2種許可（125c.c以下）に

区分された。

運転資格は、第 1種許

可については従来と変わ

らず、簡単な書類審査の

みで満14歳以上の者に許

可が与えられたが、第 2

種許可については強化さ

れ、満16歳以上となり

法令・身体および簡単な

技能審査（スクーターで

円を回る程度のもの）が

200 

180 

160-

140『

120-

100-

60回

『 6・－－－－－：..：；：・プーーーー・O・ーーーー 発生件数

『ー一一ム・ーーー二二三ごご二二三 ｜ 
原付車 1万台

当たりの死者数

52年 I53年 I54年 I55年 I56年

80・

40 

－－－；：－τ一一工三L 51年

2c31l92)4 2(5ll295)2 2c1i2°lJ9 2csd4sls 3c°i441)0 
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n-:)o 3( 9~~ 3~8~~ ~~9~4 3?1n 
1・l2) 1cl34) I（？~） ?1~＼ ~6~~ 

事故発生件数

死者数

原動機付自転車内保有
台数

原 動機 付自 転車 1万台
当たリの ·J>'/i'~ 発生f’l数

原動 機付 自転 車 1万 台
当たりの死打数
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(100) 

nυ

、3

ノ－
3

‘e

、，ノ

。。nυ
一H
M
H
A
U

－
A
U
一

円

1
n
u

nu

’i
－
ー
し
噌
’
A

a
’fh
、一ョ
4
f
k
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千子われることとなった。

なお、この前年に道路

交通法体系整備のため道

路交通取締令が全面改正

され、道路交通取締法施

行令・道路交通取締法施

行規則が施行されている。

昭和31年、原付許可に

ついてはそのままである

が、免許区分の整備がさ

れ、 18の免許（原付許可

を含む）に細分された。

昭和35年、道路交通取

締法が廃止され、道路交

通法が制定された。

これにより、原動機付自転車は、第 1種・第 2

種の原動機の大きさによる区分はそのままである

が、運転資格が「運転許可」から「運転免許」と

なり、第 1種の年齢が引き上げられ、第 1種・第

2種とも満16歳以上となった。

また、それぞれに試験が実施されることとなっ

た。第 2種については、適性・法令・技能の各試

験が行われたが、第 1種については、適性・法令

試験だけで技能試験は行われなかった。

昭和40年、二輪免許と第 2種免許が一本化され、

原付免許は従来の第 1種原付の50c.c以下のみとな

った。

昭和34年ごろから「カミナリ族」が横行しはじ

め、昭和39年に至っては二輪車による交通事故死

者数が史上最高の 3,762人を記録し、昭和40年 2

月には、警察庁から「二輪の自動車及び原付の取

締強化について」の通達がだされた。

このような背景をもとに、昭和40年に二輪免許

と第 2種原付免許が一本化され、 50c.cをこえる二

輪車の技能試験の強化が図られた。

以上が、原付免許の歴史とその変遷であるが、

50c.c以下の原動機付自転車については、運転許可

制となった昭和27年以降、 30年近く技能試験（審

査）については行われていない。

これは、原動機付自転車は、自動車に比較して
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車体構造および取り扱い方法等が簡単なこと、ま

た交通事故の態様も被害者的なものが少なくない

ことから、原付免許取得者に対しては、技能試験

を行うことよりも、むしろ交通事故の被害に遭わ

ないようにするための安全運転講習を行うことが

効果的と判断されたことによるものと思われる。

2) 原動機付自転車運転者に対する講習の現状

原動機付自転車運転者に対する安全運転講習は、

昭和47年から二輪車安全運転推進委員会・二輪車

安全普及協会等の協力を得て実施してきたところ

である。

実施の形態としては

・原付免許をすでに取得している運転者に対し、

職場・学校・地域等へ出向いて行っている現任

講習

・原付免許を新たに取得した者に対し、運転免

許証の交付時等の機会をとらえて行っている取

得時講習

・原付免許を新たに取得しようとする者、また

は新たに取得した者に対し、運転実技を中心に

行っている原付技能講習

等がある。

現任講習においては、交通安全運動やその他の

機会を利用し、職場・学校・地域等へ警察官や二

輪車安全運転推進委員会の認定した指導員等が出
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向いて行っているところであるが、実施の中味・内

容をみると、原動機付自転車の運転者のみを対象

としてではなく、広く他の運転免許保有者を包含

して千子っているj犬I兄にある。

取得時講習にあっては 大多数の府県では運転

免許証の交付時等に運転免許試験場や警察署にお

いて、運転免許証を取得したすべての者を対象に

安全運転に関する一般的な諸注意等の講話を行っ

ているにすぎないが、一部の府県では、原付免許

取得者や二輪免許取得者を他の免許取得者と区分

けして千子っているところもある。

原付技能講習は、原付免許取得時等の機会をと

らえ、試験場・警察署・民有の施設等において、

二輪車安全運転推進委員会が二輪車安全普及協会

等の協力を得て、運転実技を中心に行っている。

しかしながら、実施場所や指導体制等の問題か

ら、必ずしも受講者全員を実際に原動機付自転車

に乗車させ、コースを走行させるまでに至ってい

なかったのが実情であった。

このため、昭和55年12月に「原付技能講習の強化

推進要綱」が二輪車安全運転推進委員会から示さ

れ、警察も、原付技能講習が近年増加傾向にある

原動機付自転車の事故を抑止するために効果的な

手段であることから、これに全面的に協力し、講

習の強化を図ることとしたわけである。

3) 原付技能講習の充実強化

原動機付自転車による交通事故防止対策の一環

として実施していた原付技能講習（強化推進要綱

以前のもの）の各府県の運用の実態をみると、受

講率こそ昭和55年中78%と比較的高率であったが、

その中味は、単に指導員が模範演技を行って受講

者に見せたり、受講者の中から希望者を募って乗

車指導をする程度のものが多く、原動機付自転車

による交通事故防止に直結した実効のある運用と

はいえない4日討兄にあった。

この原因は、従来行ってきた原付技能講習は、

原付免許試験の合格発表時や原付免許証の交付時

表 6 指導員等認定数（昭和56年12月末現在）

特別指導員｜指導員｜準指導員｜合 計

1,970人 10,329人 12,513人 24,812人

48 

等の受講者の集中する際に行われていたことにあ

った。

このため、指導体制や講習場所の確保等の面で、

受講者の増加に即応できない状況がみられ、それ

がひいては講習内容の充実や受講率の向上を期す

上に大きく影響していた。

このようなところから、昭和55年12月に示され

た強化推進要綱では、原付技能講習の受講対象者

を原付免許取得者のみに限らず、受講対象者の枠

を広くして、原付免許試験を受けようとする者や

原付技能講習の受講を希望する者をも包含して受

講させることとした。

これによって、講習の実施時期を、原付免許試

験受験申請前、原付免許試験合格発表後、原付免

許証交付時等に分散設定し、講習内容の充実と受

講率の向上を図ることを主眼としたのである。

以下、講習内容の充実と 受講率の向上を図る

ために講じた措置を簡約することとする。

・講習内容の充実

強化推進要綱が示される以前の講習は、各府県

において独自の講習カリキュラムを策定して運用

していたため、その講習内容・指導方法が全国で

マチマチとなっていた。このため講習内容・指導

方法に全国的な整一性を図る必要があることから、

新たに原付技能講習カリキュラムを編成して、そ

の内容も、受講者の運転技量に見合った個別指導

を重点として行うなど密度の濃いものとした。ま

た、この講習を修了した者に対しては、その運転

技量を見極めた上で「原付技能講習修了証明書」

を交付するとともに、警察職員による講話を講習

閉講時に行うこととした。

・受講率の向上

受講率を高めるため 原付免許試験の申請を受

け付けるとき、または原付免許証を交付するときに

「原付技能講習修了証明書」の確認を行い、受講し

ていない者に対しては、受講を勧奨することとした。

4) 原動機付自転車事故防止対策としての原付技

能講習の今後の方向

各都道府県においては、原付技能講習の従来か

らの経緯等を踏まえ、その講習内容の充実強化を



図るため、種々検討を加

え実施しているところで

あるが、原付技能講習が

近年増加傾向にある原動

機付自転車事故を抑止す

る決め手であることを認

識し、今後、さらに積極的

に取り組む必要があろう。

運転者に対する安全運

転教育には、「遅効性」と

いう一般的な特質がある。

しかしながら、「原付技

能講習」のように、原動

機付自転車を運転しよう

とする者を対象に、運転

実技を中心に行う運転者

教育の場合においては、

その運用の在り方いかん

では“即効的刊ともいえ

る効果を期待することが

できるものと，思える。

そのためには、

・講習指導員の指導能

力の向上を図るための

研修会等の開催

・受講率を高めるため

の広報活動の強化

等に配意していく必要が

あろう。

4 おわりに
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表 7 原付技能講習カリキュラム

段 階

計ノ＇ー， 付

開 講

基本操作

基本走行

応用走行

閉 講

指 導 1貢 目 見 極 め 基 準 所要時間

1. 集合時間の告知
10分

2. クラス別編成

1. 開講の挨拶

2. 講師紹介
10分

3. 講習実施上の諸注意

4. 準備体操（子、足首の柔軟体操）

正しい手順および正確な操作

1. 装置の名称と取り扱い ・走行に必要な装置の位置と役割を認識 3分

したか
2. 運転姿勢 ・自然なフォーム、特に肩やひじに力の 2分

入らない姿勢力、

3. アクセルとブレーキf呆f乍 ・ゆっくりしたアクセルの上げ方と素早 5分
い戻しとスム ズなブレーキ操作がで
きるか

4. スタンドのたて方とおろし方 ・アクセルに手を触れないスタンドのた 2分

て方おろし方ができるか

小計 12分

パフンスとスムーズな操作

1. 発進と停止 ・バランスよく直進ができ、安定した停 10分

止ができるか
2. 変速操作（ギア付車のみ） ・シフトアップ・ダウンがスムーズにイ本 ( 2分）

がぶれないでできるか

3. スピードの調節 ・加速と減速に無理のない操作ができる 2分
（アクセルとブレーキ操作） か

4. カーブ走行 ・直線における加・減速ができ、カーブ 5分

（ハンドルとブレーキ操作） を安定して曲がれるか

5. 8の字走行 ・スムーズな切返しができるか 12分

小計 29分

法規走行および安全運転

1. 合図と安全確認 ・合図の時期と安全確認を正しくできる 3分

か

2. 進路変更 ・スムーズな移行が安全確認と併せてで 2分
きるか

3. 交差点の通過（右・左折） ・右・左折を正しく、安全確認と併せて 8分
できるか

・正しい停止位置で止まれるか 2分

・安定した姿勢で停止線内で止まれるか 10分

・方向指示器操作および安全確認を行い 4分

ながら、ふらつかない通過ができるか

・連続する法規走行が手順ょくできるか 15分

小計 44分

1. 閉講挨拶（自己防衛を含む人命 15分
尊重の精神の醸成（交通法規の重

要性、運転とマナ 、運転者の責

任等）を内容とする）

2. 修了証明書の授与

合計所要時間 120分

必要から生まれたものであり、その内容も必要最

小限のものであるため、事故防止は、その後の本

人の努力に待つ点が多いといえよう。

原動機付自転車による事故は、ミニバイクブー

ムとともに、著しい増加を示した。

このような原付技能講習の現状にかんがみ、原

動機付自転車の運転者は、今日の車社会および原

動機付自転車の弱点を正しく見つめ、防衛運転を

自ら身につけることが要請されている。

しかし、事故の増加をなにもかも運転者のせい

にし、運転者教育ですべてを解決しようとする考

え方は正しくない。現在の原付技能講習は、制度

として確立されたものではなく、基本的には受講

は任意で、しかも短時間である。

この講習は、大量交通時代を迎えた今日、その

一方、原付技能講習も、時代的要請のもとに一

層充実強化が図られるべきであり、安全性追求の

努力を惜しんではならないと考える。

（こすげ たかっぐ／警察庁交通局運転免許課）
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c:::i圃岨置•11.蕗遁器量 安全教育・指導の充実を図る

二輪車安全運転推進委員会
10年間で約14倍増えた指導員 鈴木金太郎

昭和45年、同46年は、自動二輪車による交通事

故死が異常に激増した時期であった。

特に 250c.c以上の比較的大型の自動二輪車にお

いて、この傾向が顕著であり、昭和43年の二輪交

通事故死者 678人が同46年には 1,411人の爆発増

となっているのである。

当時における先覚的な関係者たちの考えは、自

動二輪車・原動機付自転車の交通安全対策はいろ

いろあるであろうが我々がただ今ただちに取り

組める、実行できる効果のある現実的な対策の道

は、安全な乗り方の技能と知識の教育と普及以外

にはなく、二輪車・原付車の運転者を交通事故か

ら守り、安全運転推進の実を醸成するため、早急

に徹底した安全運転教育を全国的に組織されるよ

う強く主張したものであった。

このような観点にたって 昭和47年全日本交通

安全協会および都道府県交通安全協会においては、

警察庁ならびに都道府県警察の指導のもとに、日

本自動車工業会、全国軽自動車協会連合会、全国

都道府県教育委員会連合会、全国高等学校長協会

その他関係諸団体の協力を得て、二輪車安全運転

推進委員会という組織を創設し、関係団体が一丸

となって二輪運転者に対する安全教育を推進し、

もって抜本的な体制の刷新強化を企図したもので

ある。

二輪車安全運転推進委員会は、警察庁、総理府、

運輸省、文部省等関係省庁、高等学校教育関係代

表、自動車工業会、二輪メーカ一、二輪販売店な

どの代表者および大学教授等の学識経験者によっ

て構成される。

二輪車安全運転推進委員会の交通安全教育活動

の推進は、中央および地方を通じて、交通安全協

会を中心とする民間のボランティア活動のかたち

で行われる。警察庁、運輸省、文部省など関係行

政官庁からは、これに対して協力し、または指導
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もしくは助言が与えられる。

日本自動車工業会、二輪車安全普及協会、全国

軽自動車協会等の二輪業界は、この活動に対し積

極的かっ広範な協力が提供されている。

二輪車安全運転推進委員会からは、二輪メーカー

・販売店等の専門家、警察官、自動車学校技能指導

員、高校教師その他の民間組織のリーダ一等すべ

ての地域および職域の各界指導層を、その知識・

技能・指導力に応じて特別指導員、指導員、準指

導員に認定し、指導員の指導力啓発のための講習

会も積極的に推進している。

二輪車安全運転推進委員会は、その認定した多

数の指導員を講師として派遣、全国的な二輪車・

原付車の安全な乗り方のための教育・講習活動を

展開するのである。

二輪車安全運転推進委員会は、昭和47年 1月13

日全日本交通安全協会の専門委員会として創設さ

れ、今日までここに10年を経過した。

発足当初の指導員数はわずかにし823人であっ

たが、現在では24,812人を数え、また原付・二輪

運転者または同運転者となろうとする人々に対す

る講習の実施状況においても 昭和47年度の受講

者81,757人が昭和56年度に至つては 1,080,607人

を数え、日本全国各地でこの年間を通じて21,556

回の講習会が開催されている。

二輪車安全運転指導員の資質の向上、二輪車・

原付車の安全な乗り方のための講習会のより良い

教材の作成、施設の整備、講習内容の充実など、

我々関係者のこれから直面しなければならない問

題はきわめて多いものと思う。しかしながら、二

輪車安全運転推進委員会の活動は、日本の交通安

全教育の一端を担うものとして、地味ではあるが

着実に力強く前進していくものと確信しているも

のである。

（すずき きんたろう／（財）全日本交通安全協会常務理事）
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告書歯車白幽量室ヨ 2万数千の販売店が協力

全国二輪車安全普及協会
“みんなで思いやり運転を”の普及 鈴木四郎

二輪車は決して危険な乗り物でも、また安易な

乗り物でもない。むしろ 二輪車は四輪自動車と

異なった幾つかの特性を持っている。

四ッ輪の車は停止しても転倒することはないが、

二輪車は停止や低速走行することにより不安定に

なり、倒れようとする習性があるので、これを足

で支えてやらなければならない。このように、四

輪車にはない種々の特性を持っている。これらの

特性をよく勉強し、マスターした者のみが二輪車

に乗る資格があるといえよう。したがって、二輪

車は四輪車以上に教育が必要とされるわけである。

現在、全国の二輪車販売店は約35,000あるとい

われているが、そのうち約2万数千の販売店の方

方が地域の普及協会員として安全普及活動に参加

されている。

その方法は、日常の営業活動に伴って、ユーザ

ーに接する際、ユーザーの性別、年齢、運転経験

等の個人差と購入希望の車種に応じて、個別安全

指導を行うことである。さらには、利用地域の交

通事情などもあわせて具体的に助言し、または実

地に走行指導して 一人一人のお客様の命を大切

にするということを通じて 二輪車の事故防止を

図っている。

指導は、ワンポイント

．アドノtイスにより千子っ

ているが、利用者の層に

より三つに大別している。

婦人ユーザーの最も陥

りやすい危険性は、自転

車乗りの習性がバイクに

乗っても是正されず、小

路における徐行または一

時停止をすべきところで

無意識のうちにそれを犯

し、そのため、車両相互

の事故のうち出合い頭事故が42%も占めている。

次に、高校生のユーザーに対しては、くどくど

いう必要はなく、ただスピード、特にカーブ走行

時のスピードを抑えようとする、自分の心に勝つ

ことを主として助言し、年配者に対しては、仕事

帰りの軽い気持ちの一杯を厳重に慎むことをアド

バイスのポイントとしている。

二輪車事故を防ぐためには 運転の技術や小技

の教育より、むしろ道路交通に参加する一人とし

て、運転するこころの教育に力点をおくべく、普

及協会としては、当協会主催の二輪車安全運転推

進月間の運動に「思いやり」運転の励行を提唱し、

これの普及徹底に努めている。

すなわち、ダンプカーやスポーツカーのように

大きくて速い車は、歩行者や自転車・バイクのよ

うな小さくて遅いものへの「思いやり」を、沿道

住民の安静な休息時間には、静かな運転を心がけ

る「思いやり」を、さらに、ツーリング時など事

故や故障などで止まっている車を見た場合は、こ

れを見過ごすことなく言葉をかけるなど、路上で

困っている人への「思いやり」運転の浸透を図っ

ている。

（すずき しろう／（社）全国二輪車安全普及協会常務理事）
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はじめに

“2年続きの冷害”で、さて今年の天候はどうか

とよく質問されたりする。確かに“ 2年続きの不

作”で、昨年は、北日本の一部は“著しい不良”

であった。 5～ 6月の初夏の強い低温、 8～ 9月

の寒気の南下、悪天が関与したであろう。しかし、

“著しい低温害”による障害を冷害と定義すると、

いささか戸惑いを感じる年であった。つまり、天

候のどのような要素を対象にするかというときの

戸惑いである。ここでは、昨年の天候の位置づけ、

2年続きの悪天の実体に触れて、今後の天候の特

徴にふれてみよう。
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2冷害か風水害か

’81年はどの程度の低温だったのだろうか。表1は、

最も重要と，思われる代表地点の 7、 8月の気温偏

差と作況の’80年との比較である。’80年の 7、 8

月は顕著な低温に見舞われ 1905年など明治の三

大冷夏に迫ると表現され、著しい作況の低下を招

いた。’81年の 7月は全般に高温に経過し、 8月の

低温に特徴があるが、一部では平年並であった。

作況は全般に低く、一部（札幌、秋田）では’80年

より低；下している。

表 2は、東北 6県の夏の平均気温偏差の、 1897

年以後の主なる年の序列である。過去の東北地方
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天を伴うものである。表3は、低温の程度と前線

帯の位置を示唆する資料である。’62年程度では本

州はむしろ干天であったが、前線帯の北海道では

石狩川のはんらん、豆類の20%減と記録されてい

る。’76年は東北・北陸地方の悪天、’77年は関東

訟ミ 1980 1981 

7月 8月 7月 8月

札幌 -0.8 -2.3 0.8 -0.4 

秋 田 -0.8 -1.7 1.1 -0.9 

仙 台 2.3 -3.8 0.8 -0.6 

新潟 -1.6 -1.8 1.5 -0.6 

作況指数

北海道 81 87 

東北 78 85 

北陸 95 97 

関東・甲信 96 98 

1980、’81年の気温偏差

（℃）・作況の比較

（平年値1941～80)

表｜

の冷害は、 7月か 8月に20℃以下の年といわれて

いる（荒川秀俊、 1954）。表現を変えると次のよう

になろう。表2にみるように①7、 8月気温偏差

が－1.6℃より低いところでは顕著な冷害が、－1.0

～一1.5℃の間では顕著な冷害（A）と不作（B）が起

こっている。－0.9℃より高い年には冷害の記録は

少なく、’53年は、早冷と病害の大きかった年とさ

れている。②一応－0.8℃より低い場合の生起確率

は20%程度と考えていい。③表中の’旬、’74、’77、

’57年などは、冷害の年ではない。しかし、日本の

夏の天候として考えると、顕著な水害の年である。

この認識は、盛夏期の災害を考えるとき極めて重

要に思われる。

東北地方の夏の気温偏差の比較（平年値1931～60)

年 次 7 ' 8月 冷害 7月 8月

1902 M 35 -3.2 A -3.0 3. 3 

80 s 55 -2. 7 A -2.1 -3.3 

76 s 51 -1 8 A -0.9 -2.7 

56 s 31 -1.5 -1.2 2. 0 

54 s 29 -1.4 B -2.8 0.0 

45 s 20 1.2 A -3.2 0.8 

53 s 28 -0.8 A -0.1 -1.5 

65 s 40 一0.8 -1.8 0.2 

74 s 49 -0.8 1.6 0.0 

77 s 52 0.4 0.5 -1.4 

57 s 32 -0.2 -0.8 0.3 

81 s 56 0.2 1.1 -0.8 

平年値 22.8 22. 0 23.7 

表 2

’81年の夏は、この種の性格の強い年のように思

われる。その最も象徴的な現象として石狩川水系

の内水の溢水はんらんがある。図 lは、その中心

的位置にあった岩見沢測候所の、 1時間降水量と

総降水量の経過である。 8月 3日～ 6日の豪雨に

よって、北海道の 179市町村、 84%が被災した。

その中味は、 3～4日の寒冷前線南下時の前線性

の大雨、 5～ 6日のその後の台風第12号の北上に

伴う降水である。札幌管区気象台石井英夫予報官

の解析によると、岩見沢の 3日間降水量の今まで

の記録は、’61年 7月の前線の活動による 226mmで、

あった。今回はそれを大幅に上回る1.8倍の406mm

つまりこ

岩見沢地方の降水状況

で、この地方では異例の大雨であった。

の記録は、前線性の大雨

と台風性の大雨というこ

図 l
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つの要因が重なってもた

らされたのである。

ここで注目すべきは、

前半（ 4日）の 262mm（日

雨量の記録）が、総雨量

の65%を占めていること

である。 100年を越える

札幌の記録更新（4日170 1001 IO 

も、その重みを裏づ

けている。
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夏に寒気が南下すると

しばしば大雨や悪きは、
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地方がその中心、強い寒気の南下した’80年は九州

地方が記録的な多雨（福岡847mm、526%）であった。

この前線帯がどこで発達するか。’80年は、オホー

ツク海高気圧型、北東風が強く、前線は本州南岸

であった。’81年は北西風が強く、日本海側の地方

は一様に多雨・寡照だったのである。たとえば、

8月の札幌降水量・日照時間の平年比492%・83

%に対し、帯広では238%・112%であった。秋田

の172%.83%に対し、仙台70%・113%、また新

潟の137%.93%に対し、東京では97%・112%の

小雨・多照の傾向が これを物語っていよう。こ

のことが、日本海側の作況を’80年よりも低下させ

ている要因となっている。

この時期に三つの台風が襲来した。その影響を

過少評価するつもりはない。台風第12号（ 8月上

旬）は、石狩川はんらんのとどめの大雨に関係し

ていよう。台風15号（下旬）は、主として太平洋

側の開花・受精障害をもたらし、台風18号（ 9月

上旬）は、北日本の日本海側のその後の悪天をも

たらしている。

表 3 8月の低温と大雨

て 気温偏差（℃） 降水量平年比（%）

北日本中部日本 西日本 札幌仙台新潟東京大阪福岡

1962 -0.5 0.9 0.2 319 116 39 33 59 98 

1976 -2.1 -1.9 -0.3 94 268 353 104 105 161 

1977 -1.2 -1.2 -0.6 171 119 123 190 43 75 

1980 -3.2 -2.l 1.7 113 205 234 110 195 526 

1981 -0.2 0.6 -0.4 492 70 137 97 56 102 

表 4 暖候期の積算温度（℃）の順位（帯広）
(1946～81) 

5月 7月 5月 8月 5月 10月

21日～ 24日 21日～ 4日 21日～ 2日

1954 817 1954 1090 1954 2016 

64 896 66 1166 64 2037 

66 898 64 1175 66 2091 

57 918 57 1201 71 2117 

81 927 56 1233 57 2120 

47 936 65 1239 56 2166 

53 940 47 1242 81 2167 

74 943 53 1247 69 2174 

56 955 81 1250 47 2176 

77 956 59 1270 76 2176 

65 958 74 1274 53 2183 

60 962 69 1275 65 2186 

59 966 49 1277 80 2189 
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過去にも何度かの台風の襲来はあったはずであ

る。しかし、広域にわたって決定的なダメージを

もたらす指標には考えにくい。表4は、帯広の積

算温度の低温の順位である。初夏の強い低温状況

は、その後の回復も充分でなく、再び下降傾向を

続けたことを物語っている。この総合した悪天傾

向は、北日本の広域に共通した天候標示とみてよ

さそうである。 5月下旬～ 9月の積算温度、低温

の第 9位ということは生起確率20%で、この程度

の年はとかく社会的影響の話題になった年で、ある。

3 ’81年の風水害をもたらした大気環流

’81年の夏の天候が、①北西風の寒気の場にあっ

て、寒帯前線帯が南偏しやすかったこと、②台風

が似たようなコースをたどって、北日本に向かつ

て北上コースであった、③これらの総合した天候

が、北日本に対してアンラッキーであったこと、

を述べた。ここでは、上層天気図に描かれた大気

の流れでもう少し立ち入って検討してみよう。

図 2は、’81年夏 3か月の5,500m上空の気流系

である。どんな特徴があるのだろうか。

北西風の車越している所は、一つは北欧にある。

ヨーロッパの夏はちょっとした冷夏騒ぎ。 7月の

中旬、アルプス地方には時ならぬ雪が降り、人々

を驚かせた。スイスでは40cm フランス南部で30

cmも積もって、遭難者が続出した。アルプス道路

は閉鎖され、観光客は大混乱であった。夏の平均

気温は、オスロー・ベルリン・ワルシャワも 1℃前

後平年より低いということだ。

ヨーロッパの東、ヨーロッパロシアから西シベ

リアにかけては南西流の高気圧循環で、高温・干

天であった。モスクワでは 5月十 2℃、 6、 7月

とも十 3℃高く、西シベリア一帯は 7、 8月とも

+4。Cの高温・少雨が続いた。外電の伝えるとこ

ろによると、モスクワでは 6月22日からi童日30℃

をこす真夏日が続き 80年ぶりの暑さ。 7月中旬

から一段と暑くなり、 22日に36℃、周辺近郊の泥

炭地帯数百か所で自然発火するほどであった。北

コーカサス地方では、収穫直前の国営農場で野火



が広がり、軍隊を出動させて消火に当たった。干

ばつ（降水平年比20～ 50%）は、ボルガ河流域、

西シベリア、ウクライナの広域にわたり、穀物の

収量は 3年連続の不作 目標の25%減収だと新聞

は厳しい表情を報じた。西シベリア高気圧の南の

南東風はスホべイ（乾熱風）と名づけられている。

気温35～ 40。C、湿度15%、一度この風が吹くと植

物が枯れるといわれている。図 2の偏西風の流れ

は、ソ連の典型的な干ばつ型なのである。

冬から少雨の伝えられていた中国では、 7月中

旬揚子江上流の四川省で100～ 470mmの大雨が降っ

て洪水となり、150万人が家を失ったと報じられた。

気象電報によれば 7月の成都の気温25.3℃（偏

差－1.1℃）、降水量439mm(l99%）である。 8月中

旬、第 2回目の寒気の南下で100～ 400mmの大雨が

降った。さらに中旬から下旬にかけて、今度は黄

河上流の侠西省一帯で20日以上も続く長雨で大洪

水、 126万人が被災した。西安の8月の降水量は、

204mm ( 206 % ）と気象電報は報じている。次いで、

8月末から 9月初めにかけて東北地区の黒竜江省

で大雨が降り、耕作地帯の54%が被災した。チチ

／＼ルの 8月の気温は19.4°C(-0. 7℃）、降水量164

mm (186%）であった。この一連の水害は、中国大

陸11の省・特別市に及んだという。

8月に日本を襲った二つの台風（12、15号）は、

図 2 1981年夏の偏西風（5,500m上空）
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さまざまな記録とつめ跡を残したが、札幌の 8月

の降水量は644mm(492%）、函館43lmmなど、いず

れも明治初期の観測開始100余年の記録である。

北海道を北西進した台風は、さらに沿海州方面

でもとんだ災害をもたらした。この大雨のため、

アムール川（黒竜江）ははんらんし、収穫直前の

穀物や野菜は大きな被害を受けた。’81年ソ連の農

業災害の原因としては干ばつとこの極東の風水害

が指摘されている。ハバロフスクの 8月の気温17.5

℃（－2.8℃）、降水量434mm(378%）、また、 アル

ダン川ほとりの鉱業都市アルダンの降水量は173mm

(208%）であった。

もう一度図2の夏の偏西風の状況を見てほしい。

シベリアから中国北部に南下している寒気の南側

が寒帯前線帯で、中国や北日本にはしばしば寒冷

前線が南下して、大雨を降らせたのである（第 1

の要因）。日本の東方海上には気圧の尾根が発達しへ

偏西風は南西流となっている。台風や低気圧は、

しばしば北上コースをたどった。これが、極東高

緯度地方の大雨の第 2の要因である。

カナダやヨーロッパに南下した寒気は、この地

方に適当な降水をもたらした。西シベリアは南風

が目立った所で、地上天候図では、 6月、 7月、

8月とも高気圧が居座って高温・干天をもたらし

た。この高気圧が強いほど、持続性が強いほど、

極東に寒気をもたらし 大雨を降らせる結果とな

るのである。これが、ソ連と極東でまったく相異

なった異常天候をもたらす大気の流れなのである。

4 1981年の異常気象とその後の推移

図 3は、前年12月から始まる冬から’81年11月ま

での年平均 5,500m上空の偏西風の状況を示した

ものである。次の三つの特徴を指摘することがで

きる。

① 北半球全体では、南西流（気圧の尾根）の目

立った地方は西シベリア、アメリカ西岸、大西

洋で、同時に北西流（気圧の谷）の寒気場は日

本付近から太平洋域、アメリカ東岸、北欧の 3

地域である。このことは、年間を通じて寒・暖
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気の南北交換の強かった年で、あることを示して

いる。

② 北半球の南北交換の強いパターンは10か月現

れた。この出現度数は1946年以来の記録である。

このパックグランドのもとで、極東域の寒気南

下型は49半句（67%）現れた。これは、 1947年

に次ぐ第 2の記録である。このため北半球全体

では、シベリアやアラスカ・カナダなど高緯度

地方は、暖気の北上の影響を受けた異常高温が

目立った。寒気場の日本の年平均気温は各地と

も｛丘めであった。

③ 極東の寒気南下のリズムは数か月のリズムで

繰り返している。図 3にみるように、西シベリ

アの気圧の尾根、日本付近の気圧の谷、この一

つのパターンが繰り返して持続したところに’81

年の天候の特徴がある。

1970年代の異常天候の特徴として、次の四つの

現象が注目を引いた。

① アフリカのサヘル地方、東アフリカ地方の慢

性的な干ばつは、注目された雨季6～ 9月も期

千寺さオ工なかった。

② ソ連の悪天と農業不振、’72年の干ばつ以来、

’75 （春の干ばつ）、’79、’80と農業不振が続い

図 3 年平均（ 1980年12月一 1981年II月）

偏西風の流れ（5,SOOm上空）

56 

た。この中で’81年は’72年に似た典型的な干ば

つ年ということになろう。

③ アメリカの’77年以来の 3年連続の大寒冬は、

継続した時間スケール、領域の広さからも大規

模なものであった。’81年 1月、’82年 1月と厳し

い寒波が伝えられたが、 2月に温暖に向かった。

④ 日本の夏の天候は、この10年間に、冷害を伴

うような 3回の冷夏（’71、’76、’80年）と干ば

つ年（’73、’75、’78年）を経験した。変化の激

しい異常気象時代である。’81年は、弱い冷夏、

水害の年という評価が妥当なところであろうか。

この冬、北日本では十0.2℃、西日本一0.2℃程

度で、北暖西冷の傾向はあるが、ほぽ平年並で、

昨冬のような豪雪のタイプではなかった。高気圧

の威力が昨年と異なることから、今後高温の機会

も多くなるだろうと，思われる。しかし、昨年まで

続いた異常天候については 警戒を怠るわけには

いかないだろう。

5 ’82年の今後の天候

(1) 今年の夏の天候を考察する前に、夏の天候の

経過を考えてみよう。図4は、東北地方の年々の

夏の気温である。その特徴は、 20数年ごとに現れ

た顕著な暑夏年の前後に冷夏群が現れていること

である。これをみると、今年は暑夏年の4年後で、

冷夏群から脱しつつあるようにみえる。

仙台管区気象台の資料によると、’80年など第 1

年目が－0.8℃以下の冷夏の後、 2年続いて気温

が負偏差であった年は、 1902年以来 8例数えるこ

とができる。続く 3年目の気温は 5例が正偏差、

3例が負偏差だが、共通していえることはいずれ

も 1、 2年目より高温であることだ。もちろん、

これは気候現状の説明資料で、議論しでもこれ以

上の予想はでない。

(2) 前兆現象の 1例として示した図 5は、前年秋

のシベリア高気圧の動向としての、エニセイスク

の気圧と夏の天候との関係である。高気圧が強す

ぎることも弱すぎることも、夏に寒気の南下する

可能性を物語っている。その後の経過を追跡する
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と、’62／’63年、’67／’68

年の冬のように、今冬も

図4 夏季（ 6-8月）の東北地方平均気温平年差の経年変化

また“北暖西冷”の傾向

をもった冬の天候となっ

ている。この種の冬の特

徴をとらえた資料は、夏

の一時期の低温を示唆し

ている。

(3) 昨年、大きな影響を

与えた三陸沖の海水温に

+2.0℃ 

+l.O 

。
-1.0 

2.0 

昭和2 10 

ついては、’79年、’73年と 6年ごとの海水温の高

い年が現れる。今年は少なくも高い年回りではない。

(4) 多くの資料を総合して出された気象庁の暖候

期予報（3月10日発表）の骨子は、次のようである。

① 梅雨はやや不活発で、一口に高温・少雨、局

地的大雨ということになる。この点は、昨年と

は異なる経過である。

② 盛夏期は夏の暑さ長続きせず、秋の訪れは早

い。少なくも昨年程度のことは考えて対策を採

らオ1,tごほうカfよい。

(5) 今、最も心配しているのは、次の点である。

図 6は、寒気の南下期の目安としての極東領域の

53 

20 30 40 50 57年

図5 ｜｜月のエニセイスクの気圧と翌夏の東北地方の気温の関係

0土1.0℃以上
0 +0.1～0.9 ・0.9-0.0・－1.0以下

No V. 1951 55 59 63 67 71 75 79 

偏西風の変動を示したも

のである。偏西風が南北

に蛇行して大規模な寒気

を南下させる時期は、こ

こ数年10か月程度のリズ

ムで変動し、次はこの夏

の後半と考えられるので

ある。これが、近年の異

常気象の系列である。別

に 3か月程度のリズムが

あり、これも 8月と予想

されている。偏西風の西

図6 極東域の偏西風の変動 東西流：北極寒気の蓄積、南北流：寒気の放出の過程を示す

100 
80 

風成分の強まる梅雨期は、むしろ陽性の梅雨と考

えられる。

(6) 重要なことは、寒気南下の時期とその量的な

判断であろう。現在 それを明確にする資料はな

い。しかし、少なくも強い寒気が南下するために

は、もっと近い段階、 5月以降の北極寒気と亜熱

8 I 9 llOl11l12!1'l I 2 J 3 I 4 
1981 

帯高気圧の動向を監視する必要がある。

長い先の予報は定性的で、かつ新しい資料によ

って再検討されていくものである。今後、梅雨の

経過、性格が夏の天候の重要なカギとなりそうで

ある。

（くぽき こうき／気象庁長期予報課）

57 



’82予防時報130

防災基礎講座妥援護警察援護援護襲警護襲撃豪援護援護家援護襲撃務襲撃襲撃護襲撃議襲撃警察義援護努警護務襲撃援護襲撃養護Z議後綴襲撃援護襲撃襲警察襲撃愛媛後務緩襲撃

台風の発生

低気圧は、温帯地方や寒帯地方で発生する温帯

低気圧（単に低気圧と呼ぶことが多い）と、熱帯

地方で発生する熱帯低気圧に分けられている。両

低気圧は、単に発生した緯度帯が異なるというだ

けではなく、発生・発達のメカニズムや構造も大

きく異なっている。

温帯低気圧のエネルギー源は、地球が太陽から

受ける熱のアンバランスによって生じた南北の気

温差である。南北の気温差が大きな所は位置エネ

ルギーが大きく不安定で、位置エネルギーを減ら

して安定になろうとする。この時に放出される位

鏡村曜

したがって、熱帯低気圧はエネルギー源の水蒸気

をたっぷり含んだ空気（暖かくて湿った空気）が得

られる場所、つまり熱帯の海上で発生・発達する。

日本では、熱帯低気圧のうち中心付近の最大風

速が33ノット（毎秒17m）以上を「台風」と呼ん

で特に注意をはらっている。というのは、最大風

速が33ノット以上になると大きな被害をもたらす

ことが多いからである（なお、33ノットに達しない熱

帯低気圧は「弱い熱帯低気圧」と呼ばれている）。

つまり、熱帯低気圧のうちで強く発生したものを

台風と呼ぶわけであるから、台風の発生する場所

は、たっぷり水蒸気を含んだ空気の得られる場所

ということになる（過去の調査では海面水温がほ

置エネルギーで温帯低気

圧が発生・発達するわけ

であるから、温帯低気圧

は気温差が大きい所（温

帯地方や寒帯地方の前線

帯）で発生・発達する。

しかし、熱帯地方のよう

に気温差が小さい所では

発生・発達をしない。

図｜ 台風の発生域 （緯度、経度 5度ごとに集計した）

これに対して、熱帯低

気圧のエネルギー源は水

蒸気が凝結する時に発生

する熱（潜熱）である。
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ほ＇27℃以上の海域で台風は発生している）。

台風は 1年間に約27個発生しているが、その発

生域を示すと図 1のようになる。フィリピン諸島

の東海上で多くの台風が発生し、南シナ海北部で

もやや多く発生している。しかし、フィリピン諸

島から東へ遠ざかるにつれ発生数は減少する。緯

度別にみると、台風が 1番発生しやすい緯度帯は

15° ～ 20° Nの間で全体の30%強、次いで10° ～ 15。

Nの聞が全体の30%弱を占めている。つまり、台

風の 6割は10° 一20° Nで発生している。

赤道付近で台風発生数が少ないのは、エネルギ

ー源の水蒸気をたっぷり含んだ空気が多量にある

ものの、赤道付近では低気圧性のうずができにく

いことなどから、そのエネルギー源を能率的に集

めることができないからである。逆に高緯度では

エネルギー源さえあれば、このエネルギー源を能

率的に集めることができるなどから、台風はどん

どん発生する。しかし、エネルギー源そのものが

夏の一時期を除いてない。夏になり、高緯度でも

海面水温が27°Cを越えるようになると、高緯度で

数多く台風が発生するようになる（図 2）。

台風が発生すると、年ごとに台風の発生を確認

した日付の順に台風番号をつけている。たとえば、

今年の 3月16日に発生した今年初めての台風は、

昭和57年台風第 1号、あるいは西暦の末尾 2字を

とって8201号台風と呼ばれている。このほか洞爺

丸台風（昭和29年）、狩野川台風（昭和33年）、伊勢

湾台風（昭和34年）というように、大きな災害をも

たらした台風には、上陸地点や災害地名、被災船

図 2 月別程度別台風発生数（1951-'77年）

Nl月2月3月 4月 5月6月 7月8月9月10月11月12月

40 

30 

名されている。なお、この時に沖永良部島で観測さ

れた907.3mbは、日本における最低海面気圧（陸

上）である。

2 台風の大きさ・強さ

気象庁の発表する気象情報や警報では、台風に

「大型でなみの台風」とか「小型で強い台風」と

いうように、大きさを表現する言葉と強さを表現

する言葉をつけて発表している。この台風の大き

さと強さの分類は、一つ一つ異なった顔を持つと

いわれている台風を便宜上表のように分類したも

ので、たとえて言えば人間の身長と体重に相当し

ている。身長と体重だけでは その人の体力があ

る程度までしかわからないのと同じで、大きさと

強さだけではその台風の破壊力はある程度までし

か判断できない。

たまたま、昭和53年の 8号台風（大型でなみ）、

ほぽーか月遅れて18号台風（小型でなみ）が共に

北九州に影響を与えたことがあった。この時に気

象庁の情報の一部しか聞かず「大型でなみの台風

舶などから特別の名前を

つけている。一番最近に

このような名前がつけら

れた台風は、昭和52年 9

月 9日に沖永良部島を直

撃し、大きな被害をもた

らした昭和52年台風第 9

号で、沖永良部台風と命

大きさの分類と強さの分類

lOOOmb等庄
風速25m/s

平呈 度 以上の半径
線の半径

（参考）

F皆 級 中心気圧
最大風速

（参考）

~~ 990mb以上 25m/s未満

ごく小さい lOOkm以下 な み 960～ 989 25～ 34 

小型（小さい） 100～ 200 lOOkm目IJJJt 強 い 930～ 959 35～44 

中型（なみ） 200～ 300 200 II 非常に強い 900-929 45～ 54 

大型（大きい） 300～ 600 300 II 猛 烈な 900未満 55以上

超大型（非常
600以上

400または

に大きい） それ以上

警察審議参議義援護議後襲撃援護警護義援護襲警護襲撃襲撃襲撃護議後援護襲撃義援物襲撃警察襲撃援襲撃襲撃援物議議委譲襲撃後援護襲撃議襲撃襲警護援護後援護襲撃援護援護参議襲撃襲撃警護
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であの程度の風なら、小型でなみの今度の台風で

はもっと大したことがなかろう」との誤解からの

油断で、残念なことに人身事故が起きてしまった。

正しくは、強さを主として中心気圧で、大きさを

主としてlOOOmb等圧線の平均半径で決めているた

め、中心気圧がほぼ同じ（共になみの強さ）であ

れば、 lOOOmb等圧線半径の小さい方（小型の台風）

が、気圧の傾きが大きいことになり強い風が吹くわ

けであるが、このようなことを知らなくても、気象情

報や警報の内容まで、注意していたらと残念に思う。

なお、「弱い台風」というとすぐ「大したことが

ない台風」と考える人がいる。しかし、少なくと

も台風と名がつく以上、中心付近では毎秒17m以

上の強い風が吹いていて大きな被害をもたらす可

能性がある。弱い台風といっても油断はできない。

3 台風の平均経路

台風の月別平均進路をモデル的に表すと、図 3

のようになる。矢印の出発している所がその月の

図 3 台風の平均

経路

(a) 7月

(b) 8月 (o) 9月

台風の発生しやすい所で、そこから平均的に12時

間で進む距離ごとに区切りを入れてある。なお、

8月に沖縄付近でループを描いたのは、この付近

で停滞する台風があるということを示すためであ

る。図から、夏台風は移動速度が遅い (12時間ご

との区切り間隔が短い）ものの日本付近で発生す

る、また、秋台風は日本から離れた場所で、発生す

るものの移動速度が速く、あっという間に日本に

近づくということがわかる。台風に対しては、夏

も秋も油断できない。

4 台風観測と予報

台風は、発生初期段階では周辺との気圧差が小

さいことに加えて、気象観測網があらい海域であ

るということから、地上天気図ではわかりにくい

ことが多い。このため、飛行機観測や気象衛星が

なかった時代は、台風がかなり発達するまではわ

からなかった。時には、上陸寸前までわからなか

ったこともある。

しかし、現在では静止気象衛星「ひまわり」が

1日8回（ 1 . 3 . 6 . 9 . 12. 15. 18. 21時）地球の

全球写真を送ってくるため、台風が発生したり、

発生するおそれがあればすぐわかるようになってい

る。なおここで、 1時の観測となっているのは、

太陽が地球によって遮られている真夜中は、動力

源の太陽電池が働かないからである。熱帯低気圧

の発生に関しての研究は、静止衛星が打ち上げら

(d) 10月

襲撃襲警察襲撃襲撃襲撃襲撃襲警護務援護援護義務援護襲撃警護援護襲警察援護警察議援護Z襲撃還後援護援護襲撃援護援護襲撃警護襲撃警察務襲撃議議援護襲撃襲撃襲警警察襲撃参議義務義務襲撃襲撃
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れてから本格的に始まったといってよく、まだ決

定的な結論が出ていないのが現状である。このた

め、台風の発生を早い時期から予報することは今

のところ困難である。

静止気象衛星と並んで重要な飛行機観測は米軍

が行っており、気象庁はデータをもらうだけであ

る。少し前までは、定期的にくまなく太平洋上を

飛び回って観測していたが、現在では気象衛星に

よる資料を参考として、重点地域を効率的に観測

している。米軍が主体であるため、どうしても観

測はグアム島周辺などが重点的となっている。

台風が北上し、北緯20度を越えるころから気象

庁では台風臨時体制に入り、当番者が増員される。

静止気象衛星観測や台風が接近した地方の陸上観

測・レーダー観測は、それまでの 3時間ごとの通

常観測から 1時間ごとの特別観測に強化される。

夏から秋にかけては、次から次へと新しい台風が

北緯20度を越えて接近してくるため、ほとんど毎

日臨時体制となる。

台風の予報のうち重要な問題はその移動である。

大雑把にいえば、台風は周りの風に流されて移動

しているといえるが、船が潮に流される場合と違

い、台風は周りの風によって流されていると同時

に、周りの風にも影響を与えている。そこで、電

子計算機を用いて台風とその周りの流れを数値的

図 4 台風の数値計算をする格子

（§は台風位置 なお実際はもっと細かい1
格子を用いている ／ 

国 、‘

に計算し予報するという方法が採られている。数

値的に予報するには、領域を格子網で覆い各格子

点上の値をもとに積分や差分を求めて計算するわ

けであるが、台風を詳細に計算するためには数十

km程度の細かい格子が要求される。また、台風の

周りの風を予報するためには、かなり広範囲な領

域を計算する必要がある。このため、そのまま計

算しようとすると、格子点の数が多すぎて大型計

算機すもその能力を越えてしまう。そこで、図 4

のように台風付近だけ細かい格子で計算し、台風

から離れるにしたがって段々粗い格子で計算する

という方式が使われている（細かい格子の部分は

台風dとともに手多重力させる）。

このほか進路予報には、現在までの動きからの

補外法（短時間予報では非常に有力）や、季節ご

と地域ごとにどういう進路をとりやすいかという

ことを調べておいて利用する統計法などが、補助

的に用いられる。

5 扇形表示から予報円表示へ

今年の 6月から台風中心の進路予報の表示方法

が変わり、図 5のような新しい表示方法となって

いる。

今まで使われてきた、いわゆる扇形表示と呼ば

れる表示方法は、昭和28年（対日講和条約が発効し

占領政策が終わった翌年）第 2号台風の時に新聞

"¥.. 百芝’ 図 5 台風中心の進路予報の表示方法
J （気象庁のパンフレットより）
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に掲載されて以来、長い間親しまれてきたもので

あるが、大きな欠点を持っていた。

それは、予報の誤差には進行方向と進行速度の

2種類がある（この二つが合成されたものが誤差と

なる）のに対して、扇形方式では進行方向の誤差

しか表現していない点である。このため、利用者

に台風の進行速度についての予報誤差がまったく

ないような印象を与え、 12時間後、 24時間後の状

態を表している 1本の線を目安に「台風はまだ来

ないだろう」と判断させてしまうということがた

びたびあった。

そこで、進行方向の誤差と速度の誤差の両方を

表現するために考えられたのが、予報円を用いた

新しい表示方法（子報円表示）である。 「両方の

誤差を表現するならだ円になりはしないか？」と

疑問を持った方がいるかもしれないが、実際に多

くの例で予報誤差を調べてみると、ほとんどの場

合両方の誤差はほぼ等しく近似的に予想中心を取

り巻く円分布となっている。そこで、表示の簡明

さ、情報伝達のわかりやすさ等を考え合わせると、

実用的にはすべての予報の場合について進行方向

と進行速度の誤差が等しいと仮定した方がいいと

いうことになり、予報円（予想される誤差の範閤

図 6 予報位置を中心に円を

描く時、その中に含ま

れる台風の割合

予報誤差の平均、つま

り予報円の半径を 1と

して図示した。なお点

線は正規分布の場合で

ある。
70 
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0.6 1.0 1.4 1.8×予報円
の半径

を示す円で、この円の半径は誤差の平均値となっ

ている）表示が採用されたわけである。

最近の24時間後の台風中心位置の子想誤差の平

土勾は、ほぼ 200kmぐらいである。そして、この誤

差の平均を半径として円を描くと（つまり子報円

を描くと）、予想位置の約 60%がこの円内に含ま

れている。また、予報円の 1.2倍の円を描いた場

合は、円内に約70%、1.5倍の円では約80%が含ま

れている（図 6）。図 6には比較のために、誤差分

布が統計でよく使われている正規分布の場合を点

線で記入しである。円の半径が小さい時には、正

規分布の場合より多く含まれ、円の半径が大きく

なると逆に少なくなるという傾向がみられるが、

実用的には正規分布と仮定して充分である。

予報円の利点は、進行方向・進行速度両方の誤

差を表現しているということのほかにも、表現が

簡単になること、予報精度の向上が円の大きさが

小さくなるということで表現できること（扇形表

示では、扇形幅が狭くなったということは必ずし

も予報精度が向上したとはいえない）、予報官の

考えている可能性の一番高い位置が利用者にすぐ

伝わることなどが挙げられる。

6 国際協力（TOPEX)

台風による被害は日本だけのものではない。東

南アジア各国でも、やはり台風により大きな被害

を受けている。このため、どの国でも台風の解析

や予報に力をいれている。東南アジア各国は、独

自の観測資料により（一部の資料はお互いに交換

されているが・・・・・・）独自の解析をしているため、

位置決定や進路予報などで、国により多少なりと

も差がある。一般に、その台風に一番近い国のも

のが一番精度がいいといわれているが、必ずしも

常ではない。また、各国独自の方法で台風に名称

や番号をつけているため、紛らわしいこともあっ

た（たとえば、昭和50年 10月30日に南シナ海で台

警察警察援護議議後警察務委譲援護襲撃務援護襲撃襲撃警護警察援護警察援護警護警察襲警護援護襲撃襲撃襲撃援護襲警察襲撃襲撃参議愛媛議援護援護警察襲撃援護議後援護議襲撃議議議後援護務
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風第22号が発生し、グアム島付近にあった第21号

とアベック台風となったことがあったが、この時

中国は、中国の方法で南シナ海の22号台風を20号

台風、グアム島付近の台風は日本と同じ21号台風

と日乎んでいた）。

各国で出される台風についての情報が異なって

いたり、あるいは紛らわしかったりすることを避

けるため、さらには各国の持っている技術を集め

てより精度のいい予報を発表し、それによって台

風災害から人命や資産を守ろうとする試みが、昨

年からすでにスター卜している。 TyphoonOpe r 

ational Experiment （台風業務実験、略してTO

PE  X）と呼ばれるこの試みには、毎年台風によ

り大きな被害を出している各国（日本、大韓民国、

中国、フィリピン、香j巷、タイ、マレーシア、ラ

オス、カンボジア、ベトナム）が参加している。

昨年度は、予備実験が 8月 7～ 8日に南シナ海に

あった台風第13号を対象として行われた。この予

備実験の結果を踏まえ、今年 2個、末年 2個の計

4個の台風について本実験が行われることになっ

ている。実験の方式として、各国の主任予報官が

東京に集まって実験センターを設置し、洋上に実

在する台風を対象として同一の資料で台風の解析

や予報を共同でやろうとする世界で初めてともい

える方式が採用されている。

TOPEXの評価や今後の国際協力の方法につい

ては、本実験の終わった段階（来年末）でないと

なんとも言えない。しかし、どんな形になるにせ

よ、今まで各国が独自に台風に取り組むという方

法から、各国が協力して台風に取り組み、協力し

て台風から人命や資産を守るという方法に変わる

ことは間違いがないと思われる。

なお、 TOPEXの計画会議の席上で決められ、

すでに実用化し役立っていることがある。それは

昨年 1月 1日から採用されている台風の共通番号

づけである。これは、各国が独自に用いている名

称や番号は各国の国内事情があるので従来通りと

し、これに資料を受ける側（特に船舶や外国の気

象機関）で混乱がないように共通番号をつけ加え

ようとする試みである。共通番号が実施されてか

ら、台風資料の混乱がなくなっている。なお、日

本で決定した番号を共通番号として採用すること

になっているため、日本に限れば台風番号と共通

番号は同ーである。

ここでは、台風についてこく基本的な事柄と、

今年 6月から始まった台風予報の予報円表示、昨

年から始まっている TOPEXといった新しい事柄

について、簡単に述べたにすぎない。台風につい

てもう少し詳しく知るには、やや専門的になるが

・日本気象学会（1976）；気象研究ノート 129号「台

風特集」が最適であろう。

台風は昔から日本にとって重大な関心事であり、

気象行政は台風とともに進んできたともいわれる

ほどである。このため、台風についての解説書は

多く、また、気象一般について解説した書で、も台

風はかなりのスペースを割いて記述しているもの

が多い。最近発行された本では

・岩波書店（1982）；高橋浩一郎他，衛星でみる日本

の気象 ・朝倉書店（1980）；日本気象学会教育と

普及委員会，教養の気象学 ・東京大学出版会

(1981）；浅井富雄他，大気科学講座2ホ雲や降水を

伴う大気かが役立つ。

また、マリアナ海難を取り扱った・評言社（ 1981) 

；斉藤実，海難と気象、とか、昭和54年に首都圏の

国電を全面ストップさせた20号台風を取り扱った

・第一法規出版（1980）；海上保安庁（ 1980), ドキ

ュメント海難 128人を救った男たち、洞爺丸台風

を取り扱った・文芸春秋（1980）；上前淳一郎，洞

爺丸はなぜ沈んだか、といった小説や、日本気象

協会の月刊紙「気象」に1980年の 1月号より連載

が続いている、筆者の「台風物語」も参考となろ

っ。
（にょうむら ょう／気象庁子報課）

議選議議選暴露警護選議選選警護霊感選議選議選選議選選議選選議議選議選議選議選議選警警察還さ議選：遼··~議選議議選選議選議選議選警護警警察警護議選選議選ミミ議選警護警察暴露議選奪還
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実梅津

は195.52で前年に比べて12%減少、 49年より著し

く減少し以後減少し続けている。また、石炭鉱山

における過去20年の死亡者10人以上の重大災害を

はじめに

昨年，北炭夕張新鉱の93人の死亡者を出した炭

鉱災害が新聞紙上を騒がせたことは、いまだ忘れ 年

はガス突出である。落盤等による頻発災害の方が

全事由別から見た割合は大きいが、ガス爆発や坑

内火災は重大災害として死亡者割合が大きい。 54

年の南大夕張、昨年の夕張新鉱の災害はガス突出

から二次災害を、前者はガス爆発、後者は坑内火

災を起こしている。

こご 2、3この表で見るように表 1に示す。

られないビッグニュースである。この事故災害の

ときもそうであるように、最近の炭鉱災害となる

と必ずといっていいほど、深部化あるいは奥部化

という言葉がでてくる。それがあたかも事故原因

の一つであるかのように思われている。確かに深

部化に伴って事故の危険性が高まってきたといえ

以上のような災害表からもわかるように、現在

日本の炭鉱ではガス炭じん爆発、自然発火、坑内

る。この危険性に対し“どのように安全対策が講

じられているのか”について少し述べる。

火災およびガス突出の保安に対して最も注意をは

らっている。最近の炭鉱災害2 
石炭鉱山における災害の推移
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特に高い（図1）。しかし、

全鉱山災害も鉱山保安法 1,000 
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炭鉱山のみでみるならば、

昭和53年の死亡者数27人

で前年に比べて31人、稼

働延100万人当たり災害率
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3 炭鉱の現状

炭鉱災害に関係の深いガス炭じん、ガス突出お

よび自然発火についての現状を述べる。

1) 坑内掘（日本では出炭量の95%を占める）に

おいては、常に強制通気によって坑内の可燃性ガ

ス（主としてメタン）を希釈し、作業環境の保全

のため作業場に新鮮な空気を送っている。保安

規則では、作業場（採炭切羽および掘進切羽）で

作業する人に対し 1人当たり 3m＇／分以上の空気

を送るよう規定され、坑道では風速 450m／分とお

さえられている。また、 1作業時間 1回以上規定

の箇所の気象データ（すなわち、風速・風量およ

び温度）を測定し、保安日誌に記入し、保安図を

作製することになっている。

可燃性ガスの規制について述べると、主要分流

（坑道の分岐流）の排気（坑内から入った空気が、

切羽を流れた後の汚染された空気をいう。排気に

表｜ 死亡者10人以上の重大災害

地区名 災害発生年月日 炭鉱名 事 由 別 死亡者数

福岡 36. 3. 9 上 清 土充内火災 71 

，， 36. 3. 16 大 辻 ，， 23 

札幌 36. 11. 30 福 住 ガス爆発 20 

宇部 38. 5. 7 大 f兵 坑内出水 15 

福岡 38. 11. 9 池 炭じん爆発 458 

，， 38. 12. 13 精 ガス爆発 11 

札幌 40. 2. 22 タ 張 ，， 62 

福岡 40. 4. 9 伊王島 ，， 30 

，， 40. 6. 1 山 野 " 237 

札幌 41. 3. 22 奈 知 ，， 12 

，， 41. 11. 1 奔 思り ，， 16 

，， 43. 1. 20 美 日貝 ，， 16 

，， 43. 5. 12 ，， 土）＇［.内火災 13 

，， 43. 7. 30 平 和 " 31 

，， 44. 4. 2 茂 尻 ガス爆発 19 

，， 44. 5. 16 歌志内 ガス突出 17 

福岡 44. 9. 22 下山 回 ガ ス 爆 発 14 

札幌 45. 12. 15 三井砂川 ，， 19 

” 46. 7. 17 歌志内 ガス突出 30 

，， 47. 11. 2 石 狩 ガス爆発 31 

，，， 49. 12. 19 三井砂川 ，， 15 

，，，， 50. 11. 27 中晃 内 ，， 24 

" 52. 5. 11 三井芦別 ，， 25 

" 54. 5. 15 南大夕張 ガス突出 6 

，， 56. 10. 21 北炭夕張新鉱 ，， 93 

（鉱山保安年報より）
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対し入気は、坑口から切羽までの新鮮な空気の流

れをいう）の、気流中および坑内作業場の気流中

におけるメタンの濃度は 1.5%以下、また、坑内

通行箇所の気流中においては 2.0%以下としなけ

ればならない。坑内の総排気の気流中のメタシは

0.5%に保つよう通気計画を行う。

なお、日本においては、炭鉱を保安法規上、甲

種炭鉱と乙種炭鉱に分けている。甲種炭鉱とは、

排気坑道の気流中におけるメタンガス濃度が0.25

%以上、採掘作業場（切羽）の気流中におけるメタ

ン濃度が0.5%以上、および通気施設の運転を 1

時間停止したとき、濃度が3.0%以上のメタンが

通行坑道または採掘作業場に見出される条件を満

たす炭鉱をいう。これ以外の割合メタンの少ない

炭鉱を乙種炭鉱と指定している。

2) 炭じんは、現在は非常によく処理されている。

石炭の採掘・運搬に当たっては 石炭の粉じん（炭

じん）が発生する。保安規則では、炭じんのうち

揮発分が11%を越え、比較的爆発しやすく、かつ、

爆発の伝ぱが容易なものを、爆発性炭じんとして

法規上の炭じん処理の対象としている。坑内保安

係員が30日以内ごとに、坑内全般について爆発性

の炭じんの危険の有無を検査し、その結果を保安

日誌に記載している。また、爆発性の炭じんの処

理および伝ぱ防止のため、爆発性の炭じんの発生、

存在箇所を毎日巡視し、その処理状況および爆発

伝ぱ防止施設を検査し、また、岩粉散布の実績を

定期的に測定し、これらの結果を炭じん処理簿に

記載している。

3) 山はね・ガス突出は深部化と最も関係のある

現象である。ガス突出とは、地層中に存在するガ

ス（CH4あるいはC02）が、地層の一部の破砕さ

れたものとともに坑内空洞内に急激に噴出する現

象で、経験者の言によると、①突出時には山鳴り

のような震動と炭壁を打ち破るような音とともに圧

風を感ずる。②多量の噴出ガス（主として日本で

はCH4であるが、オーストラリアではC02が多い

ようである）に伴って、粉化された石炭が波を打

つように坑道空間に流動する。この流動する速度

は時として人の小走りより速い。③この噴出流動
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ガスや粉炭や破砕岩石の流動現象は大規模のもの

でも分の単位で、終わる。④突出に伴う濃厚なガス

のため、酸素欠乏による窒息あるいは逃げ遅れて

埋没し、死亡することもある。⑤広範囲にメタン

が流動拡散するため、爆発の危険性をもっ。

日本におけるガス突出の主な事例を表2に挙げる。

このようなガス突出の発生機構とその原因は、

いまだ定説がない。これまでの現象から、多量の

ガスとガス圧に加え盤圧が要素であることは推察

表 2 ガス突出・山はね災害（含類似）統計

（昭和43年4月一昭和54年 5月）

発年月日 炭鉱名 事由別
リ災者数

備考
死亡重傷軽傷計

43. 5.12 美 日貝 坑 内火災 13 6 19 山はねが原因

5.30 新田川 ガス突出 3 6 31 40 

44. 2.13 赤 平 ガス突出 3 3 

5.16 歌志内 ガス突他出
（坑内その ） 17 17 

9.13 赤 平 坑（内山はそのね他） 1 

10. 7 美 日員 坑（ガ内スそ突の出他） 1 2 

45. 1.28 尺 号iJ ガス突出 1 1 

3. 2 清 水 沢 ガス突出 4 4 

4.13 子 ガス突出 2 2 

6. 2 局 松 側壁ネ崩壊［壁重の圧異に常よ圧る側出lJ 5 6 山はね

46. 7 .17 歌 志 内 ガス突出 30 58 7 95 

11.11 。晃 内 ガス突出

47. 2.19 朝 日 ガス突出 9 7 16 

5. 6 南大夕張 ガス突出 2 1 3 

6.28 タ 張 ガス突出 2 2 4 

48. 3. 5 清 水 沢 ガス突出 1 

3. 9 三井砂川 落ばん 5 1 6 異常ばん庄

49.12.14 夕張新
坑内その他

（異常ガスゅう出）

50. 7. 6 夕張新 ガス突出 5 11 3 19 

8. 2 。晃 内 側壁の崩壊 1 1 2 異常ばん圧

8.30 三井砂川 ガス突出 2 3 5 

11.27 幌 内 ガス爆発 24 7 31 ガ次ス突災害出

51. 4. 3 夕張新 ガス突出

6.26 ワ二工匂二 知 ガス突出 1 1 

52. 4.23 夕張新 ガス突出 炭層貫縦時

7 .19 ワ二工匂二 知 ガス突出 1 1 

11.30 池 側壁崩壊 1 2 3 

53. 6. 7 ヲ：｝－二 知 ガス突出 1 1 

8.29 池 異常ばん圧

11.21 。見 内 ガス突出

54. 2.24 三7工t二ユ 知 ガス突出

5.15 南大夕張 ガス突出 6 3 9 

委員会報告より
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されるが、どうしてこのようなガスとガス圧が、

どこに、どのように発生するか明確でない。しか

し、突出の発生しやすい場所として、摺曲・断層

等地層のじよう乱地帯、着炭際あるいは盤圧に対

抗しえない弱い強度をもち ガス透過性が悪い炭

層地帯などが挙げられる。

4）石炭鉱山での自然発火は、炭層あるいは払跡

の残炭から起こる。これは石炭によって起こりや

すいものと起こりにくいものとがある。同一種類

の石炭でも、地質条件や採掘方法等外的処理条件

によっても影響される。自然発火の難易について

箇条的に挙げると、

a) 石炭の化学的性質からみると、若年炭ほど起

こしやすい。揮発分の多く灰分の少ない発熱量

の大きい石炭ほど起こしやすい。また、硫化鉄

を含んでいる石炭も起こしやすい。水分にも影

響される。

b) 石炭の物理的性質としては多孔質で粉化しゃ

すいほど発火しやすい。

c) 炭層条件としては、断層や変動の多い炭層は

炭質がぜい弱で粉化しやすく、かつ採炭困難の

ため残炭が多くなり発火しやすい。なお、地層

の温度が高いほど石炭の酸化を促進する。

等が考えられる。これらの保安対策については後

節で述べる。

4 深部化と災害の危険性

深部に伴って、地圧の増加、ガスゅう出量、地

山の温度上昇など稼行条件は悪化の傾向にある。

ガス突出の頻度が増えてきたのも、深部化の一因

である。

表 3に、 49-53年間の稼行条件の推移を示す。

深度は坑口水準で、最大－985ill、最近10年間の平

均深度は 15.4m／年深くなっている。北炭夕張新

鉱の突出事故を起こした作業場は－810mである。

坑道は崩落や落盤のないよう鋼枠や木枠で岩盤や

炭層を支持しているが、深部化による地庄の増加

による部分的な山はねあるいは盤ぶくれ（アーチ

枠の場合、下盤の方は支持がないため応力は下盤



にかかり、下盤が盛り上がってくる）が著しい場

合がある。これは間接的には坑道の通気抵抗の増

大や運搬の能率低下につながる。

一般に、岩盤温度は 100m下がるごとに約 3℃

上昇するとされている。切羽の集約化・機械化など

により採炭速度も速くなり、深部移行率は30m／年

にもなると予想されている。作業環境温度のため

坑内冷房を行っている鉱山もある。

深部に進むにつれて、炭層からのメタンガスの

量も増加の傾向にある。これも先進ボーリングで

ガス抜きを行っているが、抜け方が悪いとガス突

出の原因にもなると考えられている。

ガス抜きを多く行うと、炭層によっては、この

ボアホールで自然発火を起こす事例もある。

この他に、災害とは直接関係ないが、表3で見

るように、石炭生産量当たりの坑道長が延び、こ

のため坑道支保の補修に人と経費を割かれている。

5 保安対策 表 3 稼行条件の推移
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触燃焼式あるいはサーミスタ式メタン計）を排気

側に置き、 1.0%に警報設置し、警報した場合、直

ちに作業を停止させる。また、切羽出口から排気

坑道30m の所に定置式可燃性ガス自動警報器を設

置し、ここで 1.5%を越えた場合、自動的に電気

機器に対する送電を停止するようになっている。

近年、集中監視装置の設置が義務づけられてい

る。これまで箇所的にも時間的にも、ともに点の

測定であったが、これによって連続測定できるよ

うになり、 2、3か所のガス濃度の推移を坑外で同

時に集中監視できるようになった。

このため、坑外から誘導無線により坑内と連絡

を取りながら坑内のガスの状態を判断している。

現在、日本で使用されている集中監視システム

は、検知部・搬送部および受信記録部から構成さ

れている。搬送は多重時分割搬送方式が主であり、

記録はアナログあるいはデジタル方式であるが、

前述の規定濃度以上になると、監視室でも警報を

年
平均稼行

平均 坑口基準下 平均 平均 平均 平均 平均 ト ン 総排気中 1,000トン

これまでに、炭鉱の保

安に対する現状あるいは

問題点を述べてきたが、

本項では炭鉱現場で深部

化の悪条件に抗して、保

安をどのようにして維持

しているかについて、王

だった項目別に述べる。

1 ) 可燃性ガス（主とし

てメタン）

先に述べた甲種炭鉱に

おいては、可燃性ガスの

監視を厳しく規制してい

る。常時係員が可燃性ガ

ス検定器（光干渉式メタ

ン濃度計）を携帯し、そ

の都度ガス濃度をチェッ

クし、安全を確認してい

る。切羽においては、携帯

用メタン自動警報器（接

切羽 切羽深度 炭層

山丈 炭丈 歩留 平均 最大 傾斜

月末 (m) (m) （%） (m) (m) （度）

49.3 2.10 1.85 72 -531 - 33 

50.3 2 .12 1.85 72 -541 一1,022 28 

51.3 2.16 1.94 72 -538 823 31 

52.3 2.16 1.80 69 555 818 35 

53.3 2 .17 1.86 72 -571 - 985 30 

図 2 ガス検知器坑内設置図

ベルト坑道

0 100 200 300 400 

往復

時間

（分）

80 

81 

82 

81 

79 

運搬 切羽 切羽 当fこり のトン当 当たり維
fこりメタ

距離 ifii_f.支 風量 排水量 ンガス量
持坑道長

(m) （℃） m＇／分 m'/t (m') (m) 

5,246 20 471 6.2 29.6 72.5 

5, 719 21 511 6.1 29. 9 68.8 

5,922 22 441 8. 7 30.6 78.3 

5,563 21 469 6.0 27.4 75.9 

5 ,856 22 491 5 .0 26.5 74.8 

通商産業省炭鉱設備等（切羽）調査による

0直送式カス検知器（ 1～ 5) 
。搬送式力、ス検知器（ 1～ 3) 

日搬送式送信器
直送式坑内分配器

④風速計

⑦温度計
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発するようになっている（図 2）。

これらの集中監視システムは、坑内からの情報

を集録するのみであるが、将来は監視点も多くな

るため、たとえば、各地区ごとのメタンの推移あ

るいは発破後、ガスの CO と自然発火の COの処

理等を分析して、坑内に指示を与えることができ

るといった処理システムも考慮すべきであると考

える。

2) 炭じん

炭じんの発生または飛散防止のため、特に注意

すべき個所としては、①採炭機械、ピック等の使

用により爆発性の炭じんが発散しやすい採炭作業

場および掘進作業場、ならびにその付近、②炭層

発破の前後における発破箇所およびその付近、③

石炭の積込み口および積換え場、④坑内貯炭場お

よび臨時に坑内に集積した石炭の全面、⑤鉱車お

よびベルトコンベヤーの積込みの直前もしくは直

後における石炭の全面、または適当な箇所におけ

る鉱車内の石炭の全面の 5か所が挙げられている。

これらの箇所に対して 次のような炭じん抑制

方法が採られている。

(1）炭壁注水一一炭層内に高圧水を注水する法。

日本であまり利用されていない。

(2) 水タンピングおよび噴霧発破一一この方法は

炭層発破時、ガス炭じんへの着火防止とともに

発じん防止の一手段として利用されている。前

者は発破子L1孔の装薬量lOOgに対し、約3oome

の水量で発じん量を50～ 60%抑制する。後者の

噴霧発破は、北海道地区の炭鉱で行政指導で実

施されている。これは 発破直前から発破後し

ばらくの問、発破個所において水噴霧を行う方

法。通常水量40～ 60RI分。

(3) 採炭機械類および、運搬積換え場所の散水一一

機種によるが大型機械で、は散水量100RI分以上

水圧 5kg/cぼである。

たい積炭じんは、発生源から浮遊炭じんとなっ

て飛来集積するものと、石炭が粉化されて、その

場にたい積したままで存在するものとがある。飛

散防止には散水と塩化カルシウムをペースト状に

して吹き付ける方法がある。後者は西ドイツで使
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用されている。

炭じん爆発防止は、火源となりやすいものの対

策と爆発性をなくすための対策とに大別される。

前者の火源としては、発破および電気機器が挙げ

られる。これについては後述する。後者は岩粉散

布によって爆発性をなくす方法である。岩粉散布

量は告示による算定式によって決められる。

次に爆発伝ぱ防止施設を設置しなければならな

い。爆発伝ぱ防止とは、なんらかの原因で作業場

およびその付近でガス炭じん爆発が起こった場合、

これを最小限に阻止しなければならない。このた

め、伝ぱ防止施設として、岩粉棚または水袋を用

いて爆発火炎を阻止する方法を設置することが規

定されている。この施設には、普通爆発伝ぱ防止

施設と特別爆発伝ぱ防止施設の二種類がある。こ

れは二段構えということで、前者で阻止できなか

った場合、後者で阻止するものである。これらは、

いずれも爆発の際の圧風で飛散するようになって

いる。

しかし、 j果音Gイ七によりメタンのゅう出が多くな

ると、坑道にメタンレヤーあるいは高濃度に分布

し、爆発よりも燃焼過程において、これらを火炎

が通過する場合がある。したがって、近年、作動

式爆発伝ぱ防止装置が開発され、各国でも実規模

テストを行二っている。

3) ガス突出

保安規則では、ガス突出による危険発生のおそ

れが多い区域をガス突出警戒区域としτ設定し、

この区域において坑道を掘進するときは、先進ボ

ーリングをしなければならないと規定されている。

ガス突出の予知は 地域的な予知法として地震

計による坑外からの観測によって地域を指定する

という研究が進められているが、坑外から坑内へ

移して領域を狭めて観測する研究が、現在北海道

の一部の炭鉱で行われている。このほかに石炭の

粉砕性が大きいほど突出しやすい。これに関連し

て、きれつの数が多いほど粉砕性が大きいため突

出しやすい。また、石炭の脱着速度と突出性につ

いていろいろ試験的に行われてきた。

なお、局部的予知法として、ボーリング孔のガ



スの自噴量・自噴圧によって突出の危険性を予知

する方法は、ボーリングの際の繰粉量の測定とと

もに各炭鉱で予知方法として行っている。これら

は定期的に測定し、その推移から予知する。すな

わち、図 3に示すように自噴量・自噴圧が急に減

少する場合、危険であるとされている。この三つ

の項目が現場で定着しているが、これも地質条件

によるので、数値に評価することが難しい。した

がって、各炭鉱単位で判断しているようである。

現在、研究の過程にあって有望視されているのが

Acoustic Emissionによる方法である。これは、

突出の前兆として起こる破壊音をとらえて予知す

る方法であるが、これ単独での評価よりも岩盤応

力と関連させ複合的に測定することを現場で試験

中である。

ガス突出の予防対策といっても、その機構が解

明されない限リ的確な方法は考えられないが、前

述したように、炭層内のガス圧・ガス量および盤

圧との関係であるということから、ガス抜きボー

リングで炭層内のガスをできる限り抜く手法であ

る。図 4にその一例を示した。ガスを効果的に抜

くにも、孔径を小さくして孔数を多くするか、そ

の逆に孔径を大きくして孔数を減らすかはその炭

層や地庄のかかり方によって多少の違いがある。

一般に、ガスのよく抜け 図 4 地山ガス抜き実績図（平面図）

る炭層はあまり突出を起
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ドが進まない事がある。

このような時、突出の危険性を考層、しなければ

ならない。圧力開放とガス抜きを兼ねて大口径ボ

ーリング（ 250 mm径、さく孔長10m ぐらい）を行

って、時々突出を小規模に起こさせている鉱山も

ある。

また、これらの予防対策として、 Iか所から数

十本もボーリングを行っているが、個々の孔から

どれだけガスを抜いたかという量が計測できない

のが一番問題となっている。現在、数十本が合流

した所でしか計測されていないため、どの方向の

ボーリング孔が抜けにくいという詳細が記録されて

図 3 気流中のガス濃度の変化（ 14QL夕張 3番層坑道）
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いない。計測方法が未開発のためである。すなわ

ち、約 150mm径のボーリング孔から常時600～ 700

mmAgの負圧でガスを抜いているが、炭じんや水が

ガスに混入されていて普通の流量計ではいずれも

計測できない。

4) 電気機器およびその他の火源

メタンガスの雰囲気で使用される電気機器は、

常に爆発や燃焼の火源となるため、保安規則では

甲種炭鉱に対し、坑内で使用する火薬類その他の

材料・機械または器具等については検定に合格し

たものでなければ使用してはならないことになっ

ている。また、その検定は公害資源研究所が施行

することになっている。その王な機械・器具とし

ては、電気機械および電気器具、さらに、火花ま

たは高熱を発する機械および器具である。これら

はJISC 0901-903に規定されている。

この電気機器類は深部化による影響はそれほど

ないが、深部化に伴ってガスゅう出量が多くなり

事故の原因となるのが発破である。発破に対する

メタン濃度の規制については表4に示す。また、

火薬類は検定に合格したものを使用するが、異常

発破による災害の危険性がメタンが多いほど問題

となる。現在、発破によるメタンへの着火を防止

するため、発破時には必ず水タンピング？や水噴霧を

行いながら発破を行うことに行政指導されている。

もう一つの問題は静電火花である。これは、通

常の作業場では70～ 80%の相対湿度をもっている

が、ガス突出時においては、突出ガスや粉炭はか

なり乾燥状態のものであるため、広範囲の雰囲気

の相対湿度が低い値を示すものと考えられる（い

まだ実測値はない）。したがって、このような条件

下では、メタンへの着火の可能性は充分に考えら

れる。石炭鉱山ではないが石灰石鉱山ではAN 

F Oを使用しているため、静電気による雷管の暴

発事故が 2、3年前に続発したことがある。

静電気によるメタンへの着火を防ぐため、坑内

の局部通気に使用されている従来の塩化ビニル風

管（ビニル風管あるいはターボリン風管ともいう）

を、すべて導電性のよい耐静電気風管に取り換え

た。各鉱山で使用している。また、雷管も石灰石
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鉱山の暴発事故にかんがみ、耐静電気雷管を使用

している。

5) 自然発火

前節で述べたように、坑内での自然発火条件は

多種多様で保安対策も非常に難しい。深部化に伴

って、白然発火のしやすさは増々複雑化される傾

向にあり、その防止対策も難しい。したがって、

各炭鉱では防止対策として、払跡の漏風はもちろ

ん、残炭を可能な限り少なくするようにしている。

深部化に伴い、ガスゅう出を防ぐため数多くのガ

ス抜きを行っている。これが600-700mm水銀キ主の

負圧で引いているため、このボアホールからのき

れつが上部坑道等に連絡され一種の漏風状態と

なることが考えられる。

現場としては防止対策はもちろんであるが、自

然発火の早期発見に力を入れている。早期発見の

指標として、臭気、自然発火の時の発生ガスある

いは温度が考えられるが、現場ではもっぱら C0 

ガスを指標としている。自然発火が起こりやすい

所に COの検出用のガスセンサーを用いて坑外の

集中監視室に搬送するか、あるいはチューブハン

ドル（約 5mm｛至のアクリル製のチューブを 7-10 

本を束ねて 1本にした束管）を用い、ガスを直接

吸引して特免区域や坑外の集中監視室におかれた

赤外線分析計にて濃度を記録し、監視している。

この場合の COの警報濃度はlOOppmである。これ

と並行して、主要扇風機の総排気の所で自然発火

と坑内火災の予知を兼ねて赤外線分析計にてCO濃

度を監視している。 CO濃度はlOppmといった低

濃度の検知を行っている。これらの監視において

は、近年は、 C0 濃度そのものでなく、濃度の推

移、すなわち、濃度の上昇率を監視するようにな

っている。しかし c Oの増加率と自然発火との

関係はいまだパターン化されていない。

6) その他

避難対策に対し、現在、坑内に入る時はだれも

が必ず一酸化炭素用自己救命器（ COマスク）を

携帯することが規定されている。これは、ガス炭

じん爆発によるり災者の大部分は、爆発の後、ガス

中の COによる中毒者であることから、 CO中毒



表 4 発破に関する規制

可 ム月kE な 発 破 の 種 実買
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保のため冷房を使用す

る時の通気計算

1. 導火線発破 2.イ遅発電気 3. 導爆線使用によ 4イ．瞬発電気雷管使 2. ゅう出あるいは一時

噴出したガスの処理と、

一時退避の方法

雷管 る電気発破 用による電気発破

ロ．電気導火線 ロ．点火後100ミリセ

規制可燃 使用による電 コンド以内に起爆が

性ガス含 気発破 完了する遅発電気雷

有率パー 管使用による電気破

セント 発

0.5未満 。 。 。 。
1.0以下 。 。
1.5以下 。

（注） ガス突出のおそれが多い箇所において、誘導発破をするときは、上表4.イ．ロ以外の点火法

3. 保安計測点の増加に

伴う信号搬送方式の簡

便化、光ファイパー等

の利用

の禁止（炭則第187条第 5項）

防止のため、避難に対してこれを着装することに

なっている。しかし、深音E化に伴い、ガス突出あ

るいは局部的なガス噴出に対して、一時的にも避

難しなければならない場合、メタン濃度が高く、

酸素欠乏の空気中では COマスクは適用されない。

c Oマスクは CO濃度 1 %以下、 0215%以上の空

気に有効である。したがって、坑内の切羽近くの

入排気側に救急バルブ（あるいはマニホルド）と

いって、肩の付近までくるような袋を頭からかぶ

り、上頭部から圧縮空気を吹き込む一種の救急袋

が坑道の所々に設置しである。退避の途中でこれ

をかぶり、その場で通気が正常になるのを待つの

である。北炭夕張新鉱のときもガス突出が起き、

避難途中、救急ノtルブの設置箇所でこれをかぶり

時間を待って退出した人もいる。

甲種炭鉱では、 1斑の人員 5人以上、 5班以上

を救護隊として編成し、酸素呼吸器24組以上とそ

の付属品を備えることが保安法規に規定されてい

る。この救護隊員は 3か月に 1回以上の訓練を行

う。日本においては北海道と九州に保安センター

があり、ここの模擬坑道で実戦的訓練と酸素呼吸

器の整備訓練を受けるようになっている。

6 保安対策と研究課題

深部化・奥部化とともに夕張新鉱のような大災

害が起きると、研究課題も新たな観点から見直す

必要があると考える。今後の研究課題として、思

いついたままを挙げる。

1. 温度を加味した通気網計算および環境温度確

4. ガス突出の予知とそ

の機構解明

5. 地山内の探査

これらのなかで、当公害資源研究所ですでに研

究しているものもある。また、将来は採炭作業も

遠隔化から自動化、さらに無人化という段階で研

究が進められて行くものと考える。

7 むすび

災害に対する安全保安は予測の時代であるとい

えないであろうか。すなわち、予知予防時代であ

る。この予知予防のためには、災害の発生機構あ

るいは現象を充分に把握することが必要である。

ところが、炭鉱では自然発火やガス突出に悩ま

され、充分な予知予防もなく重大災害の原因とな

っている。これは、いずれも発生機構が充分にわ

かっていないからであろう。どこに、どのように

して起こるかまったく予測できないといっても過

言でない。予測できない部分があまりにも多過ぎ

るようである。まだガス炭じん爆発などは予測で

きなくても、火源をまったく絶つという予防はあ

る意味では可能である。しかし、ガス突出を一例

に挙げれば、石炭を掘る限り、地圧の不均衡は避

けられないとなると、ガス爆発と違って予防する

ことにド艮りカfある。

最後に、炭鉱で働く人々がこのような難問を常

に考慮、しながら、エネルギー確保のために努力さ

れておられる中で、私たち研究者も微力ながらそ

の難問の解決に挑戦している次第である。

（うめず みのる／工業技術院公害資源研究所）
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協会だより
日本損害保険協会の防災活動や損害保険業界の動き＼とくに
防災活動を中山にお知らせするページです。協会の活動につ
いて＼ご意男やご質問がございましたら＼何なりとお気軽に
編集部＝当協会予防広報部防災課あてにお寄せください。

消防自動車を60台自治体へ寄贈します。

当協会では防災事業の一環として、消防自動車

などの寄贈を行っております。本年度もその寄贈

先が次のように決定しました。

2 

3 

防火運動用ポスター（62万枚）ー・自治省消防庁

震災対策用機材・・・・・・東京都

起震車 1台

災害用人員資材輸送車 1台

震災時用携帯無線機 100台

組立式訓練用ハウス 1式

消防自動車（60台）

・屈折梯子車 1台……東海市（愛知県）

・救助工作車2台……南越消防組合（福井県）、鳥

取県東部広域行政管理組合（鳥取県）

・重化学車2台・・…・）｜｜崎市（神奈川県）、北九州市

（福岡県）

・軽化学車3台……秦野市（神奈川県）、知多南部

消防組合（愛知県）、岐阜市（岐阜県）

・水槽車19台……三沢市（青森県）、能代地区消防

一部事務組合（秋田県）、多賀城市（宮城県）、栃

木地区広域行政事務組合（栃木県）、川越地区消

防組合（埼玉県）、吉川町・松伏町消防組合（埼

玉県）、長野市（長野県）、飯田地区広域消防組合

（長野県）、藤枝市（静岡県）、芦原町（福井県）、

鯖江丹生消防組合（福井県）、七尾鹿島広域圏事

務組合（石川県）、舞鶴市（京都府）、西葛城消防

組合（奈良県）、箕面市（大阪府）、岸和田市（大

阪府）、徳山市（山口県）、廿日市町（広島県）、東

部消防組合（沖縄県）

・標準車33台……南空知消防組合（北海道）、上川

中部消防組合（北海道）、増毛町（北海道）、東十

勝消防事務組合（北海道）、櫓山広域消防組合（北

海道）、釧路北部消防事務組合（北海道）、大槌町

（岩手県）、東根市（山形県）、糸魚川市（新潟県）

巻・潟東消防事務組合（新潟県）、分水町（新潟

県）、新津市（新潟県）、佐渡消防事務組合（新潟

県）、笠間市外2町広域消防事務組合（茨城県）、石
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橋地区消防車且合（栃木県）、三浦市（神奈川県）、

天竜市（静岡県）、宇奈月町（富山県）、刈谷市（愛

知県）、大府市（愛知県）、大津市（滋賀県）、八日

市市（滋賀県）、泉佐野市（大阪府）、阿新広域事

務組合（岡山県）、宝塚市（兵庫県）、揖南消防事

務組合（兵庫県）、宇和島地区施設事務組合（愛

媛県）、大洲地区広域消防事務組合（愛媛県）、綾

歌東部消防事務協議会（香川県）、土佐市（高知

県）、美馬西部消防組合（徳島県）、壱岐広域園町

村組合（長崎県）、飯塚地区消防組合（福岡県）

新作防火映画の貸出しを始めました。

昭和56年度制作の防火映画「たとえ小さな火で

も一火災を科学する一」がこのほど完成し、各地

方委員会で貸出しを始めました。各種催事にご活

用下さるようご案内します。なお地方委員会の電

話番号は表3に、映画の内容紹介は表4に掲載し

てあります。

図書紹介

「ノ＼イン 1）ッヒ産業災害防止論』

ハインリッヒ／ピーターセン／ルース著

井上威恭監修

総合安全工学研究所編訳

本書は、 1: 29 : 300で我が国でもよく知ら

れている勺＼インリッヒの法則かを世にだ

したIndustrialAccident Preventionを、

その後の技術革新を踏まえて改訂された最

新版から翻訳したもので、安全管理の原点

におかれる必読図書といえる。特に本版に

は、リスク・マネージメントや賠償責任保

険など保険にかかわる問題が新たに追加さ

れている。

(A 5判／320頁／定価3200円）

（海文堂出版（株）刊（03)815-3292)



57年 2月.3月・ 4月

災害メモ

女火災

•2 ・ 5 神奈川県横浜市中区の大

桟橋C号岸壁で、停泊中の貨客船万

景峰号（3,573t）船底部付近から出

火。上部船室に延焼。 9名重軽傷0

•2 ・ 6 東京都中央区築地の都中

央卸売市場築地市場内の水産物仲却

店舗武長付近から出火。約 1,000m' 

焼失。 1名死亡0

•2 ・ 8 青森県北津軽郡板柳町石

野の民家 1階居間から出火。 1棟約

80m＇全焼。積雪のため逃げ出せず 4

名死亡。ストーブの火の不始末らしい0

•2 ・ 8 東京都千代田区のホテル

ニュージャパンで火災。 7・9・10階と

塔屋計 4,180 m＇焼失。 33名死亡、 27

名負傷。

•2 ・ 17 東京都文京区本郷の宝美

術店 3階から出火。約300m＇焼失。 1

名死亡。美術品計 1億円相当の被害0

•2 ・ 18 静岡県三島市本町の春秋

堂書店 2階居間付近から出火。 l棟

約 280M全焼。隣接食堂などに延焼

し計 6棟約l,280m＇全半焼。 5名死亡0

.3・3 宮城県仙台市福室字弁当

の棟割リ住宅から出火。 1棟 132m' 

全焼。 4名死亡0

.3・6 北海道札幌市西区の住宅

で火災。 1棟約60m＇全焼。 3名死亡。

.3・8 東京都北区滝野川の布団

製造販売業亀印寝装の工場付近から

出火。同工場と倉庫兼工場計2棟全

焼。さらに南北の民家に延焼し計12

棟 2,200m＇全半焼。 31名り災。放火

らしい。

.3・9 青森県南津軽郡尾上町の

住宅兼公衆浴場の 1階居聞から出火。

I棟と棟続きの資材置き場約 360ぽ

全焼。 4名死亡0

.3・10 兵庫県尼崎市南竹谷町の

アパート寿荘1階玄関付近から出火。

延べ 216m＇全焼 o 4名死亡、 2名軽

傷。放火らしい0.3・18 長崎県佐世保市立神町の

佐世保造船所蛇島岸壁で修理中のタ

ンカ一、パラウニ号（45 '752t）で、

溶接作業中の機関室から出火。 10名

死亡、 2名負傷。.3・18 兵庫県西宮市上大市の報

徳学園で、体育館外に置いてあったマ

ットから出火。窓から館内に燃え移

り1棟約1,900m＇全焼、 1棟部分焼0

.3・23 東京都北区東十条の須坂

製作所兼アパートから出火。隣接住

宅などに延焼し計 5棟全半焼、 11棟

部分焼、 1,070m＇焼失。放火らしい 0.3・27 東京都江戸川区西一之江

のアパート第二鈴木荘で、外に設置

しであるプロパンガスボンベ周辺か

ら出火。同アパートと隣接アパート

竹美荘計 2棟480m＇全焼。 5名死亡、

4名重軽傷。放火らしい。.3・29 秋田県由利郡大内町の農

家台所付近から出火。 l棟約 330m' 

と隣接作業小屋が全焼。 4名死亡0.3・29 神奈川県相模原市淵野辺

の麻布大学学生会館付近から出火。

l棟約 1,680Uと隣接運動部用建物

約170m＇全焼。不審火 0.3・29 奈良県吉野郡東吉野村の

旧明神平スキー場山小屋で火災。約

310m＇全焼。 4名死亡0.4・12 山梨県甲府市丸の内の繁

華街にあるマルケーパチンコ店から

出火。同店舗 l棟約 600M全焼。火

は西隣に延焼し 4棟21店舗約 1,500

m＇を全焼、 I棟約60m＇半焼、 5棟部

分焼。消防署員 1名負傷。

.4・14 秋田県仙北郡角館町の民

家 1階居間付近から出火。 1棟 182

U全焼。 4名死亡。

＊爆発

.3・31 茨城県鹿島郡神栖町の鹿

島石油鹿島製油所で、第 I重油直接
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脱硫装置が爆発・炎上（グラビアペ

ージへ）。

＊交通

•2 ・ 24 北海道後志管内余市町黒

川町の国道 5号で、乗用車がトラッ

クと正面衝突、大破。 4名死亡。

.3・4 静岡県引佐郡三ケ日町の

東名高速下り車線で、道路わきに停

車中の大型トラックに保冷車が追突。

3名死亡、 1名負傷0

.3・7 北海道日高管内様似町の

国道 236号塩釜トンネル内で、乗用

車同士が正面衝突。 3名死亡、 5名

重軽傷。.3・15 愛知県名古屋市の国鉄名

古屋駅構内で、連結待ちのブルート

レイン寝台車（ 6両編成）に、ディ

ーゼル機関車が時速SOkmで、激突。寝

台車の下へもぐり込み 3両脱線。 14

名負傷。酒気帯びの上、居眠り運転

らしい。

.4・2 福島県二本松市藤之前の

東北自動車道下り車線で、大型トづ

ックのタイヤがパンク、上り車線に

横転。そこへ上り車線の大型トラッ

クが衝突。後続のトラック 5台も次々

玉突き衝突。 4名死亡、 10名重軽傷。.4・29 香川県仲多度郡満濃町の

県道交差点で、乗用車とダンプカー

が衝突。両車が約lOm暴走し田んぼ

に転落。 3名死亡、 3名重軽傷。

＊海難

.3・19 東京都八丈島東 180kmで、

貨物船アカデミースター（33,442t・

31名乗組）が船体に亀裂を生じ浸水。

航行中に千葉県千田海津沖合で座礁。

燃料重油約450k£ と微粉炭53,000tが

流出。 26日現在付近沿岸約50kmを汚

染。また、 4月3日大シケによる高

波で、船体が真っ二つとなり海藻や員

類の損害推定数十億円。.3・28 福岡県福岡市西区の博多
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湾で、帆走中の小型ヨットが転覆。

4名死亡。操船未熟のため。

＊航空

•2 ・ 9 東京都大田区の羽田空港

滑走路手前 300mで、日本航空Dc 
8型旅客機（片桐清二機長他乗員乗

客 174名）が異常降下、墜落。 24名

死亡、 150名重軽傷。

＊自然.3・21 長野県八ヶ岳連峰阿弥陀

付近で大規模な表層雪崩。神戸みな

と勤労者山岳会ら14名が生き埋め。

12名死亡。

・3・21 北海道日高支庁浦河沖で

M7.3の地震（グラビアページへ）0.4・26 長野・群馬両県にまたが

る浅間山が、 48年 2月以来 9年ぷリ

に噴火。周辺地域ほか千葉、埼玉、

東京都内でも降灰を記録。

＊その他

•2 ・ 20 神奈川県川崎市幸区河原

町の県営河原町団地 3号棟 920号で

ガス湯わかし器の不完全燃焼による

一酸化炭素中毒。 4名死亡。

•2 ・ 26 福岡県糸島郡志摩町のミ

カン園にあるビニールハウスで、 ft

業員 4名が保温用ガス調整中に一酸

化炭素中毒。全員死亡0.3・12 札幌管区気象台で通信回

線テストのため気象庁に気象情報を

流したところ、機械操作のミスから

テスト用地震情報が流れ、共同通信

の配信で一部のラジオ局が地震情報

を放送。.4・11 宮城県気仙沼市気仙沼港

の魚市場岸壁で、停泊中の貨物船第

11プンヤン号（828重量t）が冷凍マ

グロ荷揚げ作業中、魚倉内にアンモ

ニアガスが噴出。 7名死亡、 7名重

軽症。荷揚げ用の網が冷凍用アンモ

ニアガスパイプに接触してパイプが
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折損、ガスが噴出したらしい。

＊海外

•2 ・ 15 カナダ・ニューファンド

ランド島沖で、オイルリグオーシャ

ンレインジャー号が荒天の中で転覆。

84名全員絶望。

.3・4～ 5 トンガで 2日にわた

る暴風雨。住居に大きな被害をうけ、

約45,000名がり災。数十名死亡。被

害総額約100億円。

.3・6 米・ヒューストン市の14

階建てホテルウエストチエース・ヒ

ルトンで火災。 10名死亡、 35名負傷。.3・16 米・ニューヨーク市の地下

鉄通勤電車が川底トンネル内で火災。

108名重軽傷。電気系統からの出火0.3・29 メキシコ・タパスコ外｜の

エルチチョナル火山が大噴火。流れ

出た溶岩や火山灰で、少なくとも 3

か村が埋没。 4月 3日にも最大の曝

発。 12名以上負傷0.3月 米・中西部で、大雨と雪ど

けのため70年ぶりの大洪水。多くの

川がはんらんし、 16日からは竜巻も

各地で発生。インジアナ、オハイオ、

ミシガン州で住民4,000名避難。.3月 中国・黄河中流で流氷が発

生。山西・内蒙古・快西各省、自治

区の境界地域で大洪水被害。

.4・2 米・中西部、南部12州で

86回の竜巻。 4日現在46名死亡、 6

名行方不明、数百名負傷。数千名家

を失う。.4・12 ビルマ・ラングーンで大火。

住宅から出火し、学校3、家内工場

12、民家1,555を焼失。9,814名リ災0.4・25 イタリア・トジで古美術

品展示会場の 5階建てビル 3階で爆

発・炎上。少なくとも34名死亡、数

十名重軽傷。パーのガス漏れらしい0.4・26 中国・桂林で、中国民航

トライデント型旅客機（乗員乗客112

名）が墜落。全員死亡。

編集委員

赤木昭夫 NHK解説委員

秋田一雄 東京大学教授

安倍北夫 東京外国語大学教授

生内玲子評論家

岡本博之 科学警察研究所交通部長

鎌田依喜 東京消防庁予防部長

塚本孝一 日本大学講師

根本j頓吉 気象研究家

藤沢 淳 日本火災海上保険鮒

本位田正平 住友海上火災保険欄

編集後記

．放火が増えて、東京消防庁管内で

は、 4月19日現在で 766件を数える

と報じられました。東京では、昭和

52年から、たばこH に代わって、放

火かが出火原因の第 1位になってい

ます。ちなみに、 10年前の47年には

年間で 955件でしたから、急増ぶり

がうかがえます。．ところで、その

10年前には、どんな災害があったか

なと、本誌90号の災害メモをひもと

いてみると、 118人の死者を出した

大阪千日デパートビ、ル火災が目につ

きます。あれからもう10年になるの

かと驚いたりするわけですが、過去

の災害の発生年などというものは、

よほど大きな災害でも、なかなか記

憶できないものです。．「調べ物を

するとき、予防時報の災害メモは便

利なんだよ」という読者の声をよく

耳にしますが、朝、毎、読3紙から

コツコ、ソ拾い出してメモを作る地味

な仕事も、読者に喜ばれていると思

うと張りが出てきます。 （小関）
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・主な被害（ 4月20日現在北海道調べ）

死者 。
行方不明 。
負傷 167 

全壊 13 

半壊 28 

一部破損 675 

被住家被害 22 

道路損壊 39 

鉄道被害 162 ( 4月14日全面開通）

断水 ｜｜町（ 3月30日復旧）

停電 I 0, 400 ( 3月21日復旧）

市街電話不通 600 ( 3月22日復旧）

昭和57年浦河沖地震

住民の防災意識が功を奏し
軽微な被害。
昭和57年3月21日午前11時32介、北海道・日高支庁浦河沖でM7.3の地

震が発生。浦河町の震度 6 （烈震）をはじめ、北海道を中心に東日本一

帯で震度 4-I；を記録した。このため、浦河町、静内町、三石町を中心

に住宅被害や道路のきれつ・陥没などが各所で起こり、国鉄日高本線や

国道 235号線ががけ崩れや橋脚のズレ、路床のきれつなどで不通。電気

・水道・電話もストッフした。しかし、北海道の住宅特性で、屋根の軽

さ、凍結深度を考慮、した基礎なども幸いし、震度のわりには住宅被害

も比較的軽〈、死者は出なかった。また、浦河町はじめ同地方は、震度

3、4クラスの地震多発地帯であることから、普段から町民の防災・安全

意識も高〈、耐震ストーブの使用や「地震＝火を消す」対応が徹底して

おり火災の発生もみられなかった。

その後、地震被害状況や東大新聞研究所の面接調査で、家具の固定が

あまり役立たなかったこと、デマ対策の必要性など新たな問題点も指摘

された。





。得物／眼 ご婁肉
防災誌

予防時報（季刊）

奥さま防災ニュース（隔月干IJ)

防災指導

高層ホテル・旅館の防火指針

石油精製工業の防火・防爆指針

石油化学工業の防火・防爆指針

危険物施設等における火気使用工事の防火指針

コンビュータの防災指針

ビル内の可燃物ど火災危険性（浜田稔著）

旅館・ホテルの防火（堀内三郎著）

事例が語るデパー卜の防火（塚本孝一著）

自のつけどころはここだ／ー工場の防火対策一

防災読本

やさしい火の科学（崎川範行著）

イザというときどう逃げるかー防災の行動科学（安倍北夫著）

そのとき／あなたがリーダーだ（安倍北夫著）

慣れすぎが怖いーガスの知識

態別工場防火シリーズ

① 金属機械器具工業の火災危険と対策

② 印刷および紙工工業の火災危険と対策

③ 製材および木工業の火災危険と対策

④ 織布、裁断・裁縫、帽子製造工業の火災危険と対策

⑤ フ。ラスチック加工、コ‘ム・コずム材加工工業の火災危険と対策

⑥菓子製造、飲料製造および冷凍工業の火災危険と対策

⑦ 電気機械器具工業の火災危険と対策

③ 自動車整備工場の火災危険と対策

⑨染色整理および漂白工業の火災危険と対策

⑩ 皮革工業の火災危険と対策

。 パルプおよび製紙工業の火災危険と対策

⑫製粉 ・精米・精麦およびでんぷん製造工業の火災危険

と対策

⑬ 酒類製造工業の火災危険と対策

⑪ 化粧品製造工業の火災危険と対策

※既刊の下記防災図書は現在再版しており ません。

〔防災指導書〕

プラン卜運転の防火・防爆指針／危険物輸送の防火・防爆

指針／ヘルスセンターの防火指針／ 自然発火の防火指針／

スーノ〈ーマーケットの防火指針／LPガスの防火指針／ プ

ラスチック加工工場の防火指針／ガス溶接の防火指針／地

下街の防火指針／駐車場の防火指針／高層ビルの防火指針

／火災の実例から見た防火管理／都市の防火蓄積／ ピルの

防火について／危険物要覧／工場防火の基礎知識／防火管

理必携／災害の研究／爆発

〔防災読本〕

M7.9そのときーあなたの地震対策は？／現代版・火の用心

の本／暮らしの防災知識／そのときあなたはどうする？ －

暮らしの防災ハンドフ”ック／わが家の防火対策一予防ヵ、ら

避難まで／安心できる暮らし（東孝光著）

映画

たとえ小さな火でも（火災を科学する）〔26分〕

わんわん火事だわん〔18介〕

ある防火管理者の悩み 〔34升〕

友情は燃えて〔35介〕

火事と子馬〔22介〕

火災のあとに残るもの〔28分〕

ふたりの私〔33介〕

ザ・ファイヤー・ Gメン〔21介〕

煙の恐ろしさ〔28介〕

パニックをさげるために（あるピル火災に学ぶもの）［21介〕

動物村の消防士〔 18介〕

損害保険のABC〔15介〕

映画は、防火講演会・座談会のお旬、ぜひご利用ください。当協会ならびに当協会各地方委員会〔北海道＝（011)231ー3815、

東北＝ (0222 )21-6466、新潟＝(0252) 23-0039、横浜＝ (045)681一1966、静岡＝(0542)52-1843、金沢＝(0762)21ー1149、

名古屋＝(052)971一1201、京都＝（075)221-2670、大阪＝ (06)202-8761、神戸＝(078)341 2771、広島＝(0822)47-4529、

四国＝ (0878) 51-3344、福岡＝(092)771-9766〕にて、無料貸し出ししております。

想日本損害保険協会 記者目安官官官丁目表）干IOI



日本損害イ府知読会の防災事業

交通安全のために

．救急車の寄贈

・交通安全機器の寄贈

・交通遺児育英会への援助

．交通安全推進へぬ協力

．交通債の引受け

火災予防のために

．消防自動車の寄贈

．防火ポスターの寄贈

．防火標語の募集

・奥さま防災博士の募集

．防災講演会の開催

．防災展の開催

．各種防災図書の発行

・防火映画の制作

．消防債の引受け

想 日本損害保険協会

朝日火災海上保険株式会社

共栄火災海上保険相互会社

興亜火災海上保険株式会社

住友海上火災保険株式会社

大正海上火災保険株式会社

大成火災海上保険株式会社

太陽火災海上保険株式会社

第一火災海上保険相互会社

季刊

予防時報

たとえ小さな火でも
火災を科学する

．力ラー全2巻・26介昭和56年度製作

巨大な塊の表面のあちこちで噴火のような爆発が起こっ

ている。と見る聞に、塊はたちまち猛火に包れる一一これが

プロローグですが、マッチの発火する瞬間を超接写てや

高速度撮影した画面の迫力と、何fごみうとし、う好奇心か

ら、観客は末クリーンにヲ｜き込まれます。

プロローグに象徴されるように、この映画ていはし、ろいろな

撮影技術を駆使して、火の本性、火災のメカニズムをわ

かりやすく見せます。

たとえば、漏れた都市ガスやLPガスの動きを見せるシュ

リーレン撮影法、あるし、は老朽化したコンセントの発熱を

とらえるサーモカメラなど。

子供も大人も楽しく勉強できる防火映画です。

大東京火災海上保績株式会社

大同火災海上保険株式会社

千代田火災海上保険株式会社

東亜火災海上再保険株式会社

東京海上火災保険株式会社

東洋火災海上保険株式会社

同和火災海上保険株式会社

日動火災海上保険株式会社

日産火災海上保険株式会社

日新火災海上保険株式会社

日本火災海上保険株式会社

日本地震再保険株式会社

富士火災海上保険株式会社

安田火災海上保険株式会社

(1:土員会社50音階）
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